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競輪の補助金 を受けて実施 した ものであるこの事業







序

デー タベ ース は、 わが国の情 報化 の進展 上 、重要 な役 割 を果 たす もの と期 待

され てい る。今後 、 デー タベ ー スの普 及 に よ り、わが 国 におい て健全 な高度情

報 化社会 の形 成 が期 待 され る。 さらに海外 に対 して提 供 可能 なデ ー タベ ースの

整備 は、国際的 な情 報化 への貢 献 お よび 自由 な情報 流通 の確保 の観点 か らも必

要 で ある。現 在 わが国 で流通 している デー タベースの 中で わが国独 自の ものは

約半 数 であるが 、わが 国デ ー タベ ースサ ー ビスひいて はバ ラ ンス ある情 報産業

の健全 な発展 を図るた め には、今 後 もわが 国独 自のデ ー タベ ースの構築 お よび

デー タベ ース関連技術 の研 究 開発 を強力 に促進 し、デ ー タベ ースの拡充 を図 る

必要 がある。

この ような要請 に応 え るため、(財)デ ー タベース振興 セ ンターで は 日本 自転

車 振興 会か ら機 械工業 振興資 金 の交付 を受 けて、 デー タベ ースの構築 お よび技

術 開発 につ いて民 間企 業 、団体等 に対 して委託事業 を実 施 してい る。委託事 業

の 内容 は、社会 的、経 済 的、国 際的 に重 要で 、また地域 お よび産業の発展 の促

進 に寄与 す る と考 え られ てい るデー タベ ース の構築 とデ ー タベ ース作 成 の効率

化 、流通 の促 進 、利用 の 円滑化 ・容 易化 な どに関係 した ソフ トウ ェア技術 ・ハ

ー ドウェア技術 であ る
。

本事 業 の推進 に当 って、 当財 団 に学識経験 者 の方 々で構 成 され るデ ー タベー

ス構 築 ・技術 開発促 進委 員会(委 員長 東 海大学教授 上條 史彦氏)を 設置 し

てい る。

この 「ゲーム ソ フ トにおけ る知 的財 産権 管理流通 ビジネ ス に関す る調 査研 究」

は、平 成11年 度 のデ ー タベ ースの構築促 進 お よび技術 開発促 進事 業 と して実

施 した課題 の一 つ で、 当財 団が京都 リサ ーチパ ーク株式 会社 に対 して委託 実施

した もの である。 この成 果が、 デ ー タベ ース に興味 をお持 ちの方 々や諸分 野の

皆様 方 のお役 に立 てば幸 いであ る。

なお 、平 成11年 度 デー タベ ース の構 築促進 お よび技術 開発 促進事 業 で実施

した課題 は次表 の とお りで ある。

平成12年3月

財 団法 人 デ ー タベ ー ス振 興 セ ンタ ー

1



平成11年 度 データベース構築 ・技術開発促進事業委託課題一覧

区 分 No. 課 題 名 企 業 名
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2
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3
地形データを効率よくデータベース化する技術開

発
(株)セ タ

4
戦前期雑誌記事索引100万 件の第一期データ
ベース構築 (株)皓 星社

5
POSデ ータに対するデータマイニング手法群の

比較研究 と実用化技術の開発
(株)日 経 リサーチ

6
北九州産業技術発展の歴史記録の収集とデータ
ベース化

(株)日 鉄技術情 報セン

ター

地域振興

7 写真データベース構築 (株)琉球新報社

8
バ リアフリー施設データベースのプロ トタイプ作

成
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・
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1.ゲ ー ム ソ フ トと コ ン テ ン ツ流 通 ビ ジネ ス

1.1背 景

米 国 オ リジ ン社 が 開発 した 「ウル テ ィマ ・オ ンライ ン(UltimaOnline)」 で

は、一度 に2000～3000人 が同時 に ロールプ レイ ングゲー ム をプ レイで

きる オ ンライ ン ・ゲ ームで あ る。ユ ーザ は、世界 中の仲 間達 と リアル タイム に

ゲーム を楽 しむ事 が で き、 シナ リオが一切 な い このゲ ームで は、ユ ーザ はバ ー

チ ャル である に もか かわ らず あ たか も現実 で あるかの実感 を得 られる面 白 さが

ある。 この よ うなゲ ーム ソ フ トは高 度情報通 信社会 の 中で新 た な コ ミュニ テ ィ

と文 化 と産業 を築 き上 げ てお り、 わが 国にお いては、海外輸 出の代表 的産業 の

ひとつ に成長 して きてい る。社 団法人 コン ピュー タエ ンター テイ ンメ ン トソフ

トウェア協会 が1999年 に発 行 したゲー ム 白書 による と、1998年 度 の家

庭用 テ レビゲ ーム機器(ハ ー ド)の 内外へ の総 出荷金 額 は4,820億 円、ソ フ

トウェアは1兆480億 円 に も上 り96年 度 よ り23パ ーセ ン ト、97年 度 よ

り0.1パ ー セ ン ト増 え、厳 しい経済状 況の 中で好調 に推 移 してい る ことが分

か る。か ようなテ レビゲ ーム ソ フ トは、主 にゲームメー カー主要三社2が 開発 し

たゲ ーム機器 で一 人 また は複数 人 とプ レイす る もので あ る。

ゲ ー ムソフ トは、音楽 ・映像 ・コンピュー タプログ ラム等 で構 成 され る総合

コンテ ンツで あ る。そ の制作 には多大 な労力 と費用 を要す るのみ な らず、個 々

の開発 者の著作 権 を始 め とす る知 的財 産権が 複雑 に錯 綜 してい る3。ゲー ムソ フ

トは、それが ユ ーザ に与 える視聴 覚 的効果 か ら映画 と同様 に捉 え られ る事象 も

あ り、配給 ルー ル とルー トが確 立 してい る映 画 産業 との対比 の 中でゲー ム ソフ

ト流通 を どうす るか、 とい う問題 が生 じて いる4。一方 、情報技術 や ネ ッ トワー

クイ ンフラの発 展 と整備 に伴 い、 冒頭の ウル テ ィマ ・オ ンライ ンの よ うに、 こ

れ まで は想定 しなか った ような流通 形態 と利 用 が可 能 にな って きてい る。従 来

は、家 庭 内での ゲ ーム専 用機 で の プ レイが 中心 であ ったが、そ の後 複数 ゲー ム

機 を接 続 して プ レイす る ようにな り、現在 はネ ッ トワー ク接 続 で同時 に海外 に

居 る複 数人 との プ レイが で きる。 メ デ ィアについて も同様 に、 カー トリッジや

CD-ROM等 のパ ッケージ系流 通か らオ ンラインで の配信 や コン ビニ に設置

した衛星配信 端末 を利 用 した配信 や デー タ放送 な ど、 あ らゆるメデ ィア を利用

した流通 が一般化 しつつ あ る中で、 ゲー ムソ フ トはエ ンタテイ メ ン ト産業 を担

う 「コンテ ンツ」 と して高 く認識 され るよ うにな りその市場 が拡 大 して きてい

る。

ゲ ー ムソフ トは、比較 的浅 い ビジネスの歴 史 の中で情 報技術 の急激 な社会 環

境の変 革 を経験 しなが ら、あ るい はそれ らを取 り込み なが ら発展 し続 け ている。
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しか しそ の反面で 、ゲ ーム ソ フ トをめ ぐる様 々な問題 も生 じている。違法 コ ピ

ー
、デ ー タ改 窟、 キ ャラク ターの不 正使用、 エ ミュ レー タ問題等 であ る。 また

昨年 、東京 地裁 と大 阪地裁 で相 反す る判決が だ され た中古 ソフ ト訴訟 は記憶 に

新 しい。 中古 ソフ ト以外 に も違法 な複製や ホームペー ジ上 での無 断配信 等 の問

題 が ビジネス シー ンで取 り上 げ議論 されてい る。 これ らに関連 して、昨今 ゲ ー

ム ソフ トの制作 費用 は膨れ上 が る一方 であ り開発者側 に とっては資本 回収 の ル

ー ル作 りの未整備 も新 た な課 題 と してあ る
。つ ま り 流通形 態の多様 化 に よる

資 本 回収構造 が確 立 してい る映画 産業 と比べ てゲーム ソ フ トはマ ルチ な流通 構

造 では ないため一次利 用 に依存 す る体 質 になっている。 ゲー ムソ フ ト利 用 のニ

ーズ や形 態 はユ ーザ側 で は拡大 ・多様化 して いるに も拘 わ らず対応 で きてい な

い点が指 摘 で きよう。 比較 的視 点 か ら、映画 産業 にお ける流通形 態 を見 てみ よ

う。

表1-1わ が国にお ける映像 ソフ ト流通 の現状

劇場での上映 1,579億 円

地上波放送 1.060億 円

ビデオ販売 984億 円

レ ンタ ル ビデ オ 2,303億 円

衛星放送 !35億 円

CATV 94億 円

(郵政省 『放送ソフ トの振興に関する調査研究会』平成9年 、41頁)

表1-1か ら映画 産業 にお いて は、 いわゆ る一次 利用 と しての劇 場 での上 映

以外 の利 用か らの収 入 が290パ ー セ ン トもある こ とが 分か る。 ここで単 純 に

ゲ ー ムソ フ ト産業 にお いて も映 画産業 と同様 な流通 を構 築す る必 要が あ る とは

言 え ない。 しか し、ゲ ーム ソ フ トにお いて も従来 の プ ラ ッ トフォー ムに依 存 し

た流通 は大 きく変革 の時期 を迎 えてい るこ とを認識 しよ り多様性 の ある流 通市

場 を構築 し効率 的な資 本回収構 造 を考 えなけれ ばな らないだろ う5。

京都 リサーチパ ー ク株式 会社 は、1998年 春 よ り産 官学共 同の 「ゲー ムア

ー カ イブ ・プロジ ェ ク ト(GAP)6」 を立 ち上 げ、 ゲ ー ム ソフ トの現物 収 集 と

そ の基本 情 報の アー カイブ化 に係 る研 究事 業 を推進 して きた。 そ こで の研 究 か

らゲー ム ソフ トの積極 的 な流通市場 の構 築が不可欠 あ る との認識 に至 った。流

通 市場構 築 には、複雑 な知 的財産権 が錯 綜す るゲーム ソ フ トの流通 は権利 保護

と流通促 進 のバ ラ ンス を どの よ うに保 つか にかかる。権 利保 護 を強 化す れ ば流

通 が損 なわれ、 またその反対 も しか りである。
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本 報告書 は、か よ うな流 通市場 構築 を 目指 し、知 的財 産権 の取引 市場 モデル

であ る 「コピーマー ト」 をベ ース に、ゲー ム ソフ トの特 有性 に対応 した ビジネ

スモ デルの提案 を行 い 、関連 す る諸問題 につ い て法律 と技術 の両側 面か ら検討

を行 う ものであ る7。

1.2ゲ ーム ソ フ ト流 通 の現 状

ゲ ーム ソフ トは、映像 産業 と比べ てその流通市 場 が シ ンプルであ る。例 えば、

映画 ソフ トは一次 利用 として劇場 で上 映 され る。次 に同 じソ フ トが航空 機 内で

の上映 、大学 ・地方 自治体等 で の 自主上 映 、テ レビで放 映、BS・CS・CA

TV等 のペ イTVで の放送 、 ビデ オソフ トで流通 して い る。 同様 に ビデ オ ソフ

ト、 テ レビ番組、マ ルチ メデ ィア ソフ ト、音 楽 、 ラジオ番組 、書籍等 の各 コン

テ ンツの分野 にお いて も程 度 の差 はあ るが(い わゆ る)二 次利 用市場 が存在 し

ている8。しか しゲーム ソフ トに関 して は明確 な二次流通 市場 が存在 して いる と

はいいが たい。平成10年 改訂版 郵政省 郵 政研 究所編 『徹 底研 究 メデ ィアソ

フ ト』(1998年)に よる と、ゲ ーム ソフ トの二次利 用市場 規模 は、 「家庭 用

ゲーム に使用 されてい る音 楽 のCD、 テー プの販売金額 」 と記 されゲ ームその

もの よ りゲーム に使 われて いる音楽が利 用 されて いるの であ り、 またその算 出

方 法 ・推 定方法 につ い て も「当面 考 えない」とそ の市場性 の低 さ を示 している9。

1.3ゲ ーム ソフ トを対 象 と した知的財産権 管理 流通 ビジネスモデル

著作権 や特 許 な どの知的財 産権 が財 産的価値 を持 つ ように なる と、それ 自体

が 『もの』(有 体 物)と 同様 に取引 の対象 とな る。 しか しこ こで重 要 な問題 は、

ゲ ーム ソフ トの取引 は有体物 も無体物 も含 まれ てい る とい うこ とであ る。 つ ま

り、 メデ ィアに組込 まれ たゲ ーム ソフ ト(例 えば、 カー トリ ッジ、CD-RO

M、DVD等)が 販売 され る場合 、当該 ゲー ム ソフ トは 『もの(有 体 物)』 と し

て取引 が され所有権 が移転 す る側 面が あるが、 ゲ ーム ソ フ トに係 る著作権等 の

知 的財 産権 まで取引 に よって移転 す るわけで は ない。 そ のた め、ゲ ーム ソフ ト

の利用 は知的財産権 法(主 に著作権 法)の 枠 内 で制限 を うけ る ことになる。 『も

の』 としてのゲーム ソ フ トは購 入者 に帰属 す るが、 ゲ ーム ソ フ トの著作権(無

体物)は 著作者 や著 作権保 有 者 に帰属 してい る。 それ故 、例 え ば教職員 が合法

に購 入 したゲーム ソ フ トを、学校 教材 と して学 生 に利 用 させ る 目的で校 内 のサ

ーバ にイ ンス トールす る と著 作権侵害 を構 成す る行為 にな りか ねない10。

この ような状 況か ら知的財 産権(特 に著作権)が 化体 された商 品(CD、 書

籍、 ゲーム ソフ ト等)を 市場 で健全 に流通 させ る仕組 みが不 可欠 になるのであ
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る。例 えば音楽 産業 にお い ては、作詞家 、作 曲家 、演奏家の権利 は社 団法 人 日

本 音楽著作 権協 会(JASRAC)が 権利保 有者 か ら権 利寄託 を うけて管 理 して い

る。JASRACは 音 楽 その ものの提 供 を行 っているの はな く、音楽 に係 る著作 権

管理 をその主 な業 務 と してい る。楽 曲 を利 用す る際 には、著作権法 で制 限 して

い る私 的使 用 な どの場 合11を 除いてJASRACか ら許諾 を得 なけれ ば な らない12。

同 じように、書籍 や絵 画 や写真等 の著作物 の利用 について も同様 に権利 保有 者

か らの許諾 を得 なければ な らない。

それで は、ゲ ー ム ソフ トを対象 とした権利 管理流通 モデル は どの ような もの

で なけれ ば な らない のだ ろ うか。上 述 した音 楽や書籍 と同様 にゲ ー ム ソフ トは

主 に著作権 法で保護 され ている。その ため著 作権 法 が定 め る権 利者 の許 諾 を得

な くとも自由 に使 える範 囲 を超 えた利 用 に対 して は権利処理(権 利 者 か ら許諾

を得 るこ と)さ れ なけれ ばな らない。近年 の情報 メデ ィアの発展 に伴 いゲ ーム

ソフ トも従来 か ら主流 であ ったパ ッケー ジ流 通か らネ ッ トワー ク さ らに はデー

タ放 送へ とその流通 形態 が拡大 ・変革 し始 め てい る。 さらに、ゲ ー ム ソフ トを

ベ ース に映画制 作 を行 っ た り、映画 をベ ース にゲー ム ソフ トを開発 す る こ とも

あ る。京都 リサ ーチパ ー ク株式会社 が、財 団法人比 較法研究 セ ンター の協 力 で

昨 年度 ま とめた 「ゲ ー ムアー カイブプロジ ェ ク ト(GAP)に お ける著 作権 マ ニ

ュ アル」(1999年 、ス ーパ ーバ イザ ー:北 川善太郎 、座 長:阿 部 浩二)に お

い て は、人材育 成 を目的 としたゲーム ソフ ト活用 につい て法 的側 面 か らの検討

を行 ったが、 「人材育 成 とい って も教育機 関 の種類 な どに よ り権利 処 理 の範 囲、

教 育 目的で あった と して も近年の デ ィジ タル ネ ッ トワーク社会 での 『教育 』 と

い う定義 の範 囲、 同様 に図書館 としての利 用 の範 囲が必ず しも明確 で はない」

と した上 で 「ゲー ム ソフ トの権利保有者 の権 利 を保護 しつつ流通促 進 の ため に、

(情報技術)を 利 用 してゲ ームソフ ト製作 者 と利用 者 に とって新 た な取引 環境

を創 出」す る もの と して ゲーム コピーマー トの必 要性 を強調 している。

高度情報 通信社 会 にお いて コ ンテ ンツ不足 が指摘 され ているが、 ゲ ーム ソ フ

トは映像 コ ンテ ンツ と並 んで まさに市場性 の ある コンテ ンツ と して注 目 され て

お り、その ための流通 モ デルが求め られてい るの であ る。 このモデ ル は、 ネ ッ

トワーク を利 用 した取 引 であ る と共 に著作権 等の権利処 理機能 を備 えた モデ ル

であ るこ とが基本 で ある。

そ れで は コ ピーマ ー トでは どの よ うに複雑 なゲ ーム ソフ ト業界 で の流通 モ デ

ル を構築 す るの だ ろ うか。 コピーマ ー トは、 「マー ケ ッ ト ・アプロ ーチ」13を 取

る こ とで この問題 に対応 してい る。つ ま り、 ゲーム ソフ トの多種多 様 な権利 者

と利用者 の間の契 約 の標 準化(ス タンダー ド化)を 試 みる もの で はな く、私 権

と しての著作権 は著作 権 者 に決定権 が ある こ とか ら、「権利保 有者 は著作 権 取

引 市場 に参 加 す る 自由 を もち_自 己の著作 物 に著 作権 利 用条 件 を埋 め込 んで
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(コ ピーマー トに)登 録 し...利用者 は情報 市場 に 自由 にア クセス して利用条件

に したが って求 める著作物 を入手」14す る仕 組み を 目指 す ものであ る。

ゲーム ソフ トの ビジ ネスモ デ ルの重 要 な機 能 は どの よ うな知 的財産権 を どう

管理 し取引 させ るか であ る。 ビジ ネス モ デルで ある以上 、そ こで はな にが しの

ビジネス行為 が行 わなけれ ば な らないが 、必 ず しもゲー ム ソフ トその ものが『も

の』 と して取引 されなれ なけれ ば ビジネス に な らない とい う訳 で はない。一般

的に情報通 信社会 で展 開 してい る流通 ビジネ スを概 観す る と、実 に様 々な形 態

で ビジネス展 開が されてい るこ とが分 か る。

ゲーム ソ フ トの ビジネスモ デル は2つ に大 別 で きる15。 まず 、 コ ピーマ ー ト

の要素 を部分 的 に含 ん だ ビジネスモ デル(部 分 モデル)が ある。 これ は比較 的

現 実的で あろ うが それ 自体 が コ ピーマ ー トと呼べ るか どうか の問題 が残 る16。

次 に、 コ ピーマ ー トと しての機 能17を 備 えた ビジ ネスモデ ル(全 体 モデ ル)が

ある。具体的 な ビジネスモデ ル は、部 分 と全 体 モデ ル を含 めて4つ のモ デルが

あ り、事業 の 目的 ・形態 な どによって選 択す るこ とに なる。

本 報告書 は、権利 取引市場 モ デルで ある 「コピーマー ト」 をその理論 的基 盤

とし、ゲーム ソフ トの流通 モデ ルを考 察 ・提案 してゆ くものであ る。
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1.3.1ゲ ー ム コ ピ ー マ ー ト18の 概 念

(1)コ ピ ー マ ー ト概 念

ゲ ー ム コ ピー マ ー トは コ ピー マ ー トの ア プ リケ ー シ ョ ンの 一 つ で あ る。 コ ピ

ー マ ー トで は
、権 利 者 に よ り権 利 デ ー タが 登 録 され 、 か つ 、 ラ イ セ ンス 条 件 が

提 示 され る 。そ こで は 大 量 の著 作 権 デ ー タが 登 録 され著 作 物 の 取 引 が され る が 、

物 理 的 な建 物 が必 要 と され る訳 で は な い 。 ま た 、 コ ピー マ ー トは 、 権 利 登 録 、

利 用 に対 す る代 金 回収 ・権 利 者 へ の 支 払 い 、 コ ピー の オ ンラ イ ン配 布 等 の機 能

を備 え た仕 組 み で あ る 。

鎮

権

利

者

図1-1コ ピ ー マ ー ト概 念 図

コピーマ ー トの基本 的考 え方 は、権利 者が その意志 で 自己の著作 物 の利 用条

件 を定 めて情報 を提 供 す る ことが で き、利 用 者 との合 意の上で取 引 が行 われ る

『場』 を提 供 す る もので ある。 コ ピーマ ー トは、利用 者 と権利者 の 間 に位 置 し

取引 のため の環境 を提 供す る。 その環境 は2つ の デー タベ ースか ら構 成 され て

いる。一 つ は、著作 権(権 利)マ ーケ ッ トであ り、他 はコ ピー(著 作 物)マ ー

ケ ッ トであ る。 コ ピーマ ー トは シス テム全体 を指 し、著作 権マ ーケ ッ トは著作

権 デー タが登録 され てい るデー タベ ース、著 作物 マーケ ッ トは著作 物 ・作 品が

収納 されてい るデ ー タベースの こ とである19。
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著作権 マ ーケ ッ トと著作物 マー ケ ッ トを統合す る コピーマー トは、 その主宰

者(様 々 な事 業 体が考 え られ る)が 管理 ・運営す る情報 システ ムサ ー ビスであ

り、権利 者 と利 用者 に対 して 自由 な取引 環 境 を提供 す る20。 コピーマ ー トにお

け る権利者 は、著作者 や著作 権 管理事 業者 、相手方 の利 用者 と して著作権利 用

事 業者、 エ ン ドユ ーザが あ る。 また、2つ の デー タベ ー スは ひ とつの市場 を形

成 している こ とが多いが 、別 々 に存在 してい るが機能 的 には統 合 され ている こ

ともあ る21。

(2)ゲ ー ム コ ピ ー マ ー ト22

(A)ゲ ー ム コ ピーマ ー トの 要 素

ゲ ー ム コ ピー マ ー トは主 に次 の 要 素 を持 つ 。

(a)権 利 の個 別処理

ゲ ーム ソフ トは、写真 ・絵 画等 の静 止画像 、映像等 の動画 、 ナ レー シ ョン等

の言語 の著作 物 、音楽 、 シナ リオ ・脚本 、 プロ グラム等 の著作 物 か ら構成 され

てい る。基本 的 には、それぞ れの著作 物 に は著作者 が存 在 し権 利 が発生 してい

るこ とにな る。ゲ ームの制作 過程 の中で多種 の著作物 の著作 者 は、職務 と して

制作 会社 に帰 属 していた場 合 は職 務著作 となる場合 もあ るが(法15条1項 、

2項)、 そ うで ない場合 は個 々 の著 作物 の著 作者 に権利 が発生 す る。この ような

権利 を持 つゲ ー ム ソフ トを利 用 す る場 合 、私 的使用等 の場 合 を除い て権利 処理

が必要 であ る こ とは既述 した。 ゲ ーム を流通 させ る際 には これ ら権 利 の処 理 を

行 うこ とが前提 である。

著作 権 マー ケ ッ トは、ゲー ム ソフ トの書誌 的情報 や取 引情 報 を登録 す るこ と

がで きる。 具体 的 には、著作 者 、権利 者 、著 作物 の種類 や利 用許諾 条件 や価格

お よび支払 い方 法や ソ フ トの デモ等 であ る。 これ らの情 報 に よ り、利用 者 は権

利 マ ーケ ッ トにアクセスす る ことで権利 者 が許諾 す る範 囲での利 用 につい ての

情 報 を入手 で き、 また ライセ ンス を受 け る こ ともで きる。勿 論 、全 ての取引 は

コン ピュー タ システム を介 して行 われ ロ グが取 られ個 別 に処 理 され る こ とにな

る。

(b)合 意 シ ス テ ム

ゲ ーム コ ピーマ ー トは権 利者 と利 用者 の 間 に 『場 』 と して存在 し、権利者 は

自己の ソフ トの利用許諾 条件 を決 める こ とが で きる。そ の ため権 利 者 は、例 え
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ば 「教 育 目的で学内 で利用 す る限 りにお いて は自由に使 え る」 とい う許諾条件

を付 け る こ とも可能 となる。一 方利用 者 は、権利マ ーケ ッ トにアクセス して希

望 す る利 用態様 につ いて検索 を行 い、合致す る条件 が あれ ば契約 を行 うこ とに

な る。 権利 者 が提 示す る許諾 条件 に対 して条件の変更や異 なる条件 での利用 を

希望 す る利 用者 は、 同 じく権 利 マ ーケ ッ トに登録 され てい る権利 者 の ア ドレス

(電子 メ ール等)に 連絡 を し個 別 に交渉す る ことも可能で ある。

この よ うにゲーム コ ピーマ ー トは、権利 者 と利用者 が権利 者 が提 示 した利用

条件 に双 方 が合意 した ス タイル で ビジネスが行われる。権利 者 は、 自己の著作

物 の利 用 につ いて積極 的 に関与 で きる ことで、制作 か ら流通 や利用 まで含 めた

ビジ ョンで創 作活動 を行 うこ とがで きる よ うになる。 一方 、利 用者 は 自らが希

望す る条 件 に合致す るソフ トの利用 が容易 となるばか りで な く、権 利者 と個 別

交渉 を行 う事 も可能 なため よ りフ レキ シブル な利用 と対 応が で きる よ うにな る。

(c)取 引市 場

ゲ ー ム コ ピーマ ー トは、権利 者 と利 用者が 自由に取引 が で きる環境 を提供 す

る こ とに なる。権利 者 は、 自己の ゲー ムソ フ トが どの ように流通 し利 用 されて

い るのか を権利 マー ケ ッ トにア クセスす る ことで認識 で きるのみ な らず、 自ら

その流通 に関与 で きる ようにな る。権利 者 は、「フ リーに使 って もらって構 わな

い」、 「教 育 機 関 な ら割 引利 用 が 可能」、 「学 割有 り」、 「ビジネ ス利 用 は不 可 」、

「ゲ ーム ソフ トのキ ャラクターの使 用 も構 わない」、「ゲ ー ム ソフ トの音 楽 の利

用 は¥△ △△ 円」 とい うように従 来一般 的 に想定 され ていた ゲー ムの利 用範 囲

を超 えた利 用提供 が可能 となる。 コ ピーマ ー トで は、 これ らの条件 が組 み込 ま

れ たゲ ー ム ソフ トが市場 での流通 単位 となるため、流 通 と権 利保護 のバ ラ ンス

の とれ た市 場が形成 され る ようになる。

(B)ビ ジネスモデルの種 類

ゲー ム コピーマ ー トの ビジネ スモデ ルは次 の4つ の形 態 が ある。 これ らはそ

れぞ れ独 立展 開が可 能で あるが、複 数が 関連 したモデル もあ る。 しか し、 ここ

で は、 ゲ ーム ソフ トの基本 ビジ ネスモ デル と して紹介 す る こ とか ら始 め る。 こ

れ ら4つ の モデル を基 本 とした ビジネス展 開 を行 うことにな るが 、 システ ム構

築 とオペ レー シ ョンの段 階 で各 モ デル 間の相 互関係 につい て検 討す る ことにな

ろ う。

(a)カ タ ロ グ型 モ デ ル
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(b)権 利 処 理 型 モ デル

(C)コ ンテ ン ツ提 供 型 モ デ ル

(d)コ ピー マ ー ト型 モ デ ル

こ こで4つ の ビ ジ ネ ス モ デ ル の うち(a)か ら(c)は コ ピー マ ー トの部 分

的 要 素 に基 づ い た 部 分 モ デ ル で あ り、(d)は コ ピ ー マ ー ト機 能 を全 体 的 に備 え

た 全体 モ デ ル で あ る。

◆
◆◆

◆
◆
◆◆

◆

権
利
者

利
用
者

コ ンテ ンツ提

供 型モデル

利
用
者

ノ

"

利
者

、

部分モデル 全体モデル

図1-2ゲ ーム ソフ トの ビジネスモデル

これ ら4つ のモ デル はそれぞ れ権利者 と利 用 者 の間 に独立 して存 在 し、特化

したビジネス を行 う。そ れぞれ コピーマ ー トの要 素 を含 んで い るため ゲー ム ソ

フ トの新 た な流通市場 形成 に貢献 す るこ とに なる。現在、 ゲ ー ム ソフ ト市場 で

か よ うな形 態の ビジネス は部 分 的 に行わ れ てい る に過 ぎない 。部分 的 とい うの

は、例 えば 「カ タログ型 モデ ル」 で は、 い わゆ る コンテ ンツの 『カ タログ』 サ

ー ビス を行 ってい る事業体 は存在 す るが 、ゲ ー ム コピーマ ー トによる取引市 場

形成 につ なが る形 態 にはな ってい ない。例 え ば、報告書 「著作 権 情報 の デー タ

ベ ース化 及 び情 報提 供 の在 り方 に関す る調 査 研 究一 著 作 権権 利 情 報 集 中機 構

(J-CIS)の 実現 に向けて」(文 化庁文化 部著 作 権課 、平成8年11月)で は権

利者 団体 に よる会員等 の著 作物 等 に係 る情報 の収集 ・提 供状 況 につ い て下 記 の

項 目につ い て32団 体 に対 して調査 を行 ってい る。

(a)作 品情 報(作 品名 、作 品 の概 要、識 別 コー ド)

9



(b)著 作権情報(著 作 者(氏 名 ・連 絡先)、 著作 権者(氏 名 ・

連絡先)

(c)公 表流通媒体情 報(作 品が使用 され た媒体)

(d)使 用条件情報(許 諾 を得 られ る使 用形態 、、使 用料金 、 交

渉相手)

(e)保 護期 間情報(残 存保護期 間)

(f)作 品の閲覧 ・入手方法情報(デ ー タベ ース に よる作 品

の一部又 は全部 の提示)

(g)会 員情報(氏 名 、連絡先)

作 品情報 を提供 して い る団体 は11団 体 あるがそ の うち コ ンピュータで検索

で きるの は6団 体 だけ だ った。 また、識別 コー ドで管理 してい る団体 は4団 体

にす ぎない。 また、著 作権情報 につ いて は約半数 の 団体 が な にが しの情報収集

を しているが、大半 は コンピュータ化 され ていない。 これ らは権利 者団体で あ

り著作 権者 か ら権利寄 託 を受けて著作権 者 に代 わ って権利 の管理 を行 っている

もので ある。 これ らの 団体 が扱 ってい る著作物 は、音 楽、 シナ リオ ・脚本、書

籍 、実演 、写 真 、絵画 、 映画、放送番 組、 コンピュー タグラ フ ィ ック等で ある

が、 デー タベ ース化 の不 整備が理 解 で きよ う23。つ ま り、仮 に デー タベ ース を

持 ってい て も自社 内で 自社 の 目的の ため に著作物 の書誌情 報等 を扱 った ものが

多 く、そ れ らを利用 した ビジネス展 開 まで には至 ってい ない もの と思 われ る。

これ は市場 が存在 しな いのでは な く新 た な ビジネスチ ャンス につ なげてい ない

こ とを意 味 しているので はないだ ろ うか24。

これ ら4つ のモ デル は、既存 の ビジネス構造 の上 に コ ピーマ ー トの要素 を利

用 して新 た な権利 ビジネス を築 きあ げる仕 組みであ る。

(3)部 分 モ デ ル型 コ ピ ーマ ー ト

部 分 モ デ ル とは、 コ ピー マ ー トの 部 分 的 要 素 を組 み 込 ん だ ビ ジ ネス モ デ ル で

あ る。 下 記 の 図1-3は 、部 分 モ デ ル と コ ピー マ ー トとの 関係 を示 して い る。

コ ピー マ ー トは、著 作 権 が 登 録 され て い る著 作 権 マ ー ケ ッ ト(CRM:Copyright

Market)と 著 作 物 が 蓄 積 され て い る コ ピ ー マ ー ケ ッ ト(COM:CopyMarket)

か ら構 成 され 、 この2つ の情 報 市 場 が1つ の 市 場 を形 成 して い る25。 著 作 権 マ

ー ケ ッ トは
、 コ ンテ ン ツ や著 作 権 お よ び 取 引 に 関す る情 報 の デ ー タベ ース で あ

り、 コ ピ ー マ ー ケ ッ トは オ リジ ナ ル コ ンテ ンツ の コ ピー を蓄 積 す る デ ー タベ ー

ス で あ る。 この2つ の デ ー タベ ー ス は物 理 的 あ る い は地 理 的 な制 約 に縛 られ る

こ とは な い26。
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図1-3部 分モデル とコ ピーマ ー トとの関係

その ため 、 コ ピーマ ー トの権利 マ ーケ ッ トや コピー マーケ ッ トの部 分 要素 を

ベ ース に した ビジネ ス展 開が可 能で ある。部 分 モデル は、 ビジネス と して立 ち

上が ってい る もの もあ るが コ ピーマ ー トの部 分 モデル と して機 能す る もので な

い ことは既述 した。 なお 、 コ ピーマ ー トの部 分 モデル はそれ 自体 で ビジネ ス展

開で きるが そ れぞれが コ ピーマー トを構 成 す る 『部品』 として位 置づ け られる

ことになる。 その ため 『部 品』 は常 に全体 との関連の 中でその存 在 の意 義 を持

つ ことになる。

次 に部分モ デル の3つ の モ デルにつ いて説 明 と検討 を行 う。

(A)カ タ ロ グ型

(a)概 要

カタログ型 モデ ル は名前 の とお り権利 者 と利 用者 の 間に存在 し、権利 者 やユ

ーザがゲー ム ソフ ト取 引 を行 う際 にポー タル(入 口)と してア クセ ス し利用 す

る ものであ る。 これ は、単 な るサ ーバ貸 しサ ー ビスの ようにテナ ン トを物 理 的
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にサーバ上 に集 中化 させ るので は な く、各権 利者(メ ー カー等)が ビジネスに

必 要 なデー タを集 中す る もので あ る。 カ タログ型 モ デルが扱 う情報 は基本 的に

次 の2種 類 があ る。 ゲ ーム ソフ トに関す る 「書誌 的情報」 とゲーム ソフ トの蓄

積(ス トア)情 報 で あ る。それ ぞれが物理 的 に異 なるカ タログサ イ トを前提 と

す る訳 で はない が、実 質 的 には カタログサ イ トの プロバ イダの性 質 によるであ

ろ う。

礁懸 、

図1-4カ タログ型:ゲ ーム ソフ トの書誌 情報

図1-4は ゲ ーム ソ フ トの書誌 情報 を扱 うために コピーマー トの権利 マ ーケ

ッ ト機能 の要素 を部 分 的 に持つ が、下記 の図1-5は ゲ ーム ソフ トの蓄積 情報

を提供 す る ため に コ ピーマ ー トの コピーマ ーケ ッ トの機 能 を部分 的に持 つ こ と

に なる。

図1-5カ タログ型=ゲ ーム ソフ トの蓄積(ス トア)情 報

カ タログ型 モ デ ルは、 ゲー ム ソフ トに関す る書誌 的情報 や蓄積 情報 の提供 で

あ るため実際 に権 利処 理 を行 った り、ゲ ーム ソフ トの提供 まで は行 わない。 カ

タログ型 モ デル は リンク等 の機 能 を備 える こ とで無 制 限のゲ ーム ソフ トの情 報
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を扱 うこ とが可能であ る。

ところで 、わが国で は家庭 用 ゲ ーム ソ フ トメーカー は約300社 あ り、そ の

下 に制作 プ ロダクシ ョンが多 数存 在 して いる。 そ して制作 にあた って は、 プ ロ

デューサ、 デ ィレクタ、プ ロ グラマ 、 グラ フ ィックデザ イナー、サ ウ ン ドデザ

イナー、技 術 ス タッフ等が 関与 し個 々の役割 は劇場 用映 画の場 合の よ うに明確

で はない27。 加 えて、 ゲーム ソフ トには、写真 ・絵 画等 の静 止画像 、映像 等 の

動 画、ナ レー シ ョン等 の言 語 の著作物 が含 まれ るだ けで な く、音楽 、シナ リオ ・

脚本、 プロ グラム等 の著作 物 が組 み込 まれて るため、 その利 用 におい て はそれ

ぞれの権利処 理が必 要 であ る。 しか し、 ゲー ム ソフ ト製 作 にあ た りこれ ら権利

帰 属が曖昧 に処理 され てい る こ とや、製作 に関与 した多 数 の権利者 か らいちい

ち許諾 を得 よ うに もそ の所 在 か ら調 べ なけれ ばな らない等 の多 くの 阻止 要 因 に

直面す るこ とになる。 ゲー ム ソ フ トの カ タログ型モ デル は、利用者 に対 してゲ

ー ムソフ トの種類、 タイ トル、動作 環境等 に加 えて著作 者 、権利者 、連 絡先 、

権利内容や実 際のゲ ーム ソ フ トの蓄積情報 等 を提供す る こ とでゲー ム ソ フ ト市

場の活性 化 に貢献す る もので ある。

(b)必 要 とされる機能

カ タログ型 モデルは次 の機 能 を含 む。

・ ゲーム ソフ トに係 る書誌 的情報 の提供

・ ゲーム ソフ トに係 る権利情 報 の提供

・ 権利 者が設定 す る利用条件 の提 示

・ 権利処 理 を可 能 とす る機 能(他 の事 業体 との イ ンター フェイ

ス機能)

・ コンテ ンツ提供 を可 能 とす る機 能(他 の事 業体 との イ ンター

フェ イス機 能)

(c)カ タ ロ グ型 モ デ ルの プ レイ ヤ ー

カ タ ロ グ型 モ デル の プ レイ ヤ ー は下 記 の とお りで あ る。

・ 権 利 者(ゲ ー ム メ ー カ ー
、 制 作 会 社 等)

・ カ タロ グ型 事 業 体

・ 利 用 者(エ ン ドユ ーザ
、 ビ ジ ネ スユ ー ザ)
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(d)検 討

ゲ ー ム ソ フ ト書 誌 的 情 報

ゲ ー ム ソ フ ト蓄 積 情 報

ど
利用裟

カタログ型モ デル は、ゲ ーム ソフ トの権利 者(例:メ ーカ ー等)に とって は、

各 権利 者側 で従来 か ら蓄積 して きたゲームソ フ トに関す るデ ー タベ ース等 をカ

タ ログ型事 業体 に提 供す るだけで事足 りるため、 ビジネス参 入 にあ た って新 た

な投資 を必 要 と しない容易 性が あ げ られ る。 ただ し、 カ タログサ イ トに掲 載す

る 自己のデ ー タベ ース が ない場合 にはデ ー タベース を構 築 した り、 コンピュー

タ対応 になってい ない もの は必 要 な処理 を行 わ なければ な らない。 また権 利者

側 に とって は、 自己の ホー ムペ ー ジを介 した ビジネス活動 には 自ず と制 限が あ

るが 、 カタログ型 の場 合 は、 よ り多 くのユ ーザ を対象 と した もので あるため、

そ れだけ ビジネス チ ャ ンス も拡大 す るメ リッ トがあ る。 さ らに、 コ ピーマ ー ト

の要素機 能 を備 えてい るため に全体 と してのゲー ム コピーマ ー トとのイ ンター

フェイスが可能 とな る。

ユ ーザ側 に とって は、カ タロ グ型事業体 にア クセスす る こ とで効 率 的 に希望

す るゲーム ソフ トの情 報 を入手す ることが で きる。そ こで は、個 々 にゲー ムソ

フ トをサ ーチす るの と比べ る と、検索 や分類機 能 に よ りゲ ー ム ソフ トの詳細 な

情 報検索 が可能で あ るため よ りフレキ シブルな利 用が可 能 となる。 さらに、 コ
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ピーマ ー トの部分 的要 素 を備 えている ためイ ン ター フェイスサ ー ビス(機 能)

を介 して権利 処理 や コ ンテ ンツ入手 をす るこ とも可 能 とな りその利 便性 は大 き

いo

カ タログ型 モ デルは、ユ ーザ に とって よ り魅 力 的 なサ イ トに しなけれ ば な ら

ない。単 に雑種 の デー タの倉庫 ではユ ーザ のニ ーズ に応 え る ことはで きない。

その ため、 ゲー ム ソフ トにつ い て多様 な角度 か らの検 索 やユ ーザのニ ーズ に対

応 した情報提供 を行 わ なけれ ば な らない。 これ は、 コ ピーマ ー トを構成す る著

作権マ ーケ ッ トとコピーマー ケ ッ トの2種 類 の うち主 に前 者 を中心 と したサ ー

ビス になる。著 作権 マ ーケ ッ トでは、 コ ンテ ンツ情 報、権 利者情 報や ゲー ム ソ

フ トの提供 条件等が提供 され る。

カ タログ型事 業体 は、権利 者(メ ー カー等)か らの情報 掲載料 、実際 の取引

に基づ く紹介料 や 、ユ ーザ側 か らの アクセス料 、 または広 告収 入等 でその運営

を行 うことになろ う。

こ の モ デ ル に 近 い も の と して 文 化 庁 が 構 築 中 のJ-CIS(Japan

CopyrightInformationservice)が あ るが、現在 は音楽情 報 ネ ッ トワー ク協 議

会(MINC)、 日本書 籍 出版協 会(BOOKS)、 日本 美術 著作 権機構(AP

G-JAPAN)、 メデ ィア教 育 開発 セ ンター等が構 築 してい るそ れぞれの デー

タベ ース の共通サ イ トと して位 置づ けるための項 目 と機 能 につ いて調査 を行 っ

てい る段階で ある。

(B)権 利処理型事業体

(a)概 要

権利処理型 モ デル は、ゲ ー ム ソフ ト利用 の ため に必 要 な権利 処理 を行 うビジ

ネス モデルで ある。ゲ ー ム ソフ トを私 的使用 の範 囲 を超 えて利用 す る場合 や 、

ゲーム に使 わ れてい るキ ャラ ク ターや音 楽の利用 や 、当初 開発 の段 階で は予 定

していなか った ビジネ ス利用 を行 う場合等 は権利 者 の許諾が必 要 となる。

現在 、音 楽 や書籍 や実 演等 につい ては権利 処理(管 理)団 体 があ るが ゲー ム

産業 におい ては存在 してい ない 。権利処 理は前述 した ような利用 の際 に必 要 で

あ り、著作 物が多種 多様 な形 態 で利用 されれ ば され る ほ ど重要 になって くる ビ

ジネスモ デルであ る。
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図1-7権 利処 理型 モデル

図1-7は 、権 利処 理 型 を コピーマ ー ト概 念 図 に対応 させ た もの であ る。権

利 処理型 で は コ ピーマ ー トの2つ のデー タベ ースの 中の権利 マ ー ケ ッ トの要 素

を組み込 ん だモデル で ある。権利 マーケ ッ トは、ゲ ーム ソフ トに関 する コ ンテ

ンツ情報 に加 え、関連 す る権利 内容 と利 用条件 等 の情報 が登 録 され てお り、利

用者 が ア クセ スす る こ とで情報提供 のみ な らず権利 処理 まで行 う仕 組 みで ある。

しか し、権 利 マー ケ ッ トだ けでは コピーマ ー トとは言 えず従 来 の権利 処理 ビ

ジ ネス と大差 ない こ とにな る。 そ こで、権 利処 理型 モ デルは、他 の コピーマ ー

トモデル(部 分 モデ ル と全体 モ デル を含 む)と の イ ンター フェイス と、権利者

と利用者 とが条件等 につい て交 渉で きる機 能 を備 え るこ とが重要 であ る。

(b)必 要 とされる機 能

権利処理 型モ デル は次 の機能 を含 む。

・ ゲー ム ソフ トに係 る書誌 的情 報 の提供

・ ゲー ム ソフ トに係 る権利 内容 の提供

・ ゲー ム ソフ トに係 る利用条件 の提示

・ ゲー ム ソフ ト利用 に係 る権利 処理

・ 権利 者 と利 用者が直接交 渉で きる機能

・ ゲ ー ム ソフ ト提 供 を可能 にす る機能(他 の事 業体 との イ ンタ

ー フェ イス機 能)

(c)プ レ イ ヤ ー

権利処理 型 モデル の プ レイヤー は次の とお りであ る。
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権利者(ゲ ーム メー カー、制作会社等)

権利処理 型事 業体

利 用者(エ ン ドユ ーザ、 ビジネスユーザ)

闘

権利処理型
モデル

図1-8権 利処理型 事業体 の プ レイヤー

(d)検 討

権利処理 型 モ デルはゲ ーム ソフ トの権利処 理 を行 うこ とを業務 とす るた め、

権利処理 に必 要 な情報 をデー タベ ース に登録 しておか なけれ ば な らない。 ゲ ー

ム ソフ ト業界 で は、権利 の集 中管理機 関 は存 在 せず それぞ れの権利 者 レベ ル で

処理 を行 ってい るのが現状 であ る。ゲ ーム ソ フ ト制作 には多 くの者 が関与 す る

が 、それ らの多 くは職務 と して制作 に従事 してお り開発 契約 で著作 権 を法 人 に

帰属 させ てい る ことも多 い。 しか し、個 人や少 人数 でゲ ーム ソフ トを制作 して

い るク リエ ー タも多 く存在 してい る ことか ら、権利処理 型 モデ ル と して は、 こ

れ らの状況 に対応 した仕 組み を提 供 しなけれ ばな らない。

コ ピーマ ー トは、権 利 者が利用 条件 を登録 し利用者 との合 意 に基づ い て取 引

をす る もので あ るか ら、権 利者 は利用条件 を設定 しなければ な らない。 これ は

創 作者(権 利者)に 、 よ りフ レキ シブル な選択 肢 を与 える こ とにな り創 作 の イ

ンセ ンテ ィブ を高 める こ とにつ なが るだ ろ う。例 えば、 あ る権利 者 は、 ゲ ー ム

に使 われて いる キ ャラ クターや音 楽等 の素材 につい て もライセ ンス を与 え た い
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と思 ってい る とす る。 現在 で はその ような取引市場 はな く、利用 者 が利 用 した

い素材 を見つ け た場合 には個 別 に利用 許諾 を得 るこ と しかで きない 。 コ ピーマ

ー トでは権 利者 は 自己 の著作物 に対 して全 体で も部 分 で も自由 に市場 に提 供す

るこ とが で きる ように なる。

一方 、利 用者 に とっ ては、ゲ ームソ フ トの利用許諾 を容易 にかつ ス ムーズ に

得 る ことがで きるため、 これ まで権利処理 に要 してい た労 力 と時 間 を節 約で き

るメ リ ッ トが あ る。加 えて、権 利マ ーケ ッ トでは利 用者が希 望す る価 格 や条件

に基づ いて利用 可能 な ゲーム ソフ トの情報 を入手で き、制作 面 での効 率 化 に貢

献 す る。

次 に、権 利処 理型 モ デル にとってゲーム ソフ トの複雑 な権 利 を どの よ うに登

録 す るか とい う根本 的 な問題 があ る。権利 は基本的 に権利保 有者 が登 録 す る。

また 、権利 保有 者 か ら寄託 を受 けた者 や機 関が権利 保有者 として登録 す る こと

もあ る。 ゲ ーム ソフ ト業界 にお ける権利帰属 の態様 は一様 で はな く多 様 かつ複

雑 で ある。 コ ピーマー トは権利 者が利用条件 を登録 し利用 者の 間で合 意 に基づ

く取引 を行 うもの であ るが 、多数の権利者 が係 わるゲ ーム ソ フ トの場 合 、全員

が登録す る と して も利 用条件 が 同 じである とは言い難 い。 その ため 、 同 じゲー

ム ソフ トが権 利 者 に よって利 用条件 が異 なる と不必 要 な混乱 を招 くこ とにな り

かね ない。 また、複数 の権利 者全 員が登録 していた場合 、利 用者 は同 じコ ピー

マー ト内 と言 え どもその権利処 理 には時 間 と労力がか かる こ とにな る。 これは

現 実問題 と してゲ ーム ソ フ ト業界や映像 コンテ ンツ業界 で生 じてい る問題 であ

る。権 利処理型 モデルで は次 の仕組み に よ りこの問題 に対応 す る。

(ア)権 利 者 とユーザ が直接権利取 引 をす る場合

()権 利者 が一人(社)で ある場合

ゲ ーム ソフ トの権利 者が1名(社)の 場 合は、下記 の 「権 利者」 が単 数 の個

人 または法 人 になる。 権利 マーケ ッ トへ の登録お よび利用 者へ の ラ イセ ンス付

与 も権 利者が行 うことになる。

この場 合 、個人 で も法 人で も単数 の者 が権利 者 になる場 合 は次 の 問題が あ

る。まず著作 者 との関係 が ある。ゲー ム ソフ トを創作 した者 が著作 者 であ り(法

弟2条 第2項)、 原始 的 に著作権 が帰属 するが(第17条)、 他 人 に譲 渡 した り

放棄 した りす る ことが で きる。著作 者 か ら著作権 を譲渡 され た もの は著 作権 者

と して当該権 利 の行使 を行 うこ とが で きるため、権利 マーケ ッ トに登 録す る こ

とがで きる。 しか し、著作権 は譲渡 された として も著作者 が本 来有 す る著作 者

人格 権 は一 身専 属 の権 利 であ る事 を留意 しなければ な らない(第59条)。 つ ま

り、著 作者 か ら著作権(財 産権)を 譲渡 され たと して も、公表権 、氏 名 表示権 、
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同一性保持 権(18条 か ら20条)に つい ての人格 的な権 利 は原著作 者 に帰属

した ままである(第2章 参 照)。

▲

権 利処 理型

モ ・デル

図1-9権 利処理型 モデル～権利者が1人(社)

()権 利者が複数 であ る場合

権利者 が複数 の場合 は各権 利 者 が個 別 に登録 す る と混 乱 が生 じるこ とは既 述

した。 この混乱 を避 けるため に

① 権利者(社)間 で合 意 の上 で権利行使 につい て代 表者(社)を 選 定

し登録す る

② 権利処理(管 理)機 関 に権利 を譲渡 あるい は寄託 し、当該権利処 理

(管理)機 関が コピー マ ー トの 『権 利者』 と して登録 す る。

の選択 が考 え られる。どち ら も直接 コピーマー トを構 成す る要 素 では ないが、

コピーマ ー トで は権利 者 の一形 態 と して扱 われ る。()と 同様 に著作者 人格権

の問題 には留意す る必要 が あ る。

実際 には、① の形態 は代 表 とな った者(社)が 権利 管理 の能 力 と機 能 を有 し

利用者 とのライセ ンスや交 渉 の窓 口 と して対応 しな けれ ば な らないため、法 人

等 で体制 が整 っている場 合 を除い て は② の形態 を利 用す る こ とになろ う。

(イ)権 利者 とユ ーザの間 に権 利管 理機 関 を介 す る場合

これ は、前述 した()② の権利 処 理(管 理)機 関が複 数権 利者 か らの権利

の譲渡 や寄託 を受 け、 コ ピーマ ー トの権利者 と して登録 す る形 態 であ る。代表

される もの と して音 楽分野 で の社 団法 人 日本 音楽著 作権協 会(JASRAC)が あ

るがゲ ーム ソフ トの分 野 で は存 在 してい ない。 そ こで、権 利 者 とゲー ム コピー

マー トとの間で コピーマ ー トの一権 利 者 と して機 能す る機 関が必 要 となる。 ゲ

ーム ソフ トは本報告 書の 冒頭 で紹 介 した ネ ッ トワー クを介 して 同時 にプ レイ し
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た り、ゲー ム ソフ トの素材 を部分利用 した り、人材 育成 に利 用す る等 、多様 な

利用態様 が予想 され る。その ため、ゲーム ソフ トを対象 と した権利 処理(管 理)

事 業体 の設立 が求 め られて いる所以で ある28。 権利 管理事業 体 と権利 処理 型 モ

デ ル及 び コ ピーマー トとの関係 はそれぞれ図1-10、 図1-11の とお りで

あ る。

璽

翻

ゲ ー ム ソ フ ト

権 利 者

権利寄託 ・譲渡

権利管理委託

権利処理型
モデル

図1-11権 利 管理事業体 とコピーマー トとの関係
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この ように権利 管理事 業体 は コ ピーマ ー トシステムの 中に位 置す るので はな

く権利者 の一人(一 形態)と して 関連 す る。故 に、権利処 理型 事業体 と権 利管

理事業体 は図1-10に お い て は別 々に位 置 しているが、 これ は機能 図であ り

実際の ビジ ネス展 開にお いて は、権利 処理事 業体が権利 管理事 業体 を主宰 す る

こ ともあ るだろ う。 またその 反対 も同様 で あ りうる。

次 に権利 管理事業体 が複数 権利 者 か ら権利 寄託及 び譲 渡 を受 ける場合 は下記

の点 に留 意 しなければな らない。

① 単数 の権 利 者の場 合 は、利用条件 は権 利者個 人 が決め るが 、複数

権利者 の場 合 は、個 々の権利 者 で利 用条件等 が異 な る場合 が生 じる。

その ため複数権 利 者 の場 合の対応 として権 利 管 理事 業体 に登録 す る

段 階で は個 々の権利 者 が個別 に登録 する こ とも可能 だが、権利処 理型

事業体 に登録 す るの はそ の代 表者 にす るな どの工夫 が必要 になる。そ

の場合 、複数権 利者 が 合 意 した利 用条件 を決 め るか、合意 によって代

表者 を選 定 し権 利行使 を委 ね る仕組 み も有 効 で あろ う。大手 ゲ ーム業

界 や映画業界 で は、ソ フ ト制作委 員会等 の名 称 の コ ンソー シアム を形

成 し製作 を行 っ てい る。そ こで は、出資比率 に応 じた利益分 配や期 限、

それ に権利処理 の 窓 口担 当者(社)等 、詳細 にわた る契約 を交 わ して

いる。そ の ような契約 が あれ ばそ こでの 窓口権 を持 つ者(社)が 権 利

処理事業体 に代 表 者 と して登録 すれ ば良い こ とになる。

② 権利 管理事業 体 は、権 利者 に対 して ライセ ンス料や ロイヤ ルテ ィに

つ いての分配 を業 と して行 うため に、複数権 利 者 間で条件 設定 のた め

のルールや テ ンプ レー トあ るい は補 助機能 の整備 が重要 にな ろ う。例

えば、権利処 理型事 業 体 は権利 処理 は行 うが実 際の ゲー ムソ フ トの提

供 に係 るビジネ ス まで は扱 わない ため、権 利管 理事業体 は次 に説 明す

る コ ンテ ンツ提 供 型事 業体 とイ ンター フェイス を図 る な ど してゲ ー

ム コピーマー トの全 体像 を掴 む必 要が ある。

(C)コ ンテ ンツ提供 型 モ デル

(a)概 要

コ ン テ ンツ提 供 型 モ デ ル は 、 ゲ ー ム ソ フ トを物 理 的 に提 供 で きる 者(社)が

行 う ビ ジ ネ ス モ デ ル で あ る。 図1-12は コ ピー マ ・一・一ートに お け る コ ン テ ン ツ提

供 型 モ デ ル を示 してい る 。 こ の モ デ ル は 、他 の モ デ ル と同様 に権 利 者 と利 用 者
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の 間 に存 在 し、 そ の 機 能 と して コ ンテ ン ツの 提 供 を行 う。 コ ピー マ ー トの 中 の

コ ピー マ ー ケ ッ トの 要 素 を持 っ た ビジ ネス モ デ ル で あ る 。

図1-12コ ンテ ンツ提供 型 モデル

コピーマ ーケ ッ トを中心 と したモデルその もの は コピーマ ー トとは言 え ない

が、 コピーマ ー トで あ るため に は権利処理型 と同様 に コ ピーマ ー トとしての機

能 を コンテ ンツ提供 型 も備 えてお く必 要があ る。 コンテ ンツ提 供型 モ デル は、

その主 な業 務 は コンテ ンツ提供 であ りコンテ ンツに係 る権利 処理 まで行 う もの

で はない。 その ため 、 コンテ ンツ提供型 モデ ルが扱 うコ ンテ ンツ(ゲ ーム ソ フ

ト)は 、(ア)既 に権利 処 理済 みの もの、(イ)必 要 に応 じて権 利処理 され る も

の、の2種 類 にな る。

(ア)権 利処理 済 みの コ ンテ ンツ

権利処理 済 み の コ ンテ ンツ とは、権利者 が あ らか じめ利用許諾 を与 えた コ ン

テ ンツであ る。 この場 合 、個 々 に権利者 が利 用 者 に ライセ ンス を与 える機 能 は

権利処理 型モ デ ルで あ り、(ア)で は権利 者 と利 用者 が個 々に コンテ ンツにつ い

ての ライセ ンス取 引 を行 う もので はな く、権 利 者が あ る意味で は一 方 的 に利用

条件 をフィ ックス した もの であ る。例 えば、 フ リー ウェア として権利 者 が 自己

の ゲーム ソ フ トを無 料 で配布す る ものがあ る。 また、画一価 格 で提供 す るゲ ー

ムソ フ トもこの タイプ に該 当す る。 これ らの場 合、権利 が極端 に単 純化 されて

処理 されて いる点 に特 長 が ある。 コンテ ンツ提供 型事 業 は、例 えば、① 無 料 ソ

フ ト、②100円 ソ フ ト、③200円 ソフ ト、④ 教育 用 ソフ ト等 の よ うに単純

にゲーム ソ フ トを分類 し、利用 者 はこの単 純化 された分類の 中で ソフ トを購 入

す る ことになる。権 利 処 理型 モ デルにおいて はゲ ーム ソ フ トが個別 処理 され提

供 されるが、 コ ンテ ンツ提 供型 モ デルで は権 利 者 は提供 条件 の選択 を提示 しな
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い程度 に処 理が単 純 化 され てい コ ンテ ンツ と一体化 してい るのが特 長 で あ る29。

(イ)必 要 に応 じて権利 処理 す る コンテ ンツ

一方
、権利処理 型 モデル との イ ンター フェイス機 能 を備 えた コンテ ンツ提供

モ デル もある。(ア)の 場 合 に対象 となるゲー ム ソフ トは、比較 的単 純 な もの に

なる と思 われるが 、 よ り複雑 な もの になれば なるほ ど単 純 に権 利処 理で きるわ

けで はな く、 よ り広 い利 用態様 や 条件 の提示 が必 要 になって くる。 この よ うな

ゲ ームソ フ トに関 しては、権 利処 理型 モデル とイ ンター フェ イス を図 る こ とに

なろう。

(b)必 要 とされ る機能

コ ンテ ンツ提供型 モデル は次 の機能 を含 む。

・ ゲ ーム ソフ トの蓄 積

・ ゲーム ソフ トの蓄 積1青報 の提供

・ ゲ ーム ソフ トの提 供

・ 権利者 と利 用者 が直接交 渉で きる機能(他 の事 業体 との イ ン

ター フェイス機能)

・ ゲーム ソフ トに係 る権利処理機 能(他 の事業体 とのイ ンター

フェイス機 能)

(c)プ レ イ ヤ ・一・一一

コ ンテ ンツ提 供 型 の プ レイ ヤ ー は次 の とお りで あ る。

・ 権 利 者(ゲ ー ム ソ フ ト権 利 者
、権 利 管 理 事 業 体)

・ コ ンテ ン ツ提 供 型 コ ピー マ ー ト事 業 者

・ 利 用 者(エ ン ドユ ー ザ
、 ビ ジ ネ スユ ーザ)

(d)検 討

コンテ ンツ提供型 モデ ル は、実 際 にゲ ーム ソフ トを保有 してい るゲ ーム ソフ

トメー カーや制作 会社等 が事 業体 と して参加 しやす い ビジネスモ デ ルであ る。

市場 にあ る膨大 な量の ゲー ム ソフ トを物理 的 に収集 す る とな る と、 その コス ト

と労力 は計 り知 れ ないばか りか費用 対効果 も考 慮 しなけれ ば な らない。 また、

収集 にあ たっての権利処理 を含 む諸 事務手続 きは複雑 を極 め るだ ろ う。さ らに、
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各 メーカーや制 作会社 で独 自に構築 されてい るゲ ーム ソ フ ト管理情報 の統 一化

とい う問題 も発 生 す るこ とか ら、「もの」と しての ゲーム ソフ トの集 中管 理 は現

実 的 とは思 えない。

_ソ フ_③
権利管理事業体

コンテンツ提供型

モデル

図1-13コ ンテ ンツ提供型事業体の プ レイヤー

コピーマ ー トにお け るコ ピーマ ーケ ッ トは物理 的 な一 元集 中管理 で はない。

その ため、 ゲーム ソ フ トを保有 してい る者(社)は 、独 自に コ ンテ ンツ提供 型

事 業体 と して市場 に参加 す る こ とが可能であ る。現在 、各 メー カーや制 作会 社

は、 それぞれが権利 を保 有す るゲ ームソフ トの提供 を様 々 な流通チ ャネ ル を通

して行 っているが、多様 化す る利用態様 と流通 に対応 して い る とは言 い難 い。

コ ピーマ ー トの部 分モ デル と しての コ ンテ ンツ提供 型モ デ ル は、か ような状 況

に対応す る仕組 み を内在 してお り流通促 進 と新 た な市 場形 成 に貢献す る もので

あ る。

(4)全 体 モデ ル化 型 と して の コ ピーマ ー ト(コ ピ ー マ ー ト型 モ デル)

(A)概 要

コ ピー マ ー ト型 モ デ ル は、 コ ピー マ ー トを構 成 す る権 利 マ ー ケ ッ トと コ ピー

マ ー ケ ッ トの2つ の デ ー タベ ー ス の 要 素 を含 む もの で あ る。 つ ま り、 権 利 者 と
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利用 者 との 間に存在 しゲ ーム ソフ トの権利処 理 を含 む取 引環境 を提供す る もの

であ る。

これ まで検討 して

きた部分モ デルは、

コ ピーマ ー トの基本

要素 であるCRMと

COMの どち らか を

中心 としたモデルで

あ り、それぞれ をビ

ジネスモデル として

事 業展 開が可 能であ 図1-14コ ピーマー ト型 モ デル

る こと検討 して きた。

こ こで検討 を行 うコ ピーマ ー ト型 モ デル は、あ る意 味で は新 た な全 体 モデル と

して展 開 を図 るもの であ るが 、 また一方 で は部分 モデ ルの要素 を統合 したモ デ

ル とい うこ とがで きる。 この 点 につ いて次 にふ れ る。

(a)全 体 モ デ ル と して の コ ピー マ ー ト型 モ デ ル

全 体モデル としての コ ピー マー ト型 モ デル は、下記 の図1-15の コ ピーマ

ー ト概念図で示す ように権利 マ ーケ ッ トとコ ピーマ ーケ ッ トの2つ の情 報市場

を備 えた ものである。部分 モ デルが これ らの情 報市場 の どち らに重 点 を置 いた

事 業 であるの と比べ 、全体 モ デ ルは部分 モ デル に欠 けてい た コ ピーマ ー ト機 能

を充足 させ た ものであ る。

図1-15は 、 よ りビジ ネス展 開 にシ フ トさせ た構 図で あ る。 コ ピーマー ト

型 事業者が独 自に権 利マ ー ケ ッ トとコピーマ ー ケ ッ トを構築 、主宰 し、権利 管

理事業体が一権利者 として接 続 して いる事 を示 してい る。 さ らに、 コピーマ ー

ト型事 業体 をサ ポー トす る 「コピーマ ー トパ ブ リ ッシ ャー」30と して の事 業体

が加 わる ことになる(も あ る)。 コピーマ ー ト型 モデル は、権 利 者 と利用 者の 間

で基本 的には 「場」 の提供 を行 う者 であ るが、実 際の ビジ ネス シー ンにお いて

は 「場」 をよ り魅 力的 な もの にす るため付加 価値 をつ けな けれ ばな らない し、

コ ピーマー ト型事業者 をサ ポ ー トす る様 々 なサ ー ビス(例 えば、出版社 の機能)

「コピーマー トパ ブ リ ッシ ャー」 が 重要 にな り、 これ 自体 が ビジネス と して展

開す るようになろ う。 上記 の 図で は、 コピーマー トパ ブ リッシ ャー と権利管 理

事 業体 を異 なる存在 と してい るが 、点線枠 内 の よ うに両 者 は 同一 の事業体 にな

る こ ともあ る。 また、権 利 管 理事業体 や コ ピーマ ー トパ ブ リ ッシャーが コ ピー

マー ト型事業体 を主宰 す る こ ともあ りうる。
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図1-15全 体 モデル と しての コピーマー ト型 モデル

(b)部 分 モ デ ル を統 合 した コ ピ ーマ ー ト型 モ デ ル31

下記の図1-16は 、部分 モ デル を統 合 した コピーマー ト型モ デルの概 念 図

で ある。カ タログ型 モ デ ル、権利 処 理型モ デル、コンテ ンツ提供 型モ デルで は、

その 中で独 自にベ ス トと思 うビジ ネス を展 開する こ とが可 能で あるため、 それ

ぞれの モ デル に複数 の事 業体 が含 まれ るこ とにな る。 それ ぞれ 「P1,P2,P3」

「Q1,Q2,Q3」 「R1,R2,R3」 とす る。 これ らは、 コピーマ ー トの要素 を含 ん

でお り、 これ らを コ ピーマ ー ト型 事業体 は独 自の ビジネス判 断で もって最 もベ

ス トを思 われ る組 み合 わせ で選 択 を行い ビジネス化す る こ とが で きる。組み合

わせの部分 モデ ル事 業体 はそれ ぞれの部分モ デルか ら単 数 で も複数 で も構 わ な

い。つ ま り、パ ー ツ と しての部分 コピーマー トモデ ル を独 自の シナ リオに基づ

いて一つの製品 に組 み立 て るモ デルであ る。
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B)必 要 とされる機 能

コ ピーマ ー ト提供型 モ デル は次 の機能 を含 む。

・ ゲーム ソフ トの書誌 的情報 の提供

・ ゲーム ソフ トに係 る権利情報 の提供

・ ゲーム ソフ トに係 る利用条件 の提示

' ・ ゲーム ソフ トの権利処理

・ ゲーム ソフ トの蓄積

・ ゲーム ソフ トの蓄積情報 の提 供

・ ゲ ーム ソフ トの提供

・ 権利者 と利 用 者が直接交 渉で きる機能

(C)プ レ イヤ ー

コ ピー マ ー ト型 モ デ ル の プ レイ ヤ ー は次 の とお りで あ る 。

・ 権 利 者(ゲ ー ム メ ー カ ー
、権 利 管 理 事 業 体 等)

・ 利 用 者(エ ン ドユ ー ザ
、 ビ ジ ネ スユ ー ザ)

・ コ ピー マ ー ト型 事 業 者

・ コ ピー マ ー トパ ブ リ ッシ ャー
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ビジ ネ ス選 択 ・判 断

ゲ ー ム コ ピー マ ー トC

ゲ ー ム コ ピ ー マ ー トD ゲ ー ム コ ピ ー マ ー トE

図1-16部 分 モ デ ル を統 合 した コ ピー マ ー ト型 モ デ ル32
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(D)検 討

この よ うに コ ピーマ ー ト型 モ デルは、2つ の形態 があ る。現 在、 ゲー ム ソフ

ト業界 において コ ピーマー ト型 モ デル は存在 してい ないが 、 これか らの高度 情

報通信社会 の発 展の 中でゲ ーム ソ フ トは映像 コ ンテ ンツ と並 ぶ重要 な コ ンテ ン

ツ として注 目を浴 びてい るこ とか ら も、単 純 に 「もの」 の流通 に焦点 を当て た

ビジネスに加 えて多様化 した利 用態様 に も対 応 した権利 ビジネスが必 要 とされ

ている。音 楽産業 にお い ては、 コピーマ ー ト型 の 一種 と してJASRACが 提 案

した著作権 管理 システムの プ ラ ン 「DAWN200133」 に準拠 した ビジネス34が

既 に設立 され ている。

コピーマー ト型 モデル につ い ては、 カ タロ グ型 、権利処理 型 、 コ ンテ ンツ提

供型 の各部 分モ デルで検 討 した事項 が 同 じく意 義 を持つ こ とになるが 、 ここで

は繰 り返 しを避 け、 コ ピーマー トをサ ポー トす る機能 を持 つ権利管 理事業体 と

コピーマ ー トパ ブ リ ッシャー につい て検討 を行 う。

(a)権 利管理事 業体

権利 管理事業体 はコ ピーマ ー トの一権 利者 と しての位 置 にあ る。 ゲー ム ソフ

トの権 利者か ら権 利の譲渡 や寄託 を受 け、権 利 者 に代 わ って権利 管理業 務 を行

う(2.2.2参 照)。 公益 法 人 あるい は株 式会社 の形 態が考 え られ る。権利 管

理事業体 は、権利 処理型事 業体 と性格 が似 て い るが あ くまで権 利者 に代 わ って

権 利管理 を行 うこ とを業 としてお り、権 利取 引 市場 の形 成 に直接 関与 す る位 置

で ない点 を異 に してい る。 しか し、権 利管理 事 業体 が コ ピーマ ー ト構想 に基 づ

いて権利処理業務 をベ ース に した市場構 築 を行 う場 合 には部 分 コピーマ ー トモ

デル(権 利 処理型)と なろ う。

権利 管理事業体 の機能 は主 に次 の ものが考 え られ る。

・ ゲーム ソフ トの権利 の登録

・ 権利管理業務(権 利 委託機 関 と して権利処理 と管理業務)

・ 他 の部分 コピーマー トと接続 す る機能

・ ライセ ンス料 ・ロイヤ ルテ ィの分 配 システム提供

・ 支払 い、認証 な どを外部 シス テム のサ ー ビス提供

・ ゲー ムソ フ トの利 用促 進の ため の ビジネスサ ー ビス(コ ーデ ィ

ネー ト、 ビジネスマ ッチ ングな ど)

権利管 理事 業体 の収入 は、権利 者 か らの登 録料 、取 引の手 数料 、広告 、権 利

管理代行料 な どが考 え られ る。
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(b)コ ピ ー マ ー トパ ブ リ ッ シ ャ ー

コ ピーマ ー トパ ブ リ ッシ ャー は、特 にコ ピーマー ト型事業 者 に対 して付加価

値 的 なサー ビス を提 供 す る。 コピーマ ー トの基本 的概 念 は権 利 者 と利 用者 に対

して取引 の ための 「場 」 を提供 す る ものであ るが、実際 の ビジ ネスで は複数 の

コ ピーマー ト問や他 の シス テム等 との間で競争原理 が働 き、単 なる 「場 」 の提

供 に どれだ けの付加価 値 を付 けるかが重 要 な戦略 となろ う。 これ は、出版業界

にお ける出版社 の機 能 に似 ている。 出版 社 は書籍 を出版す る に当 た り、編集 ・

印刷 して書 店 に配送 す る とい う作 業 を行 っているだ けで は ない。 出版社 は、出

版物 の種類 、書籍 の装 頓、 デザ イ ン、出版 ル ー ト、書 店 での書棚 の位 置等 、詳

細 な ビジネス戦略 とマ ーケ テ ィング等 を行 った上 で出版 に至 る。 さらに、著者

や印刷 所 との交 渉 との上 で販売価 格や著作権料 の設定 も行 う。

コ ピーマ ー トパ ブ リ ッシャーは、権利 者 と利用者 が取引 を行 う コピーマ ー ト

にお いてか ような出版 社 の よ うな様 々な機能 とサ ー ビス を提 供 す る こ とになろ

う。 それ 自体 が コピーマー トでは ないが、 コ ピーマー トの主宰 者 に なるこ とは

あ る。具体 的な機能 やサ ー ビス内容 は関連 す るコ ピーマ ー トに左 右 され る。
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2.ビ ジネスモデル にお ける知的財産権研 究

2.1ゲ ー ム ソ フ トに か か る権 利 問題

2.1.1ゲ ー ム ソ フ トと知 的 財 産 権

(1)は じめ に

ここで は、ゲ ーム ソフ トにまつ わ る知 的財 産権 問題 を検 討す る。

この検討 の 目的 は、ゲ ーム コ ピーマー トを展 開す る前 提 と して、ゲー ム ソフ

トに どの よ うな権利 がかか わ っているのか を明 らか に してお く必 要があ る とい

う点 に も とつ く。 それで は、 ゲ ーム ソフ トには どの ような知 的財 産権 が かか わ

って いるの であ ろ うか。 もっ とも、本 報告書 が対象 とす るゲ ーム コ ピーマー ト

は、 ゲーム ソフ トとい うコンテ ンツを流通 させ る ことを 目的 と した ビジネス で

あ る。 そ こで、流通 とい うこ とを念頭 に置 い て考 える と、 もっ とも重要 な もの

として生 じて くる法 的問題 は なに よ りも著作 権 である。 そ こで、本 節 では、主

に著作 権法 を中心 としてゲ ーム ソフ トの知 的財 産権 につ いて検 討 をお こな う。

(2)ゲ ーム ソ フ トをめ ぐる著作権 問題

まず 、ゲ ー ムソ フ トをめ ぐる著作 権問題 を検討 してお く。以下 で は、著作 物 、

著作 権、著作 者 の順 で、ゲ ーム ソフ トとのかか わ りを分析 す る。

(a)ゲ ー ム ソ フ トと著 作 物

第 一 に、ゲ ーム ソ フ トと著作 物で ある。 ゲーム ソフ トは、著 作権 法上 どの カ

テ ゴリーの著作物 に該 当す るので あろ うか。

この検 討 は、次 の ような意義 を有す る。 とい うの は、著作権 法 は、著作物 の

カテ ゴ リー に よって与 える権利 の 内容 を変 えてい る。 その典 型が 映画の著作 物

であ る。 も し、あ る著作 物が 映画 の著作 物 であ る とされ れば、他 の著作物 には

ない頒布 権 な どが与 え られ る。 この ように、あ る客体 が どの カテ ゴリーの著作

物 にあ たるか を検 討 す るこ とは、 その客 体 に どの ような著作 権 が認め られ るか

どうか とい う問題 の前提 と して重 要であ る。

そ こで、以下 で は、ゲ ーム ソフ トをめ ぐって繰 り広 げ られ て きた判例 を素材

と して検 討 をすす める。
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(イ)プ ログラムの著作 物

ゲー ム ソフ トは、まず コンピュー タプログラムの著作物 と して認 め られ た35。

コ ンピュー タプログ ラムの著作 物 とい うの は、昭和60年 著作権 法改正 〔昭6

0法62号 〕 によって法文上認 め られた著作 物の カテ ゴリーであ る(著 作権 法

10条1項9号)。

もっ と も、プ ログラム は、 「電子計 算機 を機 能 させ て一 の結 果 を得 る ことが で

きる ように これ に対す る指令 を組み合 わせ た もの として表 現 した もの をい う」

(著作権 法2条1項10の2号)も の とされ る。 これ を受 けて、判 例 で はコ ン

ピュー タソ フ トウェア にお いて プログ ラム とデー タを分 け、後者 はプ ログラム

の著 作物 で はない と してい る36。 したが って、プ ログ ラム の著 作物 と認 め られ

るため には単 なるデ ー タで は足 りない。

いず れ に して も、判例 が、 ゲー ムソフ トが著作権 法上保護 され るプ ログラム

の著作 物 で ある ことを明 らか に した こ とに よって、 これ を違 法 に複 製す る者 は

著作権侵 害 とされる こ とになった。

しか しなが ら、ゲ ーム ソフ トが コ ンピュー タプ ログラムの著作物 として保 護

されて いる だけでは十分 とはいえ なか った。 とい うの は、 た とえば違法 に複製

された ビデ オゲ ーム をゲー ムセ ンター に設置 して顧客 に使 用 させ てい る業 者 は、

プロ グラム を複製 して い る とはいえず、 この ような者 を取 り締 まる こ とがで き

ない か らで ある。

(ロ)映 画の著作物

そ こで、東 京地判 昭和59年9月28日 判 時1129号120頁 〔パ ックマ

ン事件 〕 は、 ビデオゲ ーム を映画 の著作物(著 作権法10条1項7号)と 認 め

て、違 法 に複 製 された ビデオゲ ーム機 を設置 して顧 客 に使 用 させ た行 為 が上 映

権侵 害 にあた る と認 め たのである37。

そ の後 は、東 京地判 昭和60年3月8日 判 タ561号169頁 〔デ ィグ ダグ

事件 〕 を最初 の もの と して、テ レビゲームは映画の著作物 であ る とと もに コン

ピュー タプログラムの著 作物 に も該 当する もの とされて きた。

もっ と も、静止 画像 が多 く動 画が少 ない シ ミュ レー シ ョンゲ ーム につ いて映

画 の著作 物 にあた らない と した例 もあ る38。 しか し、動 画 に よるテ レ ビゲ ーム

が 映画 の著作 物 にあた る とい うこ と自体 は下 級審 レベ ルなが らほぼ定 着 した39。

しか し、 ご く最 近、 この ようにゲーム ソフ トを映画 の著 作物 とみ る こ とにつ

いて は、判 例上 の動 揺 が み られ る。 この問題 を浮 き彫 りに したのがv中 古 ゲ ー

ム ソフ ト問題 であ る。 東京地判 平成11年5月27日 判 時1679号3頁 〔中
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古 ゲーム ソフ ト販売事 件(東 京訴訟)〕 は、この ほぼ定 着 した判例 を変 更 したの

である。この事案 は、ゲー ム ソフ トメー カー であ る被告(株 式会社 エニ ックス)

の 「ドラゴン クエ ス ト」 な どの中古 品 を販 売 した原告(株 式会社上 昇)が 、被

告 に対 して、著作権(頒 布権)に も とつ く差 止請求権 を有 しない こ との確 認 を

求めた もので ある。 こ こで、 この東京 地裁 判 決(三 村 量一 裁判長)は 、本 件 ゲ

ー ムソフ トは映画 の著作物 にあた らず、 したが って頒 布権 も認 め られ ない と し

て、原告 の確認請 求 を認容 したのであ る。

しか し、そ の後 、大 阪地判 平成11年10月7日 〔中古 ゲ ー ムソフ ト事件(大

阪訴訟)〕 は、同種 の事案 において、これ とまった く逆 の結論 を とった。す なわ

ち、 この大阪地裁 判決 は、本件 ゲー ム ソフ トは映 画の著作 物 に該当 し、そ の中

古 ソフ トを公衆 に販売 す る被告 らの行為 は、原告 らの頒布 権 を侵 害す る として、

原告の請 求 を認容 したのであ る。

(ハ)ゲ ー ム映像 の著作物

さらに、最 近で は、「『映画 の著作物』 と 『プ ログラムの著 作物』 とが単 に併

存 している にす ぎない もので はな く、両 者 が相 関連 して 『ゲ ーム映像』 とで も

い うべ き複合 的 な性格 の著作 物 を形 成 してい る」 とまで述べ た判例 も登場 して

いる40。

もっ とも、前掲 ・東京高判 平成11年3月18日 〔三 国志 田事件:控 訴審〕

は、「ゲームの著作物 」 とい う主張 に対 して 、「著作権 法 にゲ ームの著作物 そ の

もの を定義づ ける規定 はない」 とい う理 由で これ を退 けてい る。

(二)ゲ ーム を構 成す る著作物

以上 は、完成 され たゲー ム ソフ トの著作 物 カテ ゴ リーの問題 で ある。しか し、

ゲ ームソフ トとい う著作 物 に は、 その作 成 の過程 で既存 の著作 物が 多数融合 さ

れ てい るこ とが多 い。 た とえば、 ひ とつの ゲ ーム ソフ トの なか には、美術 の著

作 物(イ ラス ト、背景 、キ ャラク ターな ど)、 音 楽の著作 物(BGM、 テーマ音

楽 な ど)、言 語 の著作 物(原 作 、せ りふ な ど)が 融 合 され てい る とみ る ことが で

きる。

そ うす る と、 ゲー ムソ フ トが映画 の著作 物 に該 当 し、 その完 成 されたゲ ーム

ソフ トに映 画の著作物 に与 え られ る著作 権 が帰 属す る とい うよ うな場合 で あっ

て も、そ こに用 い られ た諸 々の原著作 物 の著作 権 に何 らか の影響 が お よぶ こ と

は ない。 それ らの原著作物 の著作 者 は、映画 の著作物 と して完 成 され たゲーム

ソフ トの著作者 になるこ とは ない(著 作 権 法16条)。

33



そ して、 その ような 「映画 の著作物 において複製 され てい るそ の著作 物」 の

著 作者 も、原 則通 りの著作権 に くわえ て、その著作物 を 「公 に上映 し、又 は当

該 映画の著作 物 の複製 物 に よ り頒布 す る権利」 を も有す る ことになる(26条

2項)。

(b)ゲ ー ム ソ フ トと著 作 権

この よ うに、ゲ ーム ソフ トが どの著 作物 カテ ゴ リー にあ たるか とい う問題 を

め ぐって は、最 近 にいた って もなお確定 した状態 にあ る とはいえ ない。しか し、

大多数 の判例 は、ゲ ー ムソフ トを映画 の著作物 に該 当す る もの と認 めてい る。

そ こで、本 報告 書で は さ しあ た りゲーム ソフ トが映 画の著 作物 で ある とい う前

提 の もとに、以下の検討 をすす め る もの とす る。

そ こで、以下 で は、 ゲ ーム ソフ トにかか わる著作 権 法上 の権利 として、著作

権 お よび著作 者人格権 について検 討す る。

(イ)著 作者 の権利

まず は、 ゲー ムソフ トに与 え られる著作 者の権利 であ る。

ゲーム ソフ トに与 え られ る著作 権 は、複製権 、翻 案権 、放送権 、公衆送信 権

等 、上映権 、二次 的著作物 の利用 に関す る原著作 者 の権 利 、 それ に、一 ゲ ーム

ソフ トが映画 の著作物 である とい う前提 で一 、頒布 権 、 である。

この うちゲ ーム コ ピーマー トとのかか わ りにおい て重要 な もののみ触 れ てお

く。

① 複製権

まず、複 製権 であ る。複製 とは、 「印刷 、写真 、複写 、録 音、録 画 その他 の方

法 に よ り有形 的 に再 製 す るこ と」 とされ る(著 作権 法2条1項15号)。 したが

って、ゲ ー ム ソフ トをCDROM、 カセ ッ ト、 デ ィス ク等 の有体 物 に コピーす

る行 為 は複 製 に該 当す る。その ため 、ゲ ーム ソフ トをサ ーバ にア ップロー ドす

る行為 も複 製 にあた るこ とになる。

②公衆送信 権

次 に、公衆 送信権 で ある。公 衆送 信 とは、 「公衆 に よって直接 受信 され るこ と

を目的 と して無線通信 又 は有線 電 気通信 の送信 …… を行 うこ とをい う」 もの と

され る(著 作 権法2条1項7の2号)。 したが って、ゲー ム ソフ トをイ ンターネ

ッ トに接 続 され てい るサ ーバ にア ップロー ドし、公 衆 が ダウンロー ド可 能 な状
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態 にす る行為 は、公衆送信(自 動 公衆送信)に 該 当す る。

③ 上映権

第三 に上 映権 であ る。上映 とは、 「著作 物(公 衆送 信 される もの を除 く。)を

映写幕 その他 の物 に映 写す る ことをいい、 これ に伴 っ て映画 の著作 物 におい て

固定 されて い る音 を再生 す る ことを含 む もの とす る」 とされ る(著 作権法2条

1項17号)。 この上映 の定義 は、平成11年 著作権 法改正 によって著作物 一般

に与 え られ る よ うにな った権利 で ある。 したが って、 ゲーム機 を公 衆 の利 用 に

供 し、 これ に使 用 させ る行為 は、映画 の著作 物 であ るゲーム ソ フ トの上 映権 に

該当す る行 為 とな る(前 掲 ・東 京地判 昭和59年9月28日 〔パ ックマ ン事件 〕)。

④ 頒布権

最後 に頒 布 権 であ る。頒布 とは、「有償 であ るか又 は無償 で あるか を問わず 、

複製物 を公 衆 に譲 渡 し、又 は貸与す る こ とをいい、映画 の著 作物又 は映画の著

作物 におい て複製 され てい る著作物 にあ って は、 これ らの著作物 を公衆 に提示

す る こ とを 目的 と して当該 映画の著作 物 の複 製物 を譲渡 し、又 は貸与 す るこ と

を含 む もの とす る」 とされ る(著 作権 法2条1項19号)。 この頒布 権 は、著作

権法上 、「映 画 の著 作 物」にのみ与 え られ てい る権利 であ る(著 作権 法26条)。

もっ とも、平 成11年 の著作 権法改 正 に よって、映画 をのぞ くすべ ての著作物

に も 「i譲渡 権」が与 え られ るこ とに なったが(著 作権 法26の2条1項)、 この

譲渡権 は権利 者 の 同意 を得 て公衆 に譲渡 され た ときに消尽す る もの と規定 され

てい る(著 作 権 法26の2条2項)。 これ に対 して、映画の著作 物 に与 え られる

頒布権 につ い て はそ う した消尽 につい ての規定 が ない。そ のため、 映画著作物

の頒布 権 を有 す る者 は、複 製物 をい ったん市場 に流通 させ た後 で あ って も、そ

の頒布 をコ ン トロールす る こ とがで きる と解 されるのであ る41。

⑤著作権 の制 限規定

ゲ ーム ソフ トには、以 上 の ような著作権 が 認 め られ る。 しか しなが ら、著 作

権 の範 囲に該 当す る行為 で あって も、著作 権 法30条 以下 に列記 された著作 権

制 限規定 に該 当す る場合 は、その行 為が 許 され る こ とになる。 この著作権 制限

規 定 は、個 別具 体 的 な利 用行為 が制 限列 挙 され てい る。 その意味 で は、英米法

にみ られ る よ うな包括 的 な制 限規 定(フ ェアユ ース)と は性 質 が異 なる42。そ

の ため、わが 国 の著 作権 制 限規定 は、原 則 と して抑 制 的 に適 用 され る もの とさ

れ る。

と くにゲ ー ム ソフ トにか かわ る規定 と して、具体 的 には、私 的使 用 の ため の

複 製(著 作 権 法30条)、 図書館等 にお ける複製(31条)、 引用(32条)、 教
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科用 図書等 へ の掲載(33条)、 学校 その他 の教育機 関にお ける複 製(35条)、

営利 を 目的 と しない上 演等(38条)、 プ ログ ラムの著作物 の複製 物 の所有 者 に

よる複製等(47条 の2)な どが ある。

(ロ)著 作者 人格権

以上が 、ゲ ー ムソ フ トに関す る著作権 で あ る。 これに くわ えて、著作 権 法 は

ゲ ーム ソフ トの著作 者 に著作 者人格権 を与 える。

この ように、著作 者 人格権 は著作 者 に与 え られ る権利 であ る。 そ して 、財 産

権 であ る著作 権 と異 な り、譲渡 ・放 棄 す る こ とがで きず 、著作 権 を譲渡 した後

で も行 使 が可能 であ る。具体 的に著作 者 人格権 として与 え られ るの は、公 表権 、

同一性 保持権 、氏 名表 示権 の3つ で ある。 この うち、本報告 書 のかか わ りにお

いて重 要 な点 のみ述べ てお く。

① 同一性保 持権

まず は同一性保持権 であ る。同一性 保持 権 によって、 「著作 者 は、そ の著作物

及 びその題号 の 同一性 を保 持す る権利 を有 し、その意 に反 して これ らの変 更、

切 除その他 の改変 を受 け ない もの と」 され る。 したが って、ゲ ーム ソ フ トを改

変 す るこ とは、著作権 法20条2項 の適 用除外規 定 に該 当 しない限 り、著作 者

の同一性保持 権 の侵害 にあたる。

②氏名表 示権

次 に氏 名表 示権 であ る。氏 名表示権 に よって、「著作 者 は、その著作 物 の原作

品 に、又 はその著作物 の公衆 へ の提供 若 しくは提 示 に際 し、その実 名若 し くは

変名 を著 作者 名 と して表示 し、又 は著 作 者名 を表 示 しない こ ととす る権 利 を有

す る」 とされ る。 したが って、 ゲーム ソ フ トを公衆 に提 示 また は提 供す る とき

は、原則 と して、その著作 者 の氏名 を表示 す る必要があ る。

(c)ゲ ー ム ソ フ トと著 作 者

ゲーム ソ フ トには、以上 の よ うに さま ざまな権利 がかか わ って くる。 そ れで

は、 そ う した権 利 は誰 に帰属 す るので あろ うか。 ここで は、上 記 の権 利 が誰 に

帰属 しているのか を検討 す るこ とにす る。
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(イ)原 則

まず、原則 と して、著作 権 お よび著作 者 人格権 は、そ の著 作物 の著作者 に帰

属す る(著 作 権法17条1項)。 著作 者 とは、「著作 物 を創作 す る者 をい う」(著

作権法2条1項2号)。 もっ とも、以下 の2つ の場合 は例 外 であ る。

(ロ)職 務 著作

第 一 に職務 著作 であ る。職務 著作 とは以下 の よ うな場合 で あ る。す なわ ち、

「法 人そ の他 使用 者……の発 意 に基 づ きその法人等の業務 に従事 す る者 が職務

上作 成す る著 作物 ……で、 その法 人等 が 自己の著作の名義 の下 に公表 す る もの

の著作 者 は、 その作 成の時 にお け る契約 、勤 務規則その他 に別段 の定 めが ない

限 り、その法 人等 と」 され るので あ る(著 作権法15条1項)。 さらに、プロ グ

ラムの著作 物 の場 合 は、 「その法 人等 が 自己の著作の名義 の下 に公表 す る もの」

とい う要件 を要 しない(同 条2項)。

したが っ て、職務 著作 に該 当す れ ば、 その著作物 の著作 者 はそ の法人等 とな

り、そ の著 作権 お よび著作者 人格 権 は、すべ てその法人等 に帰 属す るこ とに な

る。そ のため 、ゲ ームソ フ トの場 合 も、 この職務著作 に該 当す る よ うなか た ち

で創作 が な されれ ば、その著 作権 お よび著作 者人格権 は法 人等 に帰 属す る こと

になる。

(ハ)映 画 の著作 物

第二 に映画 の著 作物 であ る。映画 の著作 物 の場合 、まず 、その著作 者 は、 「そ

の映画 の著 作物 にお いて翻案 され 、又 は複 製 された小説 、脚 本 、音 楽 その他 の

著作 物 の著 作 者 を除 き、制作 、監督 、演 出、撮影 、美術 等 を担 当 してその映画

の著作物 の全体 的形成 に創作 的 に寄 与 した者 と」される(著 作権法16条)。 し

たが って、 ゲー ム ソフ トの場合 も、その著 作者 を定 め るにあ たって は、 この ル

ール に したが うこ とになる。

そ して、映 画の著作物 の場合 にお ける もう一 つの例外 と して、下記 の ような

場 合 、映画 の著作 物 の著作 権 は著作 者 に帰 属 しない。す な わち、先 の職務 著作

が成立せ ず 、かつ、 「映画 の著作 物 …… の著作権 は、その著作 者 が映画製作 者 に

対 し当該 映画 の著作物 の製作 に参加 す る こ とを約 束 してい る と きは、当該 映画

製作者 に帰属 す る」(著 作 権法29条1項)と い う もので あ る。 したが って、ゲ

ーム ソフ トにつ いて も、職務 著作 が成立 しな くて も、29条 にい う参加 契約 が

ある と認め られ る ような場合 は、 同条が 適用 されれ る可 能性 は残 されてい る も
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の と思 わ れ る 。

(3)ゲ ーム ソフ トをめ ぐるその他 の知 的財産法問題

(a)特 許

以上 が ゲー ム ソフ トにか かわ る著作権 法で ある。 この ように、ゲ ー ム ソフ ト

は著作権 法 に よって保 護 されてい る とい える。 とはい え、 その他 の知 的財 産権

が ゲー ムソ フ トとナ ンのか かわ りを も有 しない とい うわけでは ない。 そ こで 、

ここで は、著作 権 法以外 の知 的財 産法 とゲー ム ソフ トとの かかわ りにつ いて若

干検 討 してお きたい。 まず 、ゲー ムソ フ トと特許 とは どの ような関係 を有 す る

ので あろ うか。

(イ)ゲ ー ム ソ フ トと ソ フ トウ ェ ア特 許

近 年 、ソ フ トウ ェ ア 関 連 特 許 が 認 め られ る対 象 が 拡 大 して い る43。そ の た め 、
も

ビデ オゲー ム装 置 に関 す るソ フ トウェア特許 が認 め られ る ことも少 な くない と

い う状 況 にあ る44。 また、 ゲー ム ソフ トそ の もの に対 す る特 許 で はな く、 ゲー

ム ソフ トの配信 方法 な どの特許 に も関心 が高 まっている ようであ る。

(ロ)送 信 と実施

もっ と も、 この ようにゲー ム ソフ トに特 許 が認め られた として も、 その特 許

権 が どこまで お よぶ か は また別 の問題 として生 じる。 と りわけ、 ゲ ーム ソ フ ト

プ ログ ラムが 、公 衆 に よる アクセス可 能 なサ ーバ にア ップロー ドされ た よ うな

場 合 、 その ような行為 に対 して ソフ トウェア関連特 許権 は及ぶか 、 とい う こ と

は問題 であ る。 この よ うなサーバへ の ア ップ ロー ド行為 は、著作権 法 にお いて

は送信 行為 と して もれ な く把 握 されてい る。 しか し、特許 法 にお いて は、 この

行 為 が発 明の 「実施 」(特 許 法2条3項)に 該 当す るか どうか につ いて争 いが あ

るの であ る45。

(b)商 標

次 に 、 ゲ ー ム ソ フ トは 商 標 と どの よ うな か か わ りを もつ か 。
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(イ)ゲ ー ム ソ フ トと商 標

まず 、 ゲ ー ム ソ フ トも、 流 通 に供 され る 際 に 商 標 が 付 さ れ る。 そ の た め 、 ゲ

ー ム ソ フ トにつ い て商 標 権 が 取 得 され る こ とが 少 な くな い46
。

(ロ)ゲ ー ム ソ フ ト商 標 と使 用

したが って、商標権者 に無 断で商標 登録 を指 定商 品 に使 用す る こ とは商標権

の侵害 となる。ゲ ーム ソフ トと商標権 が問題 に なった最近 の事例 と して、「GE

O」事件が あ る(東 京地判 平成10年10月29日 判時1669号136頁 〔「G

EO」 事件〕)。これ は、原告 の商標 「GEO」 が、被 告(株 式 会社 エ ス ・ケ イ ・

エ ス)が テ レビゲー ム機iに使 用す る 「NEO・GEO」 な る標章 とが 、「GEO」

が要部 で ない こ とを理 由に類 似 しない と して、原告 の損 害 賠償請 求 を棄 却 した

事例で ある。

(c)不 正競争 防止法

そ うはい って も、 こう した商標 登録 それ 自体 がお こな われ てい ない ような場

合 もあ る。 しか し、 その よ うな場合 であ って も、不正競 争 防止法 上の保 護 を受

ける可 能性 があ る。

その ような保 護 を認 めた最 近の判例 と して 、前掲 ・東 京 高判平 成10年12

月21日 〔「NEO・GEO」 事件:控 訴 審 〕があ る。 この事案 は、家庭 用 テ レ

ビゲ ーム機 「ネオジオ(NEO・GEO)」 を製造販売 す る被控訴 人(原 告 ・株

式 会社エ ス ・エ ヌ ・ケ イ)が 、本件 ゲ ーム機本 体 にのみ接 続可 能 な専 用 コ ン ト

ロー ラー に、 「フ ァイテ ィングステ ィ ックNEO」 「フ ァイテ ィングステ イック

NEOH」 とい う表示 を使用 して販 売す る控 訴 人(被 告 ・ポ リ電機株 式会社)

に対 して、そ の差 止め お よび損害賠 償 を求 め た もので あ る。 この原 審判決(前

掲 ・大 阪地判平成9年7月17日 〔NEO・GEO事 件:第 一審〕)は 、被控 訴

人製 品の 「ネオジ オ」 「NEO・GEO」 は、本件 ゲーム機 、お よび被 控訴 人製

品の商品表示 と して周知性 を獲 得 してお り、控 訴人 の表 示 は、不 正競 争 防止法

2条1項1号 に該当す る として、 この主張 を認 容 して、控 訴人表 示の使 用の禁

止 、お よび1億2180万 円の損害賠償 を認 容 していた と ころ、本 件控 訴審 も

これ を支持 したのである。
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2.1.2ゲ ー ム ソ フ トの 権 利 処 理

(1)は じめ に

以 上 の よ う に 、 ゲ ー ム ソ フ トに は さ ま ざ ま な 知 的 財 産 法 問 題 が か か わ っ

て くる 。 た だ 、 ゲ ー ム ソ フ トコ ピ ー マ ー トを展 開 す る に あ た っ て も っ と も

重 要 な の は や は り著 作 権 で あ る 。

そ うす る と、 ゲ ー ム コ ピ ー マ ー トを 展 開 す る に あ た っ て は 、 著 作 権 法 上

の 権 利 に つ い て 何 ら か の 権 利 処 理 が お こ な わ れ な け れ ば な ら な い こ と に な

る 。 で は 、 実 際 に ど の よ う な 権 利 に つ い て 、 ど の よ う な 者 と、 ど の よ う な

契 約 を す れ ば よ い の で あ ろ うか 。 こ の こ と は 、 ゲ ー ム コ ピ ー マ ー トを 展 開

す る に あ た っ て もっ と も重 要 な ポ イ ン トで あ る。

そ こ で 、 本 節 で は 、 ゲ ー ム コ ピ ー マ ー トを構 築 す る に あ た っ て 必 要 と な

る 権 利 処 理 につ い て 著 作 権 ・著 作 者 人 格 権 を対 象 に して 検 討 す る もの とす

る 。

(2)処 理 をお こな う権 利

(イ)対 象 と な る ゲ ー ム コ ピ ー マ ー トモ デ ル

そ れ で は 、実 際 にゲ ー ム コ ピー マ ー トをお こな う にあ た っ て どの よ う な

権 利 処 理 をす る こ とに なるの で あ ろ うか。 こ こで は、全 体 モ デ ル と して の

ゲ ー ム コ ピーマ ー ト、 す な わち 、権 利 者 が 利用 条 件 を登 録 す る著作 権 マ ー

ケ ッ トと、利 用者 に コ ンテ ン ツの提 供 をお こな う著 作 物 マ ー ケ ッ トとい う

2つ のデ ー タベ ース を備 えた もの を想 定 して検討 をすす め る もの とす る。

(ロ)ゲ ー ム コ ピー マ ー トに お け る 「利 用 」

この よ うな全体 モ デ ル と して の ゲ ー ム コ ピーマ ー トに お い て は、 コ ンテ

ン ツで あ るゲ ー ム ソ フ トが サ ー バ に蓄 積 され 、 こ れが 利 用 者 で あ る公 衆47

に よっ て利 用 可能 な状 態 にお か れ る こ とに なる。 こ こで の 「利 用」 とは1

コ ンテ ンツ の複 製 物 が利 用 者 の も とに作 成 され る い わ ゆ る ダウ ンロー ド型

の み な らず 、ネ ッ トワー ク を通 じて ゲ ー ムの利 用 をお こ な うい わ ゆ る利 用

型48の 両 者 が ふ くまれ てい る。

(ハ)ゲ ー ム コ ピ ー マ ー トに か か わ る著 作 権

で は、この よう な利 用行 為 は どの よ う な著 作権 にか か わ るの で あ ろ うか 。

まず 、 サ ーバ に蓄 積 す る行 為 は著 作 物 の 複製 に あ た る。 した が って 、複

製 権 の処 理 が必 要 とな る。 そ して、 そ の サ ーバ が 公 衆 に利 用 可 能 な状 態 で
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あ る場 合 、 そ の よ うなサ ーバ に コ ンテ ンツ を蓄 積 す る行 為 は、著 作 物 の 公

衆 送信(お よ び送 信 可 能化)に あ た る。 した が っ て、公 衆 送信 権(ま た は

送 信可 能化権)の 処 理 が必 要 となる。

これ に対 して 、こ う した コ ンテ ンツの提 供 が オ ン ライ ンで な され る限 り、

頒 布権(ま た は譲 渡 権)の 処 理 は要 しな い。 なぜ な ら、 このいず れ の権 利

も、 当該 著 作 物 を蓄 積 した 複 製 物 を そ の対 象 と してお り、 この複 製 物 とは

有 体物 をい う もの と され て い るか らで あ る49。

この よ うな著 作 権 につ い て権 利者 か ら許諾 を得 る こ とに な る。もっ と も、

この よ うに対 象 とな る権 利 を 明示 して許 諾 を得 る とい う方 法 で は な く、対

象 とな る行 為 を明示 して許 諾 を得 る とい う方 法 も有 効 で あ る。 す なわ ち、

「……権 につ い て許 諾 す る」とい うの で は な く、「ゲ ーム コ ピーマ ー ト化 す

る こ とにつ い て許 諾 す る」 とい うよ うな許諾 で あ る。

(二)ゲ ー ム コ ピ ー マ ー トに か か わ る 著 作 者 人 格 権

以上 は著 作 権 の 問題 で あ る。 これ に対 して、 こ う したゲ ーム コ ピーマ ー

トにお い て著 作 者 人格権 は どの よ うにかか わ って くるので あ ろ うか 。

まず公 表 権 で あ る。 未公 表 の著 作 物 を著 作 者 に無 断 で公 表 す る こ とは公

表 権 の侵 害 に あ た る。 しか し、公 表 権 は あ くまで 「まだ公 表 され て い ない

もの」 にのみ は た ら く(著 作 権 法18条1項)。 したが って 、ゲ ー ム コ ピー

マ ー トに登 録 さ れ る ゲ ー ム ソ フ トが す で に公 表 され た もの であ る場 合 、公

表 権 の問題 は生 じない。

次 に氏 名 表 示 権 で あ る。 著 作 者 の意 に沿 わ ない氏 名表 示 をお こ な うこ と

は その氏 名 表 示 権 の侵 害 に あ た る。しか し、 「著 作 物 を利 用 す る者 は、その

著 作 者 の別 段 の意 思 表 示 が な い限 り、 そ の 著作 物 につ きす で に著作 者 が 表

示 して い る と こ ろ に従 っ て著 作 者 名 を表 示 す る こ とが で きる」(著 作 権 法

19条2項)と され て お り、 ゲ ー ム ソ フ トが す で に公 表 され た の と同 じよ

うなか た ちで ゲ ー ム コ ピー マ ー トに登 録 す る こ とは、そ の 著作 者 の氏 名 表

示権 を侵 害 す る こ とに は な ら ない もの と考 え られ る。他 方 で 、 そ うで な い

場合 は氏 名 表示 につ い て著作 者 の 同意 を得 る必 要が ある。

最 後 に 同一性 保 持 権 で あ る。著 作 者 の意 に反 す る著作 物 の改 変 は そ の 同
一性 保 持 権 の侵 害 に あ た る。 したが っ て 、 ゲ ー ム コ ピー マ ー トに登 録 す る

際 に著 作 物 を無 断 で改 変 す る こ とは で きな い。 しか しなが ら、 そ の 利 用 上

や む を得 な い改 変 に 当 た る場 合 は、 同一 性 保 持 権 の侵害 に 当 た らな い とさ

れ る場 合 もあ る(著 作 権法20条2項4号)50。 他 方 で、 これ に あ た ら な

い場合 は改 変 につ い て著作 者 の 同意 を得 る必 要が あ る。
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(3)処 理 をお こ な う権 利 者

この よ う に、 ゲ ー ム コ ピーマ ー トをお こ な うに あ た って は 、多 数 の権 利

につ いて処 理 をお こ な わ なけれ ば な らない。 しか も、そ う した権 利 の主 体

は多 数 に お よぶ こ とが 多 い。 そ れ は、 ゲ ー ム ソ フ トとい う コ ンテ ンツが 多

数 の既 存 の著 作 物 に よ って構 成 され て い る こ とが 多 いた め で あ る。 もっ と

も、 す で に述 べ た よ うに、契約 に よ って、 あ る い は職務 著 作(著 作 権 法1

5条)や 映 画 の著 作 権 の帰属(著 作権 法26条)と い った制 定 法 に よっ て 、

特 定 の主体 に権 利 が 集 中 され て い る場 合 も少 な くない。 したが って 、 そ の

よ うな場 合 、相対 的 にみ れ ば権 利 処 理 は簡便 であ る とい うこ とが で きる で

あ ろ う。

(a)ゲ ー ム ソ フ トの権利 者 との権 利処理

で は、具 体 的 に どの ような権 利 主 体 と権 利 処理 をお こ な う こ とが 必 要 に

な るの で あ ろ うか 。 ゲ ー ム ソ フ トを取 り扱 うにあ た っ て と くに問題 とな る

の は 、その ゲ ー ム ソ フ トに利 用 され て い る諸 々の 原 著作 物 で あ る。これ は、

ゲ ー ム ソ フ トを映 画 の 著作 物 とみ た うえで 、 「映 画 の著 作 物 にお い て複 製

され てい る著 作 物」 の著 作権 者 との権 利処理 の問題 とい うこ とが で きる。

もっ と も、 ゲ ー ム ソ フ トを最初 に制作 す る段 階 で、 製 品(有 体 物)と し

て製造 ・販 売 した あ とゲ ー ム コ ピーマ ー ト化 す る こ とにつ い て権 利処 理 が

な され て い る場 合 は 問題 が ない51。 これ に対 して 、 当初 の 契 約 にお い て は

製 品 と して の ゲ ー ム ソ フ トの製造 ・販 売 の み が対 象 とされ て い る よ うな場

合 、その後 、当該 ゲ ー ム ソ フ トをゲ ー ム コ ピー マ ー トに登 録 す る ため には 、

あ らため て権 利処 理 が 必 要 とな る。

しか も、 そ の場 合 、 そ こで権 利 処 理 を要 す る権利 の主 体 は 、完 成 され た

映画 著 作物(二 次 的著 作 物)と して の ゲ ーム ソ フ トの著 作 権 者 のみ な らず 、

そ の ゲ ー ム ソフ トに利 用 され て い る個 別 の原 著作 物 の原 著 作 権 者 がふ くま

れ る52。

(b)複 数権利者への対応

この よ う に な って くる と、 そ の よ うなゲ ー ム ソ フ トをゲ ー ム コ ピーマ ー

ト化 す る た め には 、 多 数 の主 体 が 有 す る多 数 の著 作 権 を処 理 しなけれ ば な

らない場 合 が少 な くない もの と思 われ る。 そ して、 その よ うな権 利 処理 の

過 程 にお い て、権 利 者 の うち ひ と りで もこれ に反 対 す れ ば 、 そ の ゲー ム ソ

フ トをゲ ー ム コ ピーマ ー ト化 す る こ とはで きな くな る。

そ して また 、 そ う した多 数 の 権利 者 が コ ピー マ ー ト化 に同意 す る と して

も、 い まだ 問題 は残 る。 そ れ は、 あ る著 作 物 につ い て多 数 の権 利 者 が い る

場 合 、 どの よ うに そ れ を コ ピーマ ー トに登 録 す るか で あ る。 これ は、 コ ピ
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一 マ ー トにお け る 「多 数 権 利 者 問題」 と して 、 コ ピー マ ー ト全 体 にお け る

ひ とつ の重 要 な課題 で ある53。

この 問題 に対 して 、北 川 善 太 郎教授 は次 の よ うな解 決 案 を提 示 され る。

そ れ は 「二 段 階処 理方 式 」 と よば れ る もの で あ る。 す な わ ち、 まず 、権 利

者 が 多数 い る と して も ひ と まず ソ フ トウェ ア上 はデ フ ォル ト ・ル ー ル と し

て便 宜上 一 名 を権 利者 と して 登 録す る。 その うえで 、 こ れ と連 動 す る多 数

権利 者 プ ログ ラム を用 意 し、 そ こに多 数 権 利 者 とそ の 持 分 を登 録 して お く

こ と に よって、多数 の権 利者 へ の分 配 をお こな うとい う もの であ る54。

2.1.3契 約 形 態

さて、 こ こまで に述 べ た よ うな知 的財 産権 の権 利 処 理 は 、 すべ て契約 を

介 して行 わ れ る こ と とな る。 そ こで以 下 で は 、各 部 分 ビ ジ ネス で必 要 とさ

れ る権 利 処 理 を想定 しつ つ 、 そ れ に参加 す る プ レイ ヤ ー 間 の 契約 関係 ・契

約 形 態 につ い て分析 す る こ と とす る。 なお以 下 で は 、基 本 的 にゲ ー ムの 知

的財 産処 理 ・コ ンテ ンツ流 通 に まつ わ る部分 のみ を取 り上 げ る こ とと し、

課 金 ・認 証 を始 め と してそ の他 ビジ ネス の仕 組 み を考 え る上 で必 要 と され

うる部 分 につ い ては検 討 か らはずす こ と とす る55。

(1)部 分 ビジネスの シス テム契 約性

ゲ ー ムの コ ンテ ンツ流通 が オ ンライ ンで行 わ れ る場 合 、 そ こで の コ ンテ

ンツ取 引 ・情 報取 引 に は シス テ ム契 約 と しての側 面 が 認 め られ る こ とに な

る と考 え られ る。シス テ ム契 約 とは、コ ン ピュ ー タシ ス テ ム を前 提 と した、
一 度 に多数 の 関連 した契約 が あ らか じめ シス テム と して ま とめ られ てい る

契 約 形 態 をい う56。 この よ う な契 約形 態 で は、 コ ン ピ ュー タ シス テ ム に よ

って取 引 の効 率 的処 理 が 可 能 とな る と ともに、利 用 者 もわず か な ア クシ ョ

ンで さ まざ まな商 品 ・役務 を受 け られ る とい う利 点 が あ る。 しか し他 方 に

お い て 、 こ う した契約 の 中 で従 来 の 私 法 制度 が 前提 と してい る意 思理 論 が

そ の ま ま適 用 され うる か に つ い て は議 論 が あ り、 「コー ド化 され た意 思」57

を法 的 に ど う扱 うべ きか とい う問題 を惹 起 して い る。 そ の他 、 契 約 当事 者

は誰 なのか 、 トラブル が生 じた場 合 の 責 任 主体 は ど こな のか な ど、 明確 に

して おか な けれ ばな らな い項 目は多 い58。

い ず れ にせ よ、 ゲ ー ム コ ピ ーマ ー トの部 分 モ デ ルが 運 用 され る よ うに な

れ ば、 部分 モ デル を運 用 ・提 供 す る者 、権 利 情報 や コ ンテ ン ツ を提 供 す る

者 な どが複 雑 に絡 み合 って 形 成 され た有 機 体 を、利 用 者 が利 用 す る とい う

基 本 的構造 を とる こ とに な ろ う。 これ らの部 分 モ デ ル が こ う した シス テ ム

契 約 性 を持 ってい る とい う点 は 、法 的 に重要 な ポ イ ン トに な る と考 え られ

る。
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(2)各 部 分 ビジネ スの契 約 形 態

(A)カ タログ型事 業 体

カ タ ログ型 の事 業 体 にお い て は、 前 述 の よ うに、事 業 体 は利 用 者 が探 し

てい る コンテ ン ツに た ど り着 くため の情 報 提 供 サ ー ビス の み を行 い 、権 利

者 の保 有 して い る権 利 に は一切 関与 しない。 した が って 、 この種 の 部分 ビ

ジ ネス にお い て は、下 記 の よ うな契約 関係 が必 要 とされ る と考 え られ る。

牌 鰯
.プ＼

登録時の契約 ∫ ㌔

み クセス/
一・::…

利脚 契約
嬢

図2--1カ タログ型事 業体 の契 約形 態

まず 、登 録 時 の契 約 にお い て は、権 利 者 な どが登 録 す る カ タ ログ情報 の

利 用用 途 な どにつ い ての 条項 が含 まれ る こ とにな る と考 え られ る。 こ こで

は権 利 そ の もの は問 題 とされ な いの で 、知 的財 産契 約 と して の側 面 は存 し

ないが 、 一種 の情 報提 供契 約 と して デ ー タにつ い て何 か権 利 的 な価 値 が付

与 され る こ とは十 分 予期 され る。

また利 用 時 の 契約 で も、 カ タロ グ型 事 業 体 か ら提 供 され る情 報 の利 用 目

的 に関 す る条 項 が含 まれ る こ とにな ろ う。 た とえ ば 、 カ タ ログ型事 業 体 か

ら提 供 され た デー タ につ い て 、事業 体 の提 供 す るサ ー ビス 目的以外 へ の転

用 を禁 じる よ うな利用 条 項 を定 め る こ とが考 え られ る。

さて、 これ らの契 約 の相 互 関係 お よび当事 者 相 互 間 の 関係 につ い て で あ

るが 、 カ タロ グ型事 業 体 は 、権 利者 との情 報提 供 契 約 に基 づ い て、利 用 者

に対 して情 報 を提 供 す る こ とに なる。そ の意 味 にお い て両 契 約 は 関連 す る。

しか し、当事 者 の 関連 性 、 と りわ け カ タロ グ型 事 業 体 と権 利 者 の 関係 につ

い ては別 途議 論 が求 め られ よ う。 これ は、情 報 の 内 容 に関 す る責任 が 争 わ

れ る場 合 に問題 とな るが 、 基本 的 にそ の役 割 分 担 は登 録 時 の 契 約 内 で取 り

決 め られ る こ とに な る と思 われ る。 も しカ タロ グ型 事 業体 は情 報 内容 につ

い て も一 切 関与 せ ず 、権利 者 の登 録 した 内容 をそ の ま ま提 供 す る とい うビ

ジ ネス ス タ イル を とる ので あ れ ば、 そ の 旨 を盛 り込 んだ免 責 条 項が 利 用 時

の契 約 に組 み込 まれ る こ とに なろ う。
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(B)権 利処理型事業体

権 利処 理 型 の事 業体 は、 コ ンテ ンツ そ の もの は提 供 しな い が 、 もっ ぱ ら

コ ンテ ン ツ を巡 る知 的財 産権 の 権利 処 理 を行 う もので あ る。 この種 の ビジ

ネスにつ い て当事 者 関係 を整 理 す れ ば、次 の よ うにな ろ う。

纏麹鎌 ・

き利登録

登録時酬 へ

懇
脅利用時⑦契約

図2-2権 利処理型事業体 の契約形態

登録 時 の契 約 で は、権 利 者 が 権利 処 理 型 事 業 体 に処 理 を任 せ る知 的財 産

権 ライセ ンス の内 容 が提 示 され なけ れ ば な らな い。 ここで は、権 利 処 理 型

事業体 の行 う ビジ ネス タ イプ に よ って 、契 約 内容 に大 きな違 い が生 じうる

とと もに、 関連 す る問 題 点 も異 な って くる もの と思 われ る。 また そ の違 い

に よって、利 用 時 の契 約 内容 に も若干 の 影響 が 予 測 され る。

第一 に、権 利 処 理 型 事 業 体 が 権利 者 か らゲ ー ム に関す る権 利 を包 括 的 に

信託 ない し委任 され て、 あ らゆ る権 利 処 理 を一任 的 に管 理 す る とい うス タ

イルが考 え られ る。 この場 合 に は、登 録 時 の 契 約 の 中でか か る包括 的 な権

利 設定 が な され な け れ ば な らな い。 一 般 に、 この よ うなス タイ ルの 権利 管

理 手法 を集 中管理 方 式 とい うが 、こ う した方 法 で ビジ ネ ス を行 う場 合 には 、

後 に述 べ る よう に権 利 管 理 団体 に関す る新 た な立 法 の動 きに も注 意 す る必

要が あ る59。 また、 この ス タ イル の ビジ ネ ス で は、 ゲ ー ム に関 す る知 的財

産権処 理 は 、利 用 時 の 契 約 の 中 で権 利 処 理 型 事 業 体 と利用 者 との 間 で直 接

交 わ され る こ とに なる。

第 二 に、権 利 処 理型 事 業 体 が権 利 者 か らゲ ー ム に関 して 、 あ る特 定 の利

用条件 に対 応 す る権 利 の ラ イセ ンス を受 け 、 そ れ を利 用 者 に対 して再 ライ

セ ンス して い くとい う方 式 が 考 え られ る。 この場 合 には、 登 録 時 の 契 約 の

中で、 い か なる利 用 条 件 に対 す る ライ セ ンス を付 与 す る のか につ い て取 り

決 めが な され る必 要 が あ る 。 この と き も、 ゲ ー ム に関 す る知 的財 産 権 処 理

は、利 用 時 の 契約 に権 利 処 理 型 事 業体 と利 用者 との 間で再 ライ セ ンス と し

て交 わ され る形 となる。
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第 三 に、権利 処 理 型 事 業体 は利 用 者 に対 す る ラ イセ ンス に は積 極 的 に関

与 せ ず 、権 利 者 が 利 用 者 に直 接 ライセ ンス を行 うた めの 場 所 を提 供 す る と

い うビ ジネ スス タイ ル が考 え られ る。 この ス タ イル で は多 くの場 合 、 それ

に まつ わ る免責 条 項 が登 録契 約 の 中 に盛 り込 まれ る こ とに なる。 ゲ ー ムの

内容 に関す る事 業 体 の免 責 、 ゲ ーム に権 利 の暇 疵 が ない こ との権 利 者 に よ

る保 障 な どが考 え られ よう。 このス タイ ルの場 合 に は、権 利 そ の もの に関

す る契 約 は権 利 者 と利 用 者 との 間で直 接 交 わ され る こ とと な り、権 利 処 理

型 事 業 体 はた だ単 に 、そ の出 会 い の場 を提 供 す る だけ の立 場 とな る。なお 、

利 用 者 と権利 処 理 事 業 体 との 間 で交 わ され る利 用 時 の契 約 内容 と して、場

を利 用 す る際 の規 約 の よ うな もの が盛 り込 まれ る可 能性 は十 分 にあ り得 る。

(C)コ ンテ ンツ提 供 型事業 体

コ ンテ ン ツ提 供 型 事 業体 は、知 的財 産権 な どの権 利 処 理 は一切 行 わ な い、

ま た は定 型 的 な簡 易 権 利 処 理 程 度 しか行 わ な いが 、若 干 の検 索 サ ー ビス と

と もに、 コ ンテ ンツ の提 供 をお こな う もの で あ る。 この タイ プの ビ ジ ネス

で は、 お よそ下 図 の よ うな当事 者 関係 が想 定 され る。

態 漏
ぷ 診 灘"』'驚

_ぐ ソコ ト提供/ アクセス

利用時の契約

図2-3コ ンテ ンツ提供型事業体の契約形態

登 録 時 の契 約 で は 主 に、 コ ンテ ンツ提供 型事 業 体 が提 供 して い る検 索 な

どに必 要 な情 報 の 登 録 お よび その情 報 の取 り扱 い 、登 録 した コ ンテ ンツの

取 り扱 い な どが 、 契 約 内容 に組 み込 まれ る もの と考 え られ る。 定 型 的 な利

用 条件 を組 み込 む場 合 には、 そ の 内容 に対 応 した権利 者 の 許諾 も契 約 に盛

り込 ん でお く必 要 が あ ろ う。

また利 用 時 の 契 約 につ い て は、定 型 的利 用 条 件 の 組 み込 みが あ る場 合 に

は、 その ライセ ンス 内容 が契 約 内容 と して盛 り込 まれ る こ ととなる。
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(D)コ ピ ー マ ー ト型 事 業 体

コ ピー マ ー ト型 事 業体 は 、前 述 の よ う に、事 業体 が 知 的財 産 権 処 理 を行

うため の場 を提 供 し、 そ こで利 用 者 と権 利 者 とが 直接 に取 引 を行 う よ う な

ビジ ネス を展 開 す る。 ゴ ピー マ ー トの契 約 構造 は、次 の よ うな形 とな って

い る60。

、

契約関係

権利情報ジ
登 録 ・提 供'

コピー提騨

契約関係

'

'

了

契約関係

図2-4コ ピー マー ト型 事 業体 の契 約 形 態

登 録 権 利 者 が コ ピーマ ー ト型 事 業体 にゲ ー ム を登 録 す る場 合 、事 業 体 が

単 な る場 で しか な く提供 され る コ ンテ ン ツの 内容 につ い て責 任 を負 わ な い

こ とを担 保 す る た め に、登 録 権 利 者 とコ ピー マ ー ト事 業 体 との 間 で 、 登 録

時 の 契約 の 中で登 録 す るゲ ー ム に権利 の暇 疵 が ない こ とを保 障 させ る条 項

が盛 り込 まれる こ とが考 え られ る。 また 、 コ ピーマ ー トの 運営 ポ リ シ ー に

よっ て は、購 入 で きる利 用 者 に制 限 の あ る ゲ ー ム61に 関 して、 そ の よ う な

ゲ ー ム に該 当 しない こ との保 障 が登 録権 利 者 と コ ピーマ ー ト事業 体 との 間

の契 約 に組 み込 まれ た り、 ま た はその よ うなゲ ー ム を購 入 で きる属 性 にあ

る こ との保 障が利 用者 の 関与 す る契約 に組 み込 まれ る可 能性 もあ る62。
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2.2プ レイ ヤ ー に 関 す る法 的 諸 問 題

こ こ まで の契約 形 態 の 整理 か ら もあ きらか と な る よ う に、 ゲ ー ム流 通 の

部 分 モ デ ル に登場 す る関与 者(プ レイヤ ー)の 役 割 ・立 場 は 、行 われ る ビ

ジ ネス の ス タイル な どに よっ て様 々で ある。 また 、全 体 的 な コ ピーマ ー ト

の イ ン フラの 中 で これ らの プ レイヤ ー を整 理 した場 合 に、 ど こが コ ピーマ

ー ト主 宰 者 と しての 役 割 を もつ のか とい う問題 も存 す る。 以 下 で は、 こ う

した プ レイヤ ー に関 す る法 的 問 題 点 を整理 し、 ゲ ー ム コ ピーマ ー トにお け

る 当事者 論 を検 討 して い くこ と とする。

2.2.1プ レイ ヤ ー の 法 的 位 置 づ け

まず こ こで は、 こ れ まで に検 討 した部 分 モ デ ル ご とに、 関連 す る プ レイ

ヤ ーの法 的位 置付 け を検討 して い くこ ととす る。

(1)カ タ ログ型 ビジ ネス での プ レイヤ ー構 造

先 に契 約形 態 の と ころ で も検 討 した よ うに、 カ タロ グ型 の ビジネ ス モ デ

ル で は、事 業体 は単 に 、権利 者 と利 用者 との 間で 、 一 種 の 情 報提 供 者 的 な

役 割 を担 って い る にす ぎない 。 また、利 用者 に対 す る情 報提 供 内容 に関 す

る責 任 所在 は、 多 くの 場 合 契約 の 中で事 業体 ま た は権 利 者(厳 密 にい え ば

情 報提 供 者)の いず れ か に定 め られる もの と考 え られ る。

なお 、 単 純 な カ タ ロ グ型 の事 業 で は、厳 密 な意 味 で の コ ピー マ ー トの部

分 モ デル とい うこ と は で きない 。 カ タ ログ に含 まれ る情 報 の 中 には 、権 利

者 に関 す る情 報 な ど コ ンテ ン ツ流通 ・権利 処 理 に際 して有 用 な もの も多 い

と思 わ れ るが、 そ れ らを コ ピー マ ー トの部分 モ デ ル と して 組 み込 ん で い く

た め には 、 カ タ ログ情 報 の フ ォーマ ッ トを統 一 した り相 互 イ ン ター フ ェ イ

ス を図 る な どの形 で 、何 らか の工 夫 を行 う必 要 が あ る。 これ らの 問題 につ

い ては、後 に改 めて触 れ る こ ととす る。

(2)権 利 処理 型 ビ ジネ ス での プ レイヤ ー構造

権 利 処 理 型 の ビジ ネ ス で は、 実 際 に知 的財 産権 処 理 が な され る こ と とな

る ため 、 プ レイ ヤ ー構 造 は若 干 複 雑 な もの とな る。権 利 処 理 型事 業 体 の法

的役 割 を考 えた場 合 、 契約 形 態 の ところで も整 理 した よ う に、権 利 処 理 型

事 業 体 が いか なる ビジ ネス を展 開す るのか に よっ て性 質が 異 な って くる。

も し権 利 処理 型 事 業 体 が 、包 括 的 に であれ個 別 的 にで あ れ 、何 らか の形

で権 利 者 か ら知 的財 産 権 の処 理 を全面 的 に任 され た場 合 、事 業体 は権 利 の

保 有 者 と して、 ゲ ー ム の知 的財 産 に関す る ラ イセ ンス契 約 の舞 台 に登 場 す

る地 位 を得 る こ と とな る。 したが って こ こで は、権 利 者 の 当事 者 的 な地 位
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は相 対 的 に後退 し、権 利 処 理 型 事 業体 が 利 用 者 に対 面 す る当事 者 と して前

面 に出て くる。 こ う した形 で の権 利 処 理 型 事 業 体 は 、積 極 的 に権利 者 に変

わ って利 用 者 に ラ イ セ ンス を与 えて対 価 を得 てい る とい う意 味 にお い て 、

後 に述べ る権 利管 理 事 業体 の一 種 で あ る とい うこ と もで きる63。

また、権 利処 理 型 事 業 体 が この よ うな積 極 的 な立 場 に立 た ず 、単 に権 利

処 理 のため の場 所 だ け を提 供 し、 そ こを利 用 して権 利 者 と利 用 者 との 間 の

直 接 ラ イセ ンス を実 現 す る よ う なサ ー ビス を展 開 して い る場 合 、利 用 者 に

対 す る事 業体 の当 事 者 的 立 場 は相 対 的 に後 退 す る。 この よ うな役割 ・機 能

を持 ってい る権 利 処 理 型事 業 体 は 、 コ ピー マ ー トにい う コ ピーマ ー ト主 宰

者 と しての 地位 に あ る もの と考 え られ る。 したが って 、 か か る事業 体 は ラ

イ セ ンス契 約 の内容 につ い て は一 切 責任 を負 わない立 場 とな る。

(3)コ ンテ ン ツ提 供 型 ビ ジネ ス で のプ レイ ヤー構 造

コ ンテ ンツ提 供 型 の ビジ ネ ス で は、先 に も述 べ た よ う に、 ゲ ー ムの知 的

財 産権 を一 切取 り扱 わ な い ス タ イル の もの と、定 型 的 ・画 一 的 な形 で 簡易

的 に権利 処 理 を行 うス タイ ル の もの とが 考 え られ る。 この いず れの ス タ イ

ル に属 す るか に よっ て 、 プ レ イヤ ー と して の事 業体 の役 割 は異 な る もの と

な る。

まず、 ゲ ーム の知 的財 産 権 につ い て一 切 処 理 を行 わ な い よ うな コ ンテ ン

ツ提 供 型 ビジネス を考 え た場 合 、 これ だ け で は コ ピーマ ー トの部 分 モ デ ル

と して位 置 づ け る こ とは難 しい 。 コ ピー マ ー トの 部 分 モ デ ル と考 え るた め

に は、権 利 処理 の可 能 な ビ ジ ネス モ デ ル と イ ンター フ ェ イ ス を図 る な ど し

て 、欠 けてい る機 能 を補 完 す る必 要 があ る と思 わ れ る。

次 に、定 型 的 ・画 一 的 な形 で 簡 易 で は あ るが知 的 財 産 権 の権利 処 理 を行

う よ うな コ ンテ ン ツ提 供 型 ビ ジ ネス の場 合 を考 え る と、 この よ うな ビジ ネ

ス事 業体 は コピー マ ー トパ ブ リ ッシ ャー 的 な地 位 に あ る もの と考 え られ る

64。 書 籍 に 関す る 一 般 の 出 版 社 の 法 的地 位 を考 えて み た場 合 、出版 社 は著

作 権 全 体 を処理 す る よ うな ビ ジ ネ ス は行 わ ず 、 た だ 自己 の発 意 と責 任 を も

って書 籍 の販売 ビジ ネ ス を行 い 、 売 り上 げ の 中か ら契 約 に定 め られ た印 税

を権 利 者 に対 して還 元 して い る65。ゲ ー ム コ ンテ ン ツ流 通 の 中 で、定 型 的 ・

画 一 的 に簡 易 の権 利 処 理 を行 う よ うな コ ン テ ンツ提 供 型 ビジ ネス は 、 この

よ うなス タイル の事 業 に相 当 す る。 ゲ ー ム の 中 に は 、 中小 の 開発 元 の ゲ ー

ム を大 手が 販売 す る形 で 、 開 発 元 と販売 元 とが分 業 して い る よ うな もの も

見 受 け られ るが 、 この と きの 販 売 に特化 した機 能 を事 業 化 した ものが 、 コ

ン テ ンツ提 供 型 の事 業 体 で あ る とい うこ と もで き よ う。 なお 、 この よ うな

パ ブ リッシ ャー の機 能 を持 つ プ レイ ヤー は、 コ ピー マ ー ト主宰 者 と して の

地位 に立 って コ ピー マ ー トを運 営 す る こ と もあ るが 、 これ につ いて の詳 細

は後 に述べ る こ と とす る。
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(4)コ ピ ー マ ー ト型 ビ ジ ネ ス で の プ レ イ ヤ ー構 造

コ ピー マ ー ト型 の事 業 体 は、前 述 の よ う に、 ゲ ー ムの知 的財 産 処 理 とコ

ンテ ンツ提 供 の双 方 を行 う もの で あ る。 これ には 、事 業体 が単 独 に独 自で

権 利マ ー ケ ッ トと コ ピー マ ーケ ッ トを保 有 して完 全 な コ ピー マ ー ト型 ビ ジ

ネス を展 開 す る もの と、他 の事 業 体 が 運営 す る カ タ ログ型 ・権 利 処 理 型 ・

コ ンテ ン ツ提 供 型 の各 ビ ジ ネス を統 合 して 、 いわ ば外 部 の ビジ ネ ス を組 み

合 わせ て コ ピー マ ー ト型 ビジ ネス を構 築 してい くもの とが考 え られ る。 こ

の いず れ の ス タイ ル を取 るの か に よ っ て、 コ ピー マ ー ト型事 業 体 の プ レイ

ヤ ー と して の法 的位 置 付 け は異 な って くる。

まず 、単 独 で全 体 モ デ ル と しての コ ピー マ ー ト型 ビジ ネス を展 開す る よ

う な事業 体 につ い て考 え る と、 これ に も二 つの マ イ ナ ーバ ー ジ ョンが考 え

られる。
一つ は 、 コ ピー マ ー ト型 事業 体 が権 利 者 か ら頒 布 な どに関す る権 利 の ラ

イセ ンス を受 け て 、 当事 者 と して利 用 者 との ラ イセ ンス 契約 を行 うよ うな

もので あ る 。厳 密 に考 え る と、.こ の よ うな ビジネ ス は コ ピー マ ー トの 部 分

ビ ジネス とい う こ とは で きない 。 コ ピーマ ー ト型 事 業 体 が単 な る 「場」 と

しての機 能 を超 え て 、 よ り積極 的 な役 割 を果 た して い るか らで あ る。 しか

し、 この よ うな コ ピー マ ー ト型事 業体 も、積 極 的 に権 利 者 に変 わ っ て利 用

者 にライ セ ンス を与 えて対 価 を得 てい る こ とか ら、後 に述 べ る権 利 管 理 事

業体 と して位 置 づ け る こ とが で きるた め 、 コ ピー マ ー ト主宰 者 と してで は

な く別 の 当事 者 と して コ ピーマ ー トに関係 して くる可 能性 は あ る。 詳 し く

は、権 利管 理 事 業体 に関 す る部分 で再 度 述べ る こ ととす る。

も う一 つ は 、 コ ピー マ ー ト型事 業体 はあ くまで 、権 利 者 と利 用 者 とが 直

接 に許諾 契 約 を行 うた め の 「場 」 を提 供 す る役割 に徹 す る もの で あ る。 こ

の よ うな事 業 体 は 、 ま さ に コピーマ ー ト主宰 者 と して の機 能 を果 た して い

る とい え よ う。 この よ う な ス タイ ルの ビジ ネス で は 、 コ ピー マ ー ト主 宰 者

はあ くまで 許諾 や コ ンテ ンツの 内容 に は関 与せ ず 、権 利 者 と利 用 者 との 出

会 いの場 所 を提 供 して い る だ けなの で 、 原則 と して ゲ ー ム コ ンテ ンツ の利

用 に関す る契 約 につ い て は責 任 を負 わ ない 。 ただ し、前 述 の よ うに66、 コ

ピ ーマ ー ト型 事 業 者 が 自己 の サ ー ビス を よ り魅 力 的 な もの とす る た め に

「コ ピー マ ー トパ ブ リ ッシ ャー」 的 な ビジ ネス展 開 を も行 って い る場 合 に

は、別途パ ブ リ ッシ ャー と して の責任 が事 業 体 にかか って くる こ とに な る。

他 方 で 、 も う一 つ の ビ ジ ネス ス タイ ル、 す な わ ち他 の事 業 体 が運 営 して

い る各種 部 分 モ デ ル を結 合 ・統合 して全体 的 な コ ピー マ ー ト型 ビジ ネ ス を

構 築す る よ うな事 業 体 につ い て考 え た場 合 、 この ビ ジネス そ の もの は積 極

的 に権利 の 許諾 や コ ン テ ンツの提 供 を行 う もので は ない こ とか ら、厳 格 な

意 味で の コ ピー マ ー トの 部 分 ビジ ネス と位 置づ け る こ とは難 しい と思 わ れ

る。 しか し、今 後 の コ ピー マ ー トビジ ネス の展 開の 中で、 この よ うな事 業

体 が有す る意 義 は大 き く、 部 分 ビジ ネス を背後 で 支 える イ ン フ ラ面 で の プ
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レ イ ヤ ー と して 無 視 す る こ と は で き な い で あ ろ う。 こ の よ う な ビ ジ ネ ス に

つ い て は 、 後 に 「イ ン ター フ ェ イ ス/コ ー デ ィ ネ ー ト事 業 体 」 と して 別 途

検 討 を行 う こ と に した い 。

(5)コ ピーマ ー トビジネ スに関 連 す る その他 の事 業体

以 下 で は、厳 密 な意 味 で の コ ピーマ ー トの 部分 ビジ ネス と位 置 づ け る こ

とはで きな いが 、今 後 コ ピー マ ー トを基 軸 と した部 分 ビ ジ ネスが 展 開 して

い く中で、 その流 通 イ ンフ ラ を支 え て い くの に不 可 欠 と考 え られ る ビジ ネ

ス、 ない し流 通 イ ン フラの 中 で展 開が 予 測 され る ビジ ネス につ い て 、 そ の

役 割 や法 的位 置付 け を検討 して い く。 こ こで 紹介 す るの は、① 権 利 管 理 事

業 体 、② イ ン ター フ ェ イス/コ ーデ ィネ ー ト事 業体 、③ 課金/認 証 事 業 体 、

④ コ ピーマ ー トパ ブ リ ッシ ャ ー型 事 業体 の4つ で あ る。

(a)権 利 管理 事 業体

権 利 管理 事 業体 とは、 プ レ イヤ ー構 造 と して は権 利 者 にぶ ら下 が り、権

利 者 の代 わ りに積 極 的 な許諾 ・ライ セ ンス ビジネ ス を展 開 し、 そ の対 価 を

徴 収 す る よ うな事 業体 で あ る。

図2-5権 利管理 団体(事 業体)の 役割

権 利 管理 事 業 体 は、権 利 者 に よ って 包括 的 な権 利処 理権 能 を与 え られ 、

利用 者 に対 す る直接 の ライ セ ンサ ー と して ビ ジネス に関与 して くる。 この

よ うな積極 的 な役 割 に鑑 み れ ば、権 利 管 理事 業 者 は コ ピー マ ー トの部 分 ビ

ジネ ス とはい え な い。 しか しなが ら、 この よ うな権利 管理 事 業 者 も、 コ ピ

ーマ ー トの ビジ ネス構 造 と無 関係 か とい えば 、必 ず し もそ うで は ない。 権
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利 管 理 事 業 者 は 、利 用 者 に対 して権 利者 と して直 接 取 引 当事 者 とな りうる

立 場 に あ る こ とか ら、 取 引 市場 と して形 成 され た コ ピー マ ー トに、権 利 者

の 代 替 当 事 者 と して 参 入 して くる こ とは十 分 可能 だか らで あ る。 上 記 の 図

2-5は 、か か る ビ ジ ネス構造 を模式 化 した もの で あ る。

ゲ ー ム 関連 の ビジ ネ スで は 、 ゲ ー ムその もの の取 引 の み な らず 、 キ ャ ラ

ク ター商 品や攻 略 本 、 その他 の 関連 グ ッズ とい っ た分野 で も大 きな市 場 が

形 成 され てい る。 個 別 の企 業 で そ う したゲ ーム の周 辺領 域 に関す る知 的財

産 の 管 理 まで行 う こ とは、非 常 に手 間 のか か る こ とで あ る。 権 利 管理 事 業

体 は、 そ うい っ た土 壌 の 中で も成 長 を遂 げ る可 能 性 を秘 め て い る とい え よ

う。

しか し、 この よ う に権 利者 の 代 理 人 の ご とき立 場 で権 利 管 理 ・権 利 処 理

を行 うこ とは、場 合 に よって 「著 作権 二関 ス ル仲 介 業務 二 関 ス ル法律 」 に

い う仲 介 業務 者 に該 当 す る可 能 性 もあ り、 そ の場 合 ビジネ ス展 開 に は文 化

庁 長 官 の 許 可が 必 要 とな るため 注 意 が必 要 で あ る。 また最 近 で は、著 作 権

の 集 中管 理 をめ ぐっ て新 た な立 法 の動 き もあ る ため 、 そ の点 へ の 配慮 も必

要 で あ る。詳 細 につ い て は、後 の2.2.2を 参 照 の こ と。

(b)イ ン タ ー フ ェ イ ス/コ ー デ ィ ネ ー ト事 業 体

イ ン ター フェ イス/コ ー デ ィ ネ ー ト事業 体 は、今 後 さ ま ざま な形 で展 開

す るで あ ろ う各 部 分 ビ ジ ネス を前 提 と して 、 それ らの相 互 イ ン ター フ ェイ

ス を図 って よ り有 機 的 な ビジ ネス を展 開 した り、 コンサ ル タ ン ト的 にそ れ

ぞ れ の事 業体 間 の橋 渡 しを して各 部分 ビジネ スの有 機 的連 携 を促 した りす

る ビジ ネ ス主 体 であ る 。 こ う した イ ンター フェ イス が 図 られ る こ とに よ っ

て 、権 利 処 理 流 通 と して不 完全 で あ る部分 ビジ ネス は、 よ り完 全 な権 利 流

通 に進 化 してい くこ とが 可 能 とな る。

図2-6イ ン ター フ ェイ ス/コ ーデ ィネ ー ト事 業体 の役 割
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イ ンター フェ イス/コ ー デ ィネー ト事 業 体 は、 自 ら権 利 処 理 を した りコ

ンテ ンツ を提 供 した りす る わ けで はな い の で 、 コ ピー マ ー トの部 分 ビジ ネ

ス とはい え な い。 しか しな が ら、 これ まで に紹 介 して きた よ うな コ ピー マ

ー トの部分 ビジ ネス が展 開 を始 め れ ば 、 こ う した機 能 を もった事 業 体 は必

要不 可欠 な もの とな って くる。

まず 第一 に、 そ れ ぞ れ に部 分 ビジネ スが 成立 して い った と して も、 そ れ

らは基本 的 に コ ピー マ ー トの一 部 の機 能 しか持 た な い もの で あ っ て 、完 全

な権 利 処理 流 通 を果 た す こ とはで きな い。 そ う した場 合 、 そ れ ぞ れ の部 分

ビジネス は 、 よ り利 用者 に便 宜 の 良 いサ ー ビス を提 供 す るた め に 、 自分 に

欠 け てい る機 能 を補 完 して い く必 要性 が 出 て くる。 とはい え、通 常 この よ

うな形 で展 開 した ビ ジ ネス で は、 そ れ ぞ れ が オ リジナ ル の 方式 ・デ ー タ様

式 で ば らば らに事 業 を行 っ て い る こ とが 多 く、他 の事 業 体 と相 互 乗 り入 れ

を図 ろ うと して も困 難 な場 合 が多 い 。こ う した問題 点 を克 服 す る ため に は 、

既存 の デー タをそ の ま ま包 含 す る形 で相 互 イ ンター フ ェ イス を取 る仕 組 み

が必 要 とな って くる。 こ こ に、 イ ンター フ ェイス/コ ー デ ィネ ー ト事 業 体

が 活躍 す る ビジ ネ スチ ャ ンス が あ る。 この よ うな仕 組 み は、 コ ピー マ ー ト

の 中で は 「コ ピーマ ー トコー ド」 とい う概 念 の 中で準 備 され て い る。 この

コ ピーマー トコー ドにつ い て は、 後 に項 目 を改 め て詳 述 す る こ と にす る。

第 二 に、 ば らば らに展 開 して きた部 分 ビ ジネ ス 同士 を連 携 させ る た め に

は、 デ ー タの イ ン ター フ ェ イス だ けで は な く、そ れ ぞ れ の 部 分 ビ ジ ネ スが

どの よ うな機 能 を持 っ てい るの か を整理 し、適 切 な事 業 体 同志 で提 携 して

い く必 要 が あ る。 ネ ッ トワ ー クの世 界 で は、 こ う した提 携 は地 理 的 要 因 を

超 えて比較 的容 易 に行 うこ とが で きるが 、 両 者 の機 能 的要 因 につ い て は よ

り厳密 な詰 め を行 っ てお く必 要 が あ る とい え る。 こ う した部 分 ビジ ネ ス の

さ らなる展 開 に向 け たニ ー ズ に対 応 す る形 で、 イ ン ター フェ イス/コ ー デ

ィネー ト事業 体 が 活躍 して い くこ とは十 分 に考 え られ る。

(c)課 金/認 証事業体

課 金/認 証事 業 体 は、 権 利 処理 流 通 の 中 で必須 と され る 当事 者 の特 定 お

よび決済 の 流 れ をサ ポ ー トす る事 業 体 で あ る。 この事 業 体 も、 コ ンテ ン ツ

そ の ものの 取 引 には何 ら関 係 す る もので は ない の で 、 コ ピー マ ー トの 部 分

ビジ ネス と して評 価 す る こ とはで きない 。 しか しな が ら、 当事 者 が直 接 対

面 しない ネ ッ トワー ク環 境 下 で の取 引 で は 、端末 に向 か って い る 当事 者 が
一体 誰 で あ るの か を特 定 し

、 また物 理 的 な金 銭授 受 な く して決 済 を行 うこ

とは必 須 の条件 であ る。

この種 の ビジネ ス は、近 時 イ ンター ネ ッ ト上 で の 電子 商 取引 が注 目 され

る とと もに随 所 で展 開 しつ つ あ る。 そ こで は 、サ ー ビス に利用 され る セ キ

ュ リテ ィ技 術 が 重 要 な要素 とな っ てい る が 、 ここで は詳 し くは取 り上 げ な

い こ とにす る67。
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図2-7認 証/課 金事業体の位 置付 け

(d)コ ピ ー マ ー トパ ブ リ ッ シ ャー 型 事 業 体

コ ピーマ ー トパ ブ リ ッシ ャー型事 業 体 は 、従 来 の書 籍 にお け る出版 社 の

よ うに、権 利 者 か ら複 製 と頒 布 に関す る ライセ ンス を受 け て コ ンテ ン ツの

販 売 ・流通 を ビジネ ス と して取 り扱 う もの であ る 。 この 事 業 体 は、上 に掲

げ た3つ の コ ピー マ ー ト関連 ビジネ ス とは異 な り、場 合 に よ って コ ピーマ
ー トの 部 分 ビジ ネス と して展 開 して い く可 能性 を有 して い る

。とい うの は、

コ ピ ーマ ー トパ ブ リ ッシ ャ一型事 業 体 は、 コンテ ン ツ を頒 布 す る地 位 に あ

る こ とか ら コ ンテ ン ツ流 通 に関 与 す る立場 にあ る の で 、 関 連 す る知 的財 産

権 の処 理 方 法い か ん に よっ て は コ ピーマ ー ト的 な 要素 を実 現 す る こ と も可

能 だ か らで あ る。
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滋

1,コピプ接洪

図2-8コ ピー マ ー トパ ブ リッ シ ャー型 事 業体 の役 割

考 え られ る コ ピー マ ー トパ ブ リ ッシ ャ一型 ビジ ネス の 一 つ は、パ ブ リ ッ

シ ャーが 自 らコ ピー マ ー ト主 宰 者 と して コ ピー マ ー トを運 営 す る もので あ

る。 その 際パ ブ リ ッシ ャー は 、単 に場 の提 供 を行 うだ け に と どま らず 、 一

定 の方 針 を持 って積 極 的 に コ ンテ ン ツ を収 集 ・取捨 選択 す る こ とにな る。

この よ うに、パ ブ リ ッシ ャー が 出版 を行 う者 と して コ ンテ ンツの 中 身 に ま

であ る程 度 関与 して くる よ う にな る と、 コ ピーマ ー ト主 宰 者 と して の責 任

だ けで は な く、 一 定 の 範 囲 に お い て内 容 に関 す る責 任 も生 じて くる こ と と

なる。 まさ に、従 来 型 の 出版 にお け る出版 社 の 責任 と対 応 す る形 の もの と

考 えて よい。

ゲ ームの 流通 で は、 中小 の 開発 元 が 製作 した もの を大 手 が 販売 す る とい

う ビジ ネス ス タイ ルが 存 在 して い るが 、 この よ うなス タ イ ル にお い て も大

手販 売元 は一部 パ ブ リ ッシ ャ ー的 な立 場 に置 か れ てい る。 この よ うな販 売

機能 を特 化 させ て事 業 化 し、 コ ピー マ ー トパ ブ リ ッシ ャ ー型 ビ ジネ ス と し

て、販 売促 進力 の な い 中小 ゲ ー ムデ ベ ロ ッパ ー をク ラ イ ア ン トとす る ゲ ー

ム販 売代 行 ビジネ ス の よ う な もの を展 開 して い くこ とは十 分 に考 え られ る

680

2.2。2権 利 管 理 団 体 と の 関 係

(1)は じめ に

こ こで は、 コ ピー マ ー トを権 利 管 理 団体 との 関係 で位 置 づ ける。

最 近 は、著 作 権 の 集 中管 理 団体 に 関す る政 策 上 の動 きが さか んで あ る。

本 年1月 、著 作 権 審 議 会 「権 利 の集 中管 理小 委 員 会」(主 査 ・紋谷 暢 男 成 践

大学 教 授)は 最 終 報 告 書 を公 表 した69。 これ を受 け て 、現 行 仲 介 業 務 法 の
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改正 がす す め られ る こ とが予 想 され る。

他方 で 、ゲ ー ム コ ピ ーマ ー トも他 人 の権 利 とか か わ る とい う側 面 を もつ 。

したが って 、 ゲ ー ム コ ピー マ ー トも、 そ う した著 作 権 管 理 団体 と どの よ う

な関係 に立 つ か とい う問 題 が生 じる可 能性 が あ る。そ こで 、一 般論 と して、

コ ピーマ ー トと権利 管 理 団 体 との位 置 づ け を確 認 して お くこ とが必 要 で あ

ろ う。

そ こで 、以 下 で は 、 まず 上 記報 告 書 の概 要 を示 した うえで 、 そ こで対 象

とされて い る権 利管 理 団体 が どの よ うな ものか を確 定 し、 それ と コ ピーマ
ー トとが どの よ うな関係 に立 つか を明 らか に した い。

(2)「 著作権審議会権利の集 中管理小委員会報告書」 の概要

(a)報 告 書 の背 景

この報 告 書 が公 表 され た背 景 にあ るの は 、 デ ジ タル化 ・ネ ッ トワ ー ク化

の進 展 で あ る 。 この よ うな技術 に支 え られ て、 著作 物 等 の利 用環 境 の 変 化

が生 じて い る とい うの で あ る。 この 変 化 に対 応 して 、 円滑 で信 頼性 の 高 い

権 利処 理 シス テ ム を構築 す る こ とが社 会 的 に要請 され てい るの であ る。

ところ が 、現 行 仲 介 業務 法 は、昭和14年 以 来 基 本 的 に改 正 され てお ら

ず 、 い くつ か の 問題 が指 摘 され て い る。 た とえば 、 分 野 ご との単 一 団体 制

が基 本 と され て い る こ と、 そ の規 制対 象が小 説 、 脚 本 、楽 曲 を と もな う場

合 にお け る歌 詞 、 お よ び楽 曲の4種 類 に限定 され て い る こ と、業 務 の 許 可

制 や使 用料 の認 可制 な どの具 体 的内容 な どで あ る。

(b)提 言 の内 容

(イ)概 要

この よ うな背 景 を も とに、 報告 書 が お こな って い る提 言 の 具体 的 内 容 は

以 下 の とお りで あ る 。

まず 、権 利 管 理 団 体 の業 務 開始 につ い て は、 現在 の許 可 制 か ら登 録 制 に

あ らた め る。 また、 著 作 権 使 用料 も認 可 制 か ら届 出 制 に あ らた め る。 これ

は、権 利 管 理 団体 の 新 規 参 入 を容 易 に し自由競 争 を促 進 す る こ とが 目的 で

あ る。 さ らに、従 来 の 小 説 、音 楽(歌 詞 と楽 曲)、 脚 本 の三 分 野 に限 定 して

い た従 来 の 規 制 対 象 をあ らため 、分 野 に よる区 別 を廃 止 し、後 述 す る よ う

に一任型 の権利 管理 団体 の み を規 制 の対 象 とす る とい う もので あ る。

(ロ)一 任 型 ・非 一 任 型

こ こで重 要 とな る の が 、一 任 型 と非 一任 型 の 区別 で あ る。上 記報 告 書 は、

56



前 者 の一 任 型 の著 作 権 管 理 団 体 のみ を法 的基盤 整 備 の対 象 とす る こ と を提

言 してい るの であ る。

この 「一任 型 」 とは、 「権 利 者 が管 理 団体 に権 利行 使 を一 任 し、当該 団体

が著 作 物 の利 用 につ い て許 諾 す るか どうか、使 用料 等 の 許 諾 条件 を ど うす

るか を決定 す る形 態 の権 利 管 理 をい う」。

こ う した一任 型 の権 利 管 理 団体 にお ける委託 の方 法 と して は、信 託 、取

次 、代 理 が考 え られ る とい う。 これ に対 して 、媒 介 につ いて は、非 一 任 型

の著 作権 管理 と して規 制 の対 象 外 とす るのが適 当 で あ る と され る。

(3)コ ピ ー マ ー ト

それ で は、 コ ピーマ ー トは どの よ うに位 置づ け られ るの で あ ろ うか 。

何 よ りもまず 確 認 さ れ な け れ ば な らない こ とは、上 記 報 告 書 が対 象 と し

て い る の は、一 そ れが 一 任 型 で あ れ非 一任 型 で あ れ一 、 著 作 権 等 の委 託 事

業 で あ る とい う こ とで あ る。 す な わ ち、不 特 定 また は多 数 の 権 利 者 が何 ら

か の権 利 管 理 団体 に 自己 の有 す る著 作 権等 を委託 す る こ とが 大 前提 に な っ

てい るの であ る。

これ に対 して、 コ ピーマ ー トにおい ては権利 の委 託 が な い。 す なわ ち、

コ ピー マ ー トに登 録 す る権 利 者 は その 権利 を委託 して い る わ け で は な く、

あ くまで コ ピー マ ー トとい う取 引 の場 を利 用 して利 用 者 と直 接 の契約 を締

結 してい る にす ぎ ない の で あ る70。 したが っ て、 コ ピーマ ー トは一 任 型 で

も非 一任 型 で もな く、上 記 報 告 書 が 提 言 す る規 制 の対 象 とな る権 利 管 理 団

体 に該 当す る もの で は ない の で あ る7172。

2.3そ の他 の法 的 諸 問題

2.3.1コ ピ ー マ ー トコ ー ド と ビ ジ ネ ス

コ ピー マ ー トコ ー ドは 、 コ ピ ー マ ー トの 重 要 な 機 能 の 一 部 を 支 え る コ ン

セ プ トで あ る 。 こ れ は 、 北 川 善 太 郎 教 授 が コ ピ ー マ ー ト と並 ん で 論 じ ら れ

て い る も の で 、あ ら ゆ る 事 象 を体 系 的 に整 理 す る 機 能 を有 す る73と と も に 、

情 報 社 会 に お い て 乱 立 す る ナ ン バ リ ン グ シ ス テ ム の 標 準 化 ・イ ン タ ー フ ェ

イ ス を は か る こ との 可 能 な コ ー ド体 系 と な っ て い る 。 以 下 で は 、 コ ピ ー マ

ー ト と コ ピ ー マ ー トコ ー ドの 関 係
、 そ して ゲ ー ム コ ピ ー マ ー トで の 応 用 に

つ い て検 討 を行 う こ と にす る 。

(1)ア イ デ ン テ ィ フ ァ イ ア ー と しての コ ピ ー マ ー トコ ー ド

まず コ ピ ー マ ー トコ ー ドに は 、 あ ら ゆ る事 象 を特 定 し、 体 系 的 に整 理 す

る と い う機 能 が あ る 。 こ れ は 、 コ ピー マ ー トコ ー ドの 中 で も、 ア イ デ ン テ
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イ フ ァ イ ア ー 的 な 部 分 が 果 た す 機 能 で あ る 。 ア イ デ ン テ ィ フ ァ イ ア ー

(Identifier)と は 、 日本 語 で 「特 定 子 」 な ど と呼 ば れ る こ と もあ る が 、 あ

る 事 物 ・客 体 を 特 定 す る た め に付 さ れ る ナ ンバ リ ン グ の こ と を い う 。 ア イ

デ ンテ ィ フ ァ イ ア ー と して の コ ピー マ ー トコー ドは 、 単 に もの を特 定 す る

の み な らず 、 そ れ ら を 体 系 化 で きる 点 に特 徴 が あ る 。

コ ピ ー マ ー トコ ー ドの 体 系 的 整 理 機 能 は 、 「共 通 コ ー ド」と「参 照 コ ー ド」

とい う二 種 類 の コ ー ドに よ っ て 実 現 され て い る。 共 通 コ ー ド とは 、 全 体 に

つ い て 唯 一 絶 対 的 な位 置 を 占 め る もの で 、 あ る 程 度 幅 を持 っ た 概 念 を く く

る コ ー ドで あ る 。 他 方 で 参 照 コ ー ドと は 、 共 通 コ ー ドの 内 部 で の み 唯 一 絶

対 の 位 置 を 占 め る コ ー ドで 、 共 通 コ ー ドよ りも狭 い 概 念 を 指 し示 す コ ー ド

と な っ て い る 。 コ ピ ー マ ー ト コ ー ド全 体 を傭 撤 した 場 合 、 同 じ共 通 コ ー ド

が 二 重 に付 番 さ れ る こ と は 絶 対 に あ り得 な い が 、 参 照 コ ー ドに つ い て は そ

れ を く く る 共 通 コ ー ドが 異 な っ て い れ ば 、 同 じ参 照 コ ー ドは い くつ で も付

番 され 得 る こ と に な る。

ユ23.Ω Ωユユ

共通コ_ド 」

12ヨ.0012

123.0021

124,0011

L
参 照 コ ー ト'

図2-9コ ピ ー マ ー トコ ー ドの基 本 的 構 造

この よ うな構 造 を とる こ との帰結 と して、 コー ド体 系 の付 番 管 理 を行 う

際 、 ど こかが 重 複 の 内容 に管 理 しなけれ ば な らな い の は共 通 コー ドの 部 分

だ け とな る。 参 照 コ ー ドの部 分 は、共 通 コー ドが異 なれ ば重 複 して もか ま

わ ない の で、 必 ず し も一元 管 理 を行 う必 要 はない。 また、 コー ドの桁 数 や

様 式 につ い て も、 共 通 コー ドの部分 は企 画 をそ ろ え る必 要 性 が あ るが 、 参

照 コー ドの部 分 につ い ては画 一 的 な フ ォー マ ッ トで 統 一 す る必 要性 もな い。

なお 、共 通 コー ドと参照 コー ドの概 念 は絶 対 的 な もの で は な く、 二 つ の

コー ド情 報 の 相 互 関係 を表 す もの にす ぎない。誤 解 の 内 容 に い えば コ ピー

マ ー トコー ドは、 あ らゆ る情 報 を二 次 元 の コー ド情 報 で 整 理 しよ う とす る

もの で は な い。 二層 を越 え る重 層 的 な概 念 であ れ ば、 この よ うな共通 一参

照 の 関係 を、必 要 な 限 り上 下 に ど こまで で も拡 張 して い け ば よい の で あ る。

この と き、 二 層 的 な整 理 で は 「共通 コー ド+参 照 コ ー ド」 と して構 成 され
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て い た コ ー ドは 、 「上 位 コ ー ド+(共 通 コ ー ド+参 照 コ ー ド)」と い う形 で 、

新 た に また 共 通 コ ー ド+参 照 コ ー ドの 構 造 を と る こ と に な る。

A45.123.0011

共通 コー ド

＼v、23.に 縮

＼ 参照コード
且45.に 対 す る

参 照 コー ド

図2-10コ ピ ー マ ー トコ ー ドの 応 用 的 構 造

この よ うな コ ピーマ ー トコ ー ドの構 造 は 、 以下 に述 べ る よ うな機 能 ・特

徴 を もっ。

第 一 に、 コ ピーマ ー トコー ドは開 か れ た形 の コー ド体 系 となる。 従 来 の

この よ うなナ ンバ リン グシ ス テ ム は、一 度 付 され た ら事 後 的 に新 た な概 念

の追加 や修 正が きか ない な ど、 融通 の利 か ない ものが 多 い。 この よ うに 、

それ だ けで 自己完 結 した 「閉 ざ され た」 シス テ ム とは異 な り、上 記 の コ ピ
ーマ ー トコー ドで は、新 た な概 念 が登 場 す れ ば 、共 通 コー ドな り参 照 コー

ドな りを増 や してい くだ け で 、 簡単 に対 応 す る こ とが で きる。 つ ま りコ ピ
ーマ ー トコー ドは、一 つ の完 成 され た完 全 な体 系 で は な く、 常 に進 化 ・展

開 を続 け る流動 的 な体 系 で あ る とい うこ とが で きる。

第二 に、 コ ピーマ ー トコー ドは 、既存 の アイ デ ンテ ィフ ァイ アーの 体 系

を崩す こ とな く、 そ の ま ま包 み込 む形 で 展 開 で きる体系 とな る。 もの を特

定 す る ため の ア イデ ンテ ィ フ ァイ アー は 、 これ まで に各 企 業 内 、各 業 界 内

で さ まざ ま な もの が作 られ 使 用 され てい る。 今 後 の情 報 化社 会 で は、 そ う

したば らば らな仕 組 み の標 準 化 な い しイ ン ター フェ イス を図 る こ とが 求 め

られ てい るが、 す で にあ る程 度 ビジ ネス と して走 っ てい る仕 組 み を一 か ら

作 り直 して い くこ とは 、手 間 が か か り非 常 に困難 で あ る。 コ ピーマ ー トコ
ー ドで は、既存 の アイ デ ンテ ィ フ ァイ ア ー を参 照 コー ドに位 置づ け、 そ れ

を く くる形 で共通 コー ドを付 香 して い く こ とに よ り、 か か る難 点 を簡 単 に

克服 す る こ とが で きる。

(2)ゲ ー ム 流 通 で の ア イ デ ン テ ィ フ ァ イ ア ー

前 項 で 述 べ た よ う な コ ピ ー マ ー トコ ー ドの 仕 組 み は 、 ゲ ー ム に 関 す る コ

ピー マ ー トで もそ の ま ま応 用 す る こ とが で き る 。
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た と え ば 、 ゲ ー ム に 関 す る既 存 の ア イ デ ンテ ィ フ ァ イ ア ー が あ る 場 合 、

前 に述 べ た よ う な コ ピ ー マ ー トコ ー ドの ア イ デ ン テ ィ フ ァ イ ア ー 間 イ ン タ
ー フ ェ イ ス の 機 能 を 用 い る こ とで

、 こ れ まで 各 企 業 で 構 築 ・蓄 積 され て き

た デ ー タ ベ ー ス な ど を そ の ま ま使 い 続 け る こ と が 可 能 と な る 。 も っ と も、

よ り有 機 的 に 連 携 を 図 る た め に は 、 そ れ ぞ れ の ア イ デ ン テ ィ フ ァ イ ア ー が

どの よ う な 付 番 基 準 で 付 さ れ て い る の か 、 数 字 や 記 号 に そ れ ぞ れ どの よ う

な 意 味 が あ る の か な ど を 、 つ きあ わ せ て 検 討 す る必 要 が あ る と思 わ れ る 。

とは い え 、 現 状 で は 企 業 間 で の ア イ デ ンテ ィ フ ァ イ ア ー 相 互 の イ ン タ ー

フ ェ イ ス を図 る だ け で もか な りの 進 歩 で あ り、 そ れ を足 が か り と して ゲ ー

ム 関 連 デ ー タ の 共 有 ネ ッ トワ ー ク を構 築 す る こ と も不 可 能 で は な い こ と か

ら、 まず 最 初 の 一 歩 と して 、 ゲ ー ム コ ピ ー マ ー トコ ー ドの 管 理 機 関 を行 う

よ うな 事 業 を立 ち上 げ て 、 徐 々 に デ ー タの イ ン ター オ ペ ラ ビ リ テ ィ を高 め

て い く と い う方 法 も十 分 考 え ら れ よ う。

(3)メ タ デ ー タ と し て の コ ピ ー マ ー トコ ー ド

も う一 つ コ ピーマ ー トコー ドに は、 知 的財 産権 な どに 関す る さ ま ざ まな

情 報 を記 述 す る とい う機 能 が あ る。 これ は、 コ ピー マ ー トの うち著 作 権 マ
ー ケ ッ トが 、実 質 的 に コ ンテ ン ツの権 利 者 情 報 や権 利情 報 をは じめ と して 、

幅広 い情 報 を蓄積 す る デー タベ ース と して機 能 しうるか らであ る。

コ ピーマ ー トで は、 登 録 され た権 利 者 情 報 や権 利 情 報 は、XMLな ど汎

用 性 の広 い言 語 で 記 述 され、 著 作権 マ ー ケ ッ トの デ ー タベ ース に蓄 積 され

る。 この とき従 来 の デ ー タベ ー ス で は、 そ のデ ー タベ ース 単体 で の利 用 が

前 提 とされ てい たた め 、当 該 デ ー タベ ー ス 固有 の デ ー タ形 式 で情 報 を ため

てお くこ とが 多 く、 結 果 と して 豊 富 なデ ー タが異 な る言 葉 で書 か れ た ま ま

あ ち ら こ ち らに散在 してい るか の よ うな状 況 となっ て しま った。今 日で は、

デ ー タの共 有化 ・イ ン ター フ ェ イス を図 る仕 組 み を作 っ て この よ うな状 況

を解決 す べ く、 世界 的 にい ろい ろ な試 みが な され て い る。 デ ー タの イ ンタ
ー オペ ラ ビ リテ ィ に関 す る世 界 的 な動 向 につ い て は

、 後 に別途 項 目を設 け

て改 め て述 べ る こ と とす る。 コ ピー マ ー トもか か る視 点 の 元 、他 の デ ー タ

ベ ース の デ ー タで も シス テ ム的 に共有 し得 る よ うな仕 組 み を前 提 と した も

の とな ってい る。

ところ で、 この よ う に デー タベ ー ス に集 め られ て い る コ ンテ ンツ に関 す

る情 報 を、 総 じて 「メ タデ ー タ(Metadata)」 と呼 ぶ 。 もっ と も、 メ タデ

ー タ とは単 なる デ ー タベ ー ス上 の書 誌 情 報 を指 す わ けで は ない
。 コ ンテ ン

ツ名 や作 者名 、 メ ー カ ー名 な ど とい っ た単 なる書 誌 情 報 を越 え て、権 利 に

関 す る情 報 な ど広 範 な デー タ まで 、 ま さに 「デ ー タに関 す るデ ー タ」 はす

べ て、 こ こで い う 「メ タデ ー タ」 の 中 に包含 され る。 こ う した メ タデ ー タ

の イ ン ターオペ ラ ビ リテ ィが 、近 時 の情 報社 会 の展 開の 中 で大 きな課 題 と

して認、識 され て きて い るの で あ る。
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図2-11メ タデ ー タ の イ メ ー ジ 図

そ もそ も従 来 の流 通 で は 、ID番 号 で もの を特 定 で きれ ば 、それ で 流 通 の

た め の処 理 は十 分可 能 とさ れ て きた。 固定 的 な仕組 み にの ったマ ス ・デ ィ

ス トリ ビュ ー シ ョンで は、 もの さ え特定 で きれば流通 様 式 は一定 の ため 、

特 別 に複 雑 な情 報 を処 理 す る必 要 は なか っ た ので あ る74。 しか し、今 日の

ネ ッ トワー ク社 会 で は、 物 流 の仕 組 みが 非 常 に多様 化 し、 同 じもの で あ っ

て も さ ま ざ まな仕 組 み を通 って 流通 す る よ うに な って きた。 また、 消 費 者

とメ ー カ ー の直 結 型指 向 も強 くな り、 だ ん だん取引 対 象 が 何 で あ る か とい

う特 定 だ け で は な く、 そ の他 取 引 の客 体 に 関す る さ ま ざ まな 関連 情 報 が 円

滑 な流通 の た め に求 め られ る よ うに なっ て きた。 さ らに 、 デ ー タベ ー ス の

構 築 が か つ て よ りも非常 に安 価 で可 能 に な った こ とな どか ら、い まや社 会

は ア イデ ンテ ィフ ァイ アー 社 会 か らメ タデ ー タ社 会へ と移 行 しつ つ あ る と

言 え る。 コ ピーマ ー トは 、 こ う した社会 の動 きに対応 して 、 ア イデ ンテ ィ

フ ァイ ア ー とメ タデ ー タか らな る コ ピー マ ー トコー ドを用 い て、 円 滑 な コ

ンテ ン ツ流通 を図 るイ ン フ ラ なの であ る。

(4)ゲ ー ム に お け る メ タ デ ー タ

こ こで ゲ ー ム に 目 を戻 す と、今 後 の ゲ ー ム流 通 の展 開 を考 える 中 で 、随

所 に散 在 してい るで あ ろ うデ ー タの有 効 活 用 は大 きな課 題 となる。 先 に も

述 べ た よ うに、 ゲ ー ム業 界 とい う大 きな市 場 で は、部 分 ビジ ネス だ けで も

大 きなマ ー ケ ッ トと して成 長 して い く可 能 性 が大 きいが 、 そ れぞ れ の 部 分

ビ ジ ネス が 自由気 ま ま に勝 手 な ビジ ネス展 開 を行 って い くの で は、 ゲ ー ム

業界 全 体 と しての メ リ ッ トは半 減 す る。 部 分 は部 分 と して そ れぞ れ に成 長

を遂 げつ つ 、 また それ ぞ れ の 部 分 同士 で情 報 やサ ー ビス の 相互 乗 り入 れが

可 能 となれ ば 、業 界 全体 で の市 場 規 模 は莫 大 な もの とな るで あ ろ う。 この

よ うな理 想 的 な展 開 を遂 げ る た め には、 こ こで述 べ る メ タ デー タの相 互 運

用性 は欠 くこ との で きない 要 素 で あ る。
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図2-12メ タ デ ータ を媒介 と したア イデ ンテ ィ ファイ ア ーの

相互 運用例

コ ピー マ ー トの 仕 組 み の 中 には 、原 則 と して上 に述べ た よ うに 、内外 の

さ ま ざま な メ タデ ー タ との相 互運 用性 を確保 す る仕 組 み が備 わ っ てい る。

しか し、 ゲ ーム とい う大 きな市場 の 中で ミク ロの レベ ル か らコ ピーマ ー ト

を構 築 してい く場 合 には 、意 識 的 に この イ ンター フェ イス の 問題 を考 え て

い か な けれ ばな らな い面 もあ る。 その よ うな局 面 で は、先 に述 べ た よ うな

イ ン ター フ ェイス/コ ー デ ィネー ト事 業 が積 極 的 な活 躍 を期 待 され るの で

あ る。

こ う した ビジ ネ ス の展 開 に よ って ビ ジネス 間 の イ ンター フ ェイ スが 維 持

で きる よ うにな れ ば 、ここ に展 開 して きた コ ピーマ ー トの部 分 ビ ジネ ス は、

連 結 ・提 携 に よっ て全 体 モ デル の コ ピー マ ー トに近 い もの へ と進 化 して い

く。 この 結 果 、 こ れ まで に蓄 積 され たデ ー タ をそ の まま活 用 しつつ 、 か つ

円滑 な権 利処 理 の た め の仕 組 み がすべ て組 み込 まれ た一 つ の ゲ ー ム流 通 モ

デ ルが誕 生 してい くで あ ろ う。

(5)海 外 に お け る コ ピー マ ー トコ ー ド類 似 の 展 開

以 下 で は 参 考 ま で に 、 海 外 に お け る情 報 技 術 の 動 向 の う ち主 立 っ た も の

の 中 で 、 こ こ ま で に 述 べ た よ う な コ ピー マ ー トコ ー ドの 概 念 と比 して 、 非

常 に 類 似 し た 理 念 を 持 つ も の に つ い て 紹 介 す る 。 一 つ は ヨ ー ロ ッ パ の

INDECS75、 も う一 つ は ア メ リ カ のDOI76で あ る 。

(A)INDECS

INDECSは 、EUの 欧 州 委 員 会 が サ ポ ー ト し て い る プ ロ ジ ェ ク トで77、

ネ ッ トワ ー ク取 引 に お け る 知 的 財 産 問 題 を解 決 す る た め に 、 汎 用 性 の 高 い

メ タ デ ー タ ・フ ォ ー マ ッ トを 開 発 して い る78。 こ こ で は 、 もの の 概 念 や 動

き 、 関 係 な ど を一 か ら整 理 し、 あ ら ゆ る物 事 を タ グ を用 い た メ タ デ ー タ で
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記 述 し よ う と考 え て い る。'こ の よ う な形 で あ らゆ る 事 象 が メ タ デ ー タ化 で

き る仕 組 み を準 備 す れ ば 、 デ ジ タ ル デ ー タ に 関 す る 周 辺 情 報 に つ い て も あ

ら ゆ る こ と を記 述 で き る よ う に な る か ら で あ る 。 ま た 、 この メ タ デ ー タ で

の 記 述 を媒 介 項 とす る こ と に よ り、 既 存 の あ ら ゆ る デ ー タ に イ ン タ ー フ ェ.

イス を持 たせ る こ と も可 能 と さ れ て い る 。
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Being

Time

ObjeCt

Concept

團
秘縢

v"AUt'/tsza・nJbe|冊oちw

P・。pl・饗e{tw

図2-131NDECSの メ タ デ ー タ 構 造

MetadataMode|http=//….indgcs.org/pdf/m◎del3.pdfよ り引用

※一と侮 の図 ぱ 、㎜EO9が 検 討 し て い る メ タ デ ー タ の基 本 的 概,念 、

下の2つ ぱ それ を」衷ヲ/や知 βク財 産 権 に 一当 て ばめ ノを場 合 の摸 式 図 であ る。
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INDECSが 最 終 的 に 目標 と して い るの は 、上 に も述べ た よ うに 円滑 な権

利 処 理 流 通 の た め の フ レー ム ワ ー クづ く りで あ るが 、 現 在 の と こ ろ法 律

面 ・権利 面 での議 論 は活発 で は な く、 メ タデー タの 整備 に重 点 が 置 か れ て

い る。

このINDECSは 、世 界 的 に も高 い 関心 を集 め て い る が 、 そ こで 目指 し

てい る こ とは コ ピーマ ー トコー ドが考 え てい る こ との一 部 と非 常 に類 似 し

てい る こ とが分 か る。情 報 化 社 会 の 中 で散 在 す る情 報 に イ ン ター フ ェイ ス

を図 る こ とは、そ の ま ま コ ンテ ン ツの知 的財 産 権 処 理 に とっ て非 常 に重 要

な意 義 を有 す るので あ る。

(B)DOI

DOIは ノ ー マ ン ・パ ス キ ン博 士(Dr.NormanPaskin)の 提 唱 の 元 、 国

際DOI財 団 が 開 発 ・運 営 して い る も の で 、デ ジ タ ル ネ ッ トワ ー ク 社 会 の 中

で コ ンテ ン ツ を特 定 し、 ま た 効 率 的 に コ ン テ ン ツ を探 して 入 手 す る た め の

イ ン フ ラ を研 究 して い る79。DOIに は 、 書 籍 に つ い て い るISBNの 管 理 団

体 で あ る 国 際ISBN機 関 を は じめ と して 世 界 各 国 の 権 利 者 団 体 や コ ン テ ン

ツ 産 業 が 協 力 して お り、 一 つ の デ フ ァ ク トな 世 界 標 準 と して 注 目 さ れ つ つ

あ る 。

DOIも コ ピ ー マ ー トと 同様 、ア イ デ ンテ ィ フ ァ イ ア ー と メ タ デ ー タ の 二

本 立 て で コ ンテ ン ツ 流 通 を考 え て い る 。DOIの ア イ デ ン テ ィ フ ァ イ ア ー は 、

国 際DOI財 団 が 管 理 す る デ ィ レ ク ト リ、 そ れ ぞ れ のDOI運 営 者 が 管 理 す

る プ レ フ ィ ック ス 、 各 権 利 者 が 管 理 す る サ フ ィ ッ ク ス の3階 層 か ら な っ て

お り、 こ の よ う に 管 理 主 体 が 階 層 化 した 構 造 を 「連 邦 主 義(Federation

Principle)」 と呼 ん で い る 。 か か る 構 造 は 、 コ ピ ー マ ー ト コ ー ドの 共 通 コ

ー ド+参 照 コ ー ドの 仕 組 み と非 常 に類 似 し て い る80
。 た だ し、 オ ー プ ン コ

ー ド的 な視 点 はDOIで は 明 確 で は な い
。

10.

一/
ディレクトば

全体で一意

1234.5678

サフイツ操只

ゴレブイツ扮スの中で一意

ゴレコイッタヌ

デイレクト1」の中で一意

図2--14DOIの ア イ デ ン テ ィ フ ァ イ ア ー

またDOIは メ タデ ー タを、コ ンテ ンツ に関 す る 関連 情 報 を引 き出 す た め

の ツ ール と して考 え て お り、 た とえ ばあ る論 文 で 引用 され て い る他 の論 文

な ど を、 メ タデ ー タ を通 じて 簡単 に引 き出す こ とが で きる と して い る81。
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この よ うな 、 コ ンテ ンツ相 互 間 の位 相 情 報 は、 ゲ ー ムの よ うなマ ル チ メ デ

ィア コ ンテ ン ツで は こ とさ ら重 要 な もの に なる と考 え られ る。 最近 で は、

テ レビ番 組 の効 果 音 な どで ゲ ー ムのサ ウ ン ドエ フェ ク トが 利 用 され る ケ ー

ス も多 く見 受 け られ る な ど、 ゲ ーム ソ フ トの部分 的 要 素が 単 独 で流 通 して

い くこ とが予 測 され るか らで あ る。

馨 馨 欝 欝
権利保有者 栽蘇り課有者 縫鞘煤有者権事噂ぱ有者
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=コンテン㌢特 定システム

図2-15DOlに お けるアイデンティファイアー とメタデ ータの機能

DOIUsedforReferenceLinking:DOI・Xhtt:〃dx.doi.or/10.1000/6382・1よ

DOIで は 、メ タデ ー タ を利 用 した権 利 記 述 につ い て も検 討 を始 め て い る

82。 こち らは まだ立 ち上 げ手 間 もない段 階 で あ るが 、 現在 の と ころ で は 、

まず 出版 社 な どの権 利 者 関 連 情 報 を整 理 す る ところ か ら始 め て い る ようで

あ る。

この よ う に、詳 細 におい て は若 干 の 違 い は見 受 け られ る もの の 、 ア イデ

ンテ イ フ ァ イ アー とメ タデ ー タ、権利 記述 の3つ の仕 組 み に よ るデ ジ タル

コ ンテ ン ツ流 通 とい うイ ン フ ラは 、コ ピーマ ー トとDOIに 共 通 す る要素 で

あ る。 か か る イ ンフ ラの整 備 は 、今 後 世 界 的 に急展 開 してい くもの と予 測

され る。
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図2-16コ ピ ー マ ー トに お け る コ ピー マ ー トコ ー ドの 運 用
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3.ビ ジネ ス モデル にお ける シス テム化研 究

こ こ で は 、 「1.3.1(3)部 分 モ デ ル 型 」 で 述 べ ら れ た3つ の 部

分 モ デ ル と全 体 モ デ ル に つ い て 、 シ ス テ ム 面 か ら の 検 討 を行 な い 、 実 装 モ

デ ル を 示 す 。

3.1カ タ ロ グ 型

カ タロ グ型 シス テ ム で は、 ゲ ー ム ソ フ トの カ タロ グ情 報 の提 供 を主務 と

す る。 カ タロ グ情 報 の 範 囲 は、 ゲ ー ム ソ フ トの書 誌 情 報 か ら、権 利 情 報 に

いた る まで、さま ざ まな ものが 考 え られ るが 、この タ イ プの シス テ ムで は、

権 利処 理 やゲ ー ム ソ フ トそ の もの の提 供 は行 わず 、利 用 者 に対 して は情 報

を提 供 す るの み で あ り、利 用 者 が 実際 にゲ ー ム ソ フ トを入手 した り、権 利

処 理 を行 お う とす る と、 そ れ らの 機能 を もっ た外 部 の シス テ ム を利 用 す る

こ とに なる。 この た め、 カ タロ グ型 シ ス テ ム で は、 これ ら外 部 シス テ ム と

の イ ンター フ ェイス が必 要 とな る。

もっ とも単 純 な カ タロ グ型 シス テ ムの構 成 は図3-1の よ うにな る。

D利 用者端末D D

ネ ッ ト ワ ー

カ タロ グ型 シス テム

カ タ ロ グデ ー タ

ベ ー ス

ゲ ー ム ソ フ ト提供

外 部 システム

権利処理外 部 シス

テム

図3-1カ タ ロ グ型 シス テ ムの概 要

カ タ ロ グ情報 提 供 そ の もの に対 して対 価 を徴 収 しな い な らば 、 カ タロ グ型

シス テ ム と利 用 者 の 間 で 、課 金 ・料 金徴 収処 理 が な され る こ とは な い。 逆

に、会 員 制 、従 量 制 な ど何 らか の形 で 、利 用 者 か ら カ タ ロ グ型 シス テ ム の

使 用 料 を徴 収 す る よ うな場 合 に は、 これ に加 えて 、利 用 者 管 理 モ ジュ ー ル

が必 要 にな る。 た だ し、 カ タ ロ グ型 シ ス テ ム にお い て 、 その よ うな運 用 形

態 が と られ る こ とは比 較 的 稀 で あ る と考 え られ る。何 となれ ば、 カ タ ロ グ

情 報 そ れ 自体 に価 値 が あ る場 合 は別 と して 、 カ タロ グ情 報 の 提 供 の最 大 の
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目的 は 、 ゲ ー ム ソ フ トの販 売 、お よび許 諾 の促 進 にあ る と考 え られ るか ら

で あ る。

ここで考 え られ る利用 者 の一般 的 な利 用形 態 は以下 の よ うにな る。

(a)カ タ ログ型 シス テム に ア クセ ス し、 カ タロ グを検 索 す る。

(b)検 索結 果 を も とに、実 際 の ゲ ー ム ソフ ト提 供者 ヘ ア クセ ス し、 ゲ
ーム ソフ トを入手 、 または権利 処理 を行 う。
一 方

、 カ タ ログ情 報 はそ れ ぞれ の ゲ ー ム ソ フ トの権 利保 有者 で あ る メ ー

カー等 か らカ タ ロ グ型 シス テ ム に対 して提 供 され る。 この と き、 シス テ ム

構 築 の観 点 か らは以 下 の点 が 問題 となる。

(イ)カ タ ロ グデ ー タベ ー スの更新

新 た な ゲ ー ム ソ フ トの追 加 や 、販 売 中止 となった もの の 削 除 な ど、

時 間 の経 過 に よっ て、 変 化 す る商 品状 況 を時 間差 な くデ ー タベ ー ス

に反 映 させ な け れば な らな い

(ロ)カ タ ロ グ デー タか ら外 部 シス テ ムへ の イ ンター フ ェ イス とそ の

保守

ゲ ー ム ソ フ トの提 供 、 お よび権 利 処理 は カタ ロ グ型 シス テ ム で は行 わ な

い が、利 用 者 が実 際 にゲ ー ム ソ フ トを購 入 した り、権利処 理 を行 お う と し

た と きに は、 そ れ らの機 能 を もった外 部 シス テムへ 処理 を引 き継 ぐ必 要 が

あ る。 この イ ン ター フ ェイ ス を、 ゲ ーム ソ フ ト毎 の リンク情 報 と して保 守

していか な けれ ば な らない。

さ らに、 シス テ ム運 営 の観点 か らは、以 下 の点 も重要 であ る。

(ハ)シ ス テ ム運営 費 の捻 出

カ タ ロ グ型 シス テ ム の運 営 に あ た っ て必 要 な経 費 を カバ ーす

る と と も に、 カ タ ロ グ型 シス テ ム に よって どの よ う に利 潤 を

あ げ るか の仕 組 みが必 要 であ る。

まず 、 もっ と も単 純 な ケ ース と して 、単 独 の ゲー ムメ ー カ ーが 自 ら保 有

す るゲ ー ム ソ フ トの販 売 の ため に、 カ タ ログ型 システ ム を構 築 、運 営 す る

場 合 を考 え る。 この と き、 カ タ ログ型 シス テ ム運 営者=ゲ ー ム ソ フ ト提 供

者 とな り、(ハ)は 、 販売 によ る利 益 に よ って まか な うこ とが考 え られ る。

ま た、 自社 の みの カ タ ログ とい うこ とか ら、 カ タロ グ自身 も 自己完 結 した

もの とな り、 書 式 等 も比 較 的 自 由 に 自社 内 で 決 め る こ とが で き る た め 、

(イ)(ロ)に つ い て も、自社 での 管理 方 式 にあ っ た独 自の シス テ ム を組 む

こ とが可 能 とな る。 しか しなが ら、1社 のみ の カ タログで は 、集 客 力 に も

乏 し く、 また 、利 用 者 か ら見 る と、今 度 はゲ ー ム ソ フ トで は な くカ タ ロ グ

を探 して 回 らね ば な らない とい った事 態 も引 き起 こ しか ね な い。 そ こで 、

複 数 の ゲ ー ム メ ー カ ー に また が る ポー タルサ イ ト的 な役 割 を もつ カ タ ログ

型 システ ム が望 まれ る。

複 数 メー カ ー を対 象 と した カ タロ グ型 シ ス テ ムで は、そ れ らす べ て を検

索 の対 象 とす る ため 、利 用 者 に とって1箇 所 で ほ しい情 報 が 入 手 しや す く

な る。 逆 に 、 シス テ ム側 か らは、 そ の よ うな検 索 を成立 させ る た め に は 、
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各 メ ー カ ー の ゲ ー ム ソ フ ト情 報 が 個 々 に 独 自 の フ ォー マ ッ トで 格 納 さ れ て

い た の で は都 合 が 悪 い 。 そ こ で 、 そ れ ら の カ タ ロ グ 情 報 を 一 元 管 理 す る た

め の 共 通 フ ォー マ ッ トを設 定 す る必 要 が 生 じ る。 一 方 で 、 各 社 は独 自 の フ

ォー マ ッ トで ゲ ー ム ソ フ トに 関 す る 情 報 を 管 理 し て お り、 中 に は社 外 秘 の

情 報 も含 ま れ て い る こ とが 考 え られ る 。 こ の と き 、 一 か ら共 通 フ ォ ー マ ッ

トの カ タ ロ グ情 報 を作 り直 す の で は な く、 図3-2に 示 す よ う な既 存 の デ

ー タか らの 変 換 に よ っ て
、 カ タ ロ グ型 シ ス テ ム 用 の デ ー タ を効 率 よ く作 成

す る 仕 組 み が 必 要 で あ る 。 デ ー タ変 換 に 関 す る技 術 は さ ま ざ ま な も の が あ

る が 、 既 存 の デ ー タ ベ ー ス と も接 続 で き 、 相 互 に デ ー タ交 換 可 能 な 手 法 と

して 、デ ー タ をXML(ExtensibleMarkupLanguage)を 用 い て 記 述 し、 そ

れ ら の 変 換 にXSLT(XSLTransformations)を 用 い る 手 法 が 有 望 で あ る 。

さ ら に 、 各 社 フ ォ ー マ ッ トが そ れ ぞ れ 独 自 の デ ー タ ベ ー ス で 管 理 さ れ て

お り、 中 に は公 開 不 可 の 情 報 も含 ま れ て い る状 況 を 考 え る と 、 各 社 デ ー タ

ベ ー ス の デ ー タ か らの 自動 変 換 が 可 能 な仕 組 み を作 り、 公 開 可 能 な情 報 の

み が カ タ ロ グ デ ー タ ベ ー ス に 移 行 さ れ 、各 社 の デ ー タ ベ ー ス を 更 新 す れ ば 、

自動 的 に カ タ ロ グ デ ー タベ ー ス の 内 容 も 更 新 さ れ る よ う な 仕 組 み を作 る こ

とが 望 ま しい(図3-3)。 こ うす る こ と に よ っ て(イ)の 問 題 は 解 決 され

る 。 ま た 、(ロ)に つ い て も、 ゲ ー ム ソ フ ト毎 に、 そ れ を管 理 して い る 外 部

シ ス テ ム と、 そ の 呼 び 出 し方 が 定 ま り、 そ れ を 決 定 す る の は 、 そ れ ぞ れ の

権 利 保 有 者(各 メ ー カ ー)で あ る と考 え ら れ る 。 そ こ で 、 共 通 フ ォ ー マ ッ

トの 書 誌 情 報 の 中 に 、 現 在 、 そ の ゲ ー ム ソ フ トを 入 手 、 権 利 処 理 を 行 う際

に ア ク セ ス す べ き外 部 シ ス テ ム を指 定 す る 欄 を設 け て お く こ と に よ り、 そ

の 更 新 を各 メ ー カ ー に任 せ 、 カ タ ロ グ 型 シ ス テ ム は 、 ゲ ー ム ソ フ ト毎 に指

定 欄 に記 述 され て い る外 部 シ ス テ ム を指 定 さ れ た 方 法 で 呼 び 出 す こ と に よ

り、 外 部 シス テ ム との イ ン タ ー フ ェ イ ス を と る こ とが で き る(図3-4)。

な お 、 こ の 呼 び 出 しの 際 の プ ロ トコ ル は 、 異 な る コ ピ ー マ ー ト部 分 モ デ ル

間 で 相 互 に や り取 りが で き る よ う に 、 コ ピ ー マ ー ト全 体 で 共 通 の も の を設

計 し、採 用 す る こ とが 望 ま しい 。
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70



D利 用者端末
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図3-4外 部 シ ステ ム との イ ンター フ ェイ ス

なお ミ カ タロ グ デ ー タベ ー ス に格 納 され てい る最新 情 報 を も とに 、検 索

に効 果 的 な各 種 イ ンデ ックス を作 成 す る こ とは、利 用 者 の補 助 に もな り、

販 売促 進 に もつ なが る ため、 カ タ ログ型 シス テ ム運営 者 の 仕事 とな る。

次 に 、運 営 に つ い て は、各 ゲ ー ム メ ー カーが 共 同で 出資 、 運 営 にあ た る

形 態 が考 え られ る一方 で、 完 全 に独 立 した事 業体 と して運 営 を行 うケ ー ス

も考 え られ る。 この場 合 は、 カ タ ロ グ に記 載 す る各 メ ー カー の協 力 が得 ら

れ るか ど うか が 大 きな鍵 とな るが 、 同 時 に(ハ)の 問題 、 す なわ ち、 この

独 立 した事 業体 が い か に収益 を あ げ る か を解 決 しなけ れ ば な らない 。 これ

につ い て は、利 用 者 か らの シス テ ム使 用 料 の徴 収 、 ゲ ー ム メー カー か らの

カ タロ グ掲 載料 の徴 収 、広 告 主 か らの 広 告 掲 載料 の徴 収 な どさ ま ざ ま な方

法が 考 え られ るが 、 こ こで は、 シス テ ム で実 現可 能 な一 つ の形 態 と して 、

カ タロ グ型 シス テ ムが利 用 され た こ と に対 して、ゲ ー ム メー カ ーか ら料 金

を徴収 す る仕 組 み につ い て述 べ る。

ゲ ー ム メー カ ーが カ タ ロ グ型 シ ス テ ム に ゲー ム ソ フ トを登 録 す る最 大 の

目的 は そ の販 売 、使 用 許諾 に よる利 潤 追 求 で あ る と考 え る と、 た とえ掲 載

して も、ま った く売 れ な けれ ば、そ の効 果 は なか った と考 え られ る。逆 に、

利用 者 が カ タロ グ型 シ ステ ム で検 索 を した 結果 、 そ の メ ー カ ー の ゲ ー ム ソ
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フ トに 対 して ア ク セ ス して き た な ら ば 、掲 載 の 効 果 は あ っ た と考 え て よ い 。

そ こ で 、 カ タ ロ グ型 シ ス テ ム で 管 理 して い る 各 メ ー カ ー へ の リ ン ク(外 部

シ ス テ ム の 呼 び 出 し)が た ど ら れ た こ と に対 して 、 各 ゲ ー ム メ ー カ ー か ら

料 金 を徴 収 す る 仕 組 み が 考 え ら れ る(図3-5)。
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図3-5リ ンクの選択 の カ ウ ン ト

カ タ ロ グ型 シ ステ ムで は、検 索 結 果 の うち、利 用 者 が 実 際 にた どっ た リ

ン ク を記 録 して お くこ とが で きる。 また、 リ ンク先 で は、 あ る利用 者 が ど

の カ タ ロ グ型 シス テ ムか らリ ン ク をた どって きた か を調 べ る こ とが で きる。

この両 者 の 情報 を付 き合 わせ る こ とに よ り、実 際 に あ る特 定 の カ タロ グ型

シス テ ムが利 用 され た 回数 に応 じて 、 メー カ ーか ら料 金 を徴 収 す る こ とが

考 え られ る。
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3.2権 利処 理 型

権利処 理 型 シス テ ム で は 、利 用 者へ の 使 用 許諾 を主 務 とす る。 この タイ

プ のシス テ ムで は、 ゲ ー ム ソ フ トその もの の提 供 は行 わず 、 利用 者 が 実 際

にゲー ム ソ フ トを入手 しよ う とす る と、 そ の機 能 を もっ た外 部 シス テ ム を

呼 び出す こ とに な る。権 利 処 理 型 システ ム と して はそ の た めの イ ン ター フ

ェイス も必 要 とな る。 また 、使 用 の許諾 を与 え るの はあ くまで も権 利 者 で

あ り、シス テ ムは利 用 者 と権 利 者 に対 して交 渉 の場 を提 供 す る もので あ る。

た だ し、 権利 処 理 を行 うに あ た って、 必 要 な情 報 を利 用 者 に提 供 す る必 要

が ある ため 、権 利 処 理型 シ ス テ ムで は、 ゲ ー ム ソフ トに 関す る書誌 情 報 、

権 利 内容 、使 用条 件 とい った各種 情 報 の提 示 も行 う必 要 が あ る。

従 って 、権利 処 理型 シス テ ム に は、 ゲ ー ム ソ フ トの権 利 者 と利用 者 の双

方 が ア クセスす る こ とにな る。 この構成 を図3-6に 示 す 。

D利 用者端末D権 利者端末

ヲ㍗
権

べ

ゲ ー ム ソフ ト提 供

外 部 システム

図3-6権 利処理型 システムの概要

こ こには、 ゲ ーム ソ フ ト権 利 者 、 利用者 、 権 利 処 理 型 シ ス テ ム運営 者 の3

者 が登 場 す る。権 利者 は権 利 処 理 型 シス テ ム に対 して権 利 の登 録 を行 う。

利 用者 は、登 録 され て い る権 利 の中か ら許 諾 を受 け た い もの を検索 し、対

価 を支払 って、許 諾 を得 る。 よって、 シ ス テ ム と して は、

(イ)権 利 登録 の た め の権 利 者用 イ ン ター フェ イス

(ロ)許 諾 を うける た めの利 用者 用 イ ン ター フ ェイ ス

(ハ)権 利 情報 、許 諾 履 歴 を管理 す る権 利 情 報 デー タベ ース

が必 要 とな る。

権利 者 は、権利 者 用 イ ン ター フェ イス を用 い て、 どの よ うな許 諾 条 件 に

対 して、 どれ だ け の対 価 を設定 す るか とい った こ とを 自 らの意志 で設 定 す
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る。 この 際 、 自由度 が大 きす ぎる と、 か え っ て設 定 が 困 難 にな る こ と もあ

る ため、 その業 界 で の標 準 的 な許諾 形 態 や価 格 を テ ンプ レー トと して準 備

してお くこ とも有用 で あ る。 しか しなが ら、使 用 条件 は あ くまで も権 利 者

の 自由意 志 に よ って設 定 され 、 テ ンプ レー トに よ る規 制 は行 われ るべ きで

は ない。 ただ し、登 録 の し易 さ、 業 態 毎 に特 化 した シ ス テ ム とい う位 置 付

けで、特 色 を持 っ た個 別 の シス テ ムが構 築 され る こ とはあ り得 る。

権 利処 理 型 シス テ ム で は、実 際 の コ ンテ ンツの提 供 は行 わず 、必 要 に応

じて外 部 シス テ ム を呼 び出 す こ とに な るた め 、 ゲ ー ム ソ フ ト毎 に、 どの 外

部 シス テ ム を どの よ う な方 法 で呼 び出 せ ば よいか を記 述 す る こ とに よ り、

外 部 シス テ ム との イ ンター フェ イス を とる。 この イ ン ター フェ イス は、 少

な くと も互 い にや り取 りをす る コ ピーマ ー ト部 分 モ デ ル 間で は共通 の プ ロ

トコル を用 い る必 要 が あ り、理 想 的 に は、任 意 の コ ピーマ ー ト部分 モ デ ル

間 での相 互接 続 性 を保 証 す る た め に、 コ ピー マ ー ト全 体 で共通 の もの を採

用 す る こ とが望 ま しい 。

権 利者 が登 録 した権 利 情 報 は権 利 デ ー タベ ース に蓄 え られ る。こ う して 、

権 利 デ ー タベ ー ス に は、各 ゲ ー ム ソ フ トに関 す る書 誌 情 報 、権 利 内容 、使

用 条件 が 蓄 積 され て い く。権 利 処 理 型 シス テ ム運 営 者 は 、検 索 シス テ ム を

構 築 して 、利用 者 の 要 求 に応 じて これ らの情 報 を検 索 ・閲覧 しや す い シ ス

テ ム を構 築 す る必 要 が あ る。 この部 分 は、運 営 者 毎 に特 色 を出 して、 他 と

の差異 化 をはか りや す い部 分 で あ る。ゲ ー ム ソ フ トの 書誌 情 報 、権利 内容 、

使 用 条件 のそ れ ぞ れ 、 お よびそ れ らが 複 合 した もの が検 索 対象 となる が 、

法 的 な専 門用 語 で は な く、 そ の業 界 で使 われ て い る言 葉 や許諾 形 態 に応 じ

て検索 で きる よ うにす る こ とが重 要 で あ る。

利用 者 は、利 用 者 イ ン ター フ ェイ ス を通 じて権 利 処 理 型 シス テム に ア ク

セ ス し、 ゲ ー ム ソ フ トに関 す る書 誌 情 報 や権 利 内容 、利 用 条件 に関す る情

報 の提 供 を受 け る と と もに、選 択 した特 定 の ゲ ー ム ソ フ トに関す る権 利 処

理 を行 い 、対価 と引 き換 え に許諾 を得 る こ とが で きる。権 利処 理 は権 利 者

と利 用者 の合 意 の 上 に な され る。 さ らに、 当該 ゲ ー ム ソ フ トの入 手 を希 望

す る場 合 は、権 利処 理 型 シス テ ム か ら、外 部 シス テ ムで あ るゲ ー ム ソ フ ト

提 供 シス テ ム を呼 び 出す こ とが で きる。

さ らに、合 意 形 成 の た め に、利 用 者 は許 諾 内容 につ い て、権 利 者 と交 渉

す る こ とが で きる。 この と き、利 用 者 が権 利 者 と直接 や り取 りす る こ と も

考 え られ るが 、 権利 者 情 報 を開示 して い な い権 利 者 に対 して も交 渉 が 可 能

となる よ うに、 シス テ ム を介 した通信 もサ ポー トす る必 要 があ る。

本 シス テム で は、特 定 の利 用 者へ の 許諾 の発 行 、 お よび対 価 の徴 収 業務

が発 生す る ため 、 許 諾 履 歴 管 理 シス テ ム、 認 証 シス テ ム、課 金 シス テ ム と

連 動 す る必 要 が 生 じる(図3-7)。 許諾 履 歴 管 理 シ ス テム で は、いつ 誰 に

どの よ う な内容 の 許 諾 を行 った か を記 録 してい く。 認 証 システ ム は、 権 利

を登 録 しよ う と して い る権 利 者 や許 諾 を受 け よ う と してい る利用 者 が 正 に

本 人で あ る こ とを確 認 す る。 課 金 シス テ ム に よ っ て、 そ れ ぞれ の利 用 者 か
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ら徴 収 され る対 価 と、権 利 者へ 還 元 され る額 が 管 理 され る。 課 金 シス テ ム

が さ らに電 子 決 済 シ ス テ ム と連 動 す る と、 決 済 まで が ネ ッ トワ ー ク上 で完

結 す る こ とに なる。
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許諾履歴管理
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図3-7外 部 シス テ ム との連 携

あ る ゲ ー ム メー カ ーが 、 自社 が権 利 を保 有 す る ゲ ー ム ソフ トの権利 処 理

型 シス テ ム を運 用 す る場 合 は 、権利 者 と シス テ ム運 用 者 が 同一 で あ る ため 、

権 利 処 理型 シス テ ム の ラ ンニ ング コス トは権 利 処 理 の対 価 に よっ て まか な

われ る こ と も考 え られ るが 、独 立 した事 業 体 が 運 営 す る場 合 に は、 収益 を

あげ る手 段 を考 え る必 要 が あ る。 これ に は、 会 員 制 な どに よる利 用 者 か ら

の シス テ ム使 用料 の徴 収 、 権 利 者 か らの 登 録 料 の徴 収 、広 告 収 入 な どの形

態 が あ り得 る。 また 、 手 数 料 方 式 と して、 権 利処 理 が な され 、許 諾 が成 立

した場 合 に、 そ の 売 上 に応 じた手 数料 を徴 収 す る方 法 もあ る。 実 際 には 、

ビ ジネ ス形 態 にあ わ せ て、 これ らの い くつ か を組 み 合 わせ た方 法 が採 用 さ

れ る もの と考 え られ る。

ここ まで は 、単 純 化 の た め に、 各 ゲ ー ム ソ フ トにつ い て、 そ の 権利 者 を

一 人(社)と 仮 定 し
、 そ の権 利 者 が権 利 登 録 を行 う とい う前 提 で議 論 をす

す め て きたが 、現 実 に は 、ゲ ー ム ソ フ トの 制作 には 巨額 の資 本 が 投 下 され 、

多 数 の人 間が そ の 制作 に関 わ り、結 果 と して 複数 の権 利 者 が発 生 す る こ と

が考 え られ る。 も し も、 そ の 中で代 表 者 が 定 ま り、権 利 処 理 は必 ず そ の代

表 者 を通 じて行 わ れ るの で あ れば 、シス テ ム 的 に は特 に手 当 て は必 要 ない 。

シス テ ムか ら見 れ ば 、 そ の代 表 者 が権 利 者 の すべ て で あ り、個 別 の権 利 者

の権 利 や 主 張 の調 整 、各 権 利 者 へ の対 価 の分 配 な どはす べ て その代 表者 を

通 じて行 われ 、 シス テ ム 自身 はそ れ らにつ い て何 も関知 しな くて もよい か

らであ る。
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しか し、 この形 態 は代 表 者 に とって は相 当 の負 担 とな る た め 、 これ ら複

数 権 利 者 の権 利 を と りま とめ て管理 す る権 利 管理 事 業 が 別途 考 え られ る。

これ は複 数権 利 者 か ら権 利 の寄 託 あ るい は譲 渡 を受 けて 、権 利 処 理 型 シス

テ ム に対 して は権 利 者 と して振 舞 い 、権 利 登録 をす る一方 で 、各 権利 者 に

対 して許諾 に対 す る対 価 の分 配 を行 う。この事 業体 の運 営 は権 利 者 の会 費 、

ま た は登 録 や分 配 業務 の手 数 料 とい う形 で まか なわ れ る。 これ らの作 業 を

手 動 で行 うこ と も可 能 で あ るが 、 これ を システ ム化 して権 利 管 理 シス テ ム

を構築 した場 合 、権 利 管 理 シス テ ム と権 利 処理 型 シス テ ム の 間 の関係 は図

3-8の よ うに な る。

権利者群DD_D

権利管理 システム

分 配 テ ー

ブ ル

対価

D権 利者

登録

登録

対価

権利処理型 システム

タ一げ

ス

刃

一

権

べ

図3--8権 利管 理 システ ム と権 利 処理 型 シス テ ムの接 続

権 利管 理 シス テ ムで は、権 利 者 へ の利 益 配分 にお い て 包括 的 な分 配方 式

も と り得 るが 、 ゲ ー ム ソ フ トの使 用 条件 に応 じて異 な る対 価 の分 配方 法 を

管 理 し、 実 際 に許 諾 され た 内容 に応 じた分 配 を行 う こ とが 望 ま しい 。 この

た め に、 権 利 処 理 型 シス テ ム か らは、 単 に対 価 だ け で は な く、 どの使 用 条

件 で許諾 が 行 わ れ たか とい う情 報 を受 け取 って、 これ を も とに分 配 テ ー ブ

ル を検索 して、 該 当す る権利 者 に対 して、対 価の分 配 を行 う。

一 方
、権 利 処 理 型 シス テ ム か ら見 れ ば、 権利 管 理 シス テ ム を完全 に別 個

の事 業体 が 管 理 す る シス テ ム とす れ ば、 そ れ を単 独 の 権 利 者 とみ な して今

ま で述べ て きた よ うな処理 を行 え ば よい 。 一方 、権 利 管 理 シス テ ム を権 利

処 理 型 シス テ ム のサ ブ シス テ ム とみ なす よ うな場 合 に は シス テ ムの効 率 化

の た め に分 配 テ ー ブ ル を権 利 デ ー タベ ース の内部 に もつ こ と も考 え られ る。
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3.3コ ン テ ン ツ提 供 型 シ ス テ ム

(a)概 要

コ ンテ ン ツ 提 供 型 モ デ ル は 、ゲ ー ム ソ フ トを 物 理 的 に提 供 で き る 者(社)

が 行 う ビ ジ ネ ス モ デ ル で あ り、 コ ピ ー マ ー トに お け る コ ン テ ン ツ提 供 型 の

部 分 モ デ ル で あ る 。 こ の モ デ ル は 、 他 の モ デ ル と 同様 に権 利 保 有 者 と利 用

者 の 間 に存 在 し、 そ の 機 能 と して 主 に コ ンテ ン ツ の 提 供 を 行 う、 コ ピ ー マ

ー トの 中 の コ ピー マ ー ケ ッ ト機 能(COM)を ベ ー ス に し た ビ ジ ネ ス モ デ ル

で あ る 。

図3-9コ ンテ ンツ提供 型 モデル

「1.3.1(3)部 分 モ デル 型」 で述 べ た よ う に、 コ ンテ ンツ提 供

型 モ デ ル は、 そ の主 な業務 は コ ンテ ン ツ提 供 であ り、取 引 の 最 中 に コ ンテ

ンツ に係 る権 利 処 理 まで行 う もの で は ない 。 その た め 、 コ ンテ ンツ提 供 型

事 業体 が扱 うコ ンテ ンツ(ゲ ー ム ソ フ ト)は 、(ア)既 に権 利 処 理 済 み の も

の 、(イ)必 要 に応 じて権 利 処理 され る もの 、 の2種 類 に なる。

(b)プ レ イ ヤ ー

「1.3.1(3)部 分 モ デ ル 型 」 で 述 べ た よ う に 、 コ ン テ ン ツ提 供 型

の プ レ イ ヤ ー は次 の とお りで あ る 。

・権 利 保 有 者(ゲ ー ム ソ フ ト権 利 保 有 者 、 権 利 管 理 事 業 体)

・ コ ン テ ン ツ提 供 型 コ ピ ー マ ー ト事 業 者

・ 利 用 者(エ ン ドユ ー ザ 、 ビ ジ ネ ス ユ ー ザ)

以 下 、

・ 権 利 処 理 済 み コ ン テ ン ツ を扱 う コ ン テ ン ツ提 供 型 シ ス テ ム

・ 必 要 に 応 じて コ ン テ ン ツ の 権 利 処 理 を行 う(権 利 処 理 型 シ

ス テ ム との イ ン タ ー フ ェ イ ス を持 つ)コ ン テ ン ツ提 供 型 シ ス テ ム

につ い て 、 シ ス テ ム構 成 を考 え る 。
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(b)シ ス テ ム 構 成

(ア)権 利 処 理 済 み の コ ン テ ン ツ を扱 う コ ン テ ン ツ提 供 型 シ ス テ ム

図3-10に 権 利 処 理 済 コ ン テ ン ツ提 供 型 シ ス テ ム に お け る 機 能 ブ ロ ッ

ク及 び デ ー タの 流 れ を示 す 。 本 シ ス テ ム は 、 次 の 機 能 を提 供 す る。

・ ユ ー ザ 登 録 ・認 証

・ 権 利 処 理 済 ゲ ー ム登 録

・ ゲ ー ム 検 索

・ ゲ ー ム 購 入

'課 金

・ 交 渉

① ユ ーザ 登録 ・認 証 機 能

コ ンテ ンツ提 供 型 シス テ ムの利 用者 及 び権 利 者 は、 ゲ ー ム登録 、 ゲ ーム

検 索 、 ゲ ー ム購 入 、 課 金 及 び交 渉の各 機 能 を使 う際 に認 証 を必 要 と され る

た め 、 あ らか じめ 、 ユ ーザ 管 理 デ ー タベ ー ス に登 録 され る。 この機 能 は、

ユ ーザ 管 理 デー タベ ース に権利 者 や利 用者 の情 報 を登録 し、 別機 能 を利 用

す る前 にユ ーザ を認 証 す る 。 また、下 記課 金 機 能 が 実 際 にユ ーザ の 口座 か

ら利 用 料 を引 き落 と し、権 利 者 の口座 に入 金 す る とい った処 理 が 、 リアル

タイ ムで行 われず 、例 え ば1ヶ 月 に1回 行 わ れ る場 合 、 そ れ まで の ゲ ー ム

購 入履 歴 の記 録機 能 も提供 す る。

② 権 利処 理 済 ゲ ー ム登録 機 能

権利 保 有 者 は、 コ ンテ ンツ提供 型 コピー マ ー ト事 業 者 の提 示 す る単 純 化

され た条 件 を承 諾 し、 ゲ ー ム を コ ンテ ンツDBに 登 録 す る。 コンテ ンツ提

供 型 シス テ ム は、 単 純 化 され た提 供 条件 を提 示 し、権 利 者 は 自 らの ゲ ー ム

を利 用 者 に提 供 す る条 件 を、 その 中か ら選 択 す る 。選 択 され た単純 化 され

た提 供 条 件 は、ゲ ー ム ソ フ トと共 に コ ンテ ン ツデ ー タベ ー ス に登 録 され る。
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図3-10権 利 処 理 済 コ ンテ ンツ提供 型 シ ステ ム

③ ゲ ーム検 索 機 能

利用 者 は、認 証 を受 け た後 、 購 入 したい ゲ ー ム を検 索 す る。検 索 結 果 に

は、権 利保 有 者 が 承 諾 した単 純 化 され た提 供 条件 も同時 に表 示 され 、利 用

者 が従 う利用 条件 及 び利用 料 金 を確認 で きる よ うにす る。

④ ゲー ム購 入機 能

利 用者 は、ゲ ー ム検 索 結 果 の 中 か ら購 入 す るゲ ーム を選 択 す る。そ の時 、

検 索 結 果 と して 表 示 され る利 用 条件 及 び利 用 料 金 に対 して承諾 した もの と

見 な し、利 用 条件 を コ ンテ ン ツ にパ ッケ ー ジ して 、利 用 者 に渡 す(利 用 者
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が ダウ ンロー ドす る)。 利 用 料 金 は、課 金 機 能 に渡 され 、購 入 した利 用 者 か

ら料 金 を徴 収 し、購 入 され たゲ ー ムの権利 保 有者 に還 元 す る。

⑤ 課 金機 能

ゲ ー ム購 入 機 能 か ら、利 用者 情 報 、利 用 者が購 入 したゲ ー ム情 報 及 びゲ
ー ムの料 金 を受 け取 り、 そ の利 用 者 か らゲ ー ム料 金 を徴 収 す る。 徴 収 され

た料 金 は、 ゲ ー ム情 報 か ら特定 される ゲー ム権利保 有 者 に還 元す る。

ゲー ム購 入 時 に リア ル タ イム で課 金処 理 す る方 法 と、 月 毎等 一 定 期 間の

ゲ ー ム購 入履 歴 を集 計 し、課 金 処 理 す る方 法が考 え られ るが 、購 入 履 歴 を

集計 す る場 合 は 、ユ ーザ デ ー タベ ー ス に登 録 され て い るユ ー ザ毎 に購 入履

歴 を記 録 して お く。

⑥ 交 渉機 能

利 用者 が ゲ ー ム を検 索 した時 に、そ こ に表示 され る利 用 条件 や利 用 料 金

に関 して 、 そ の ゲ ー ムの権 利 保 有 者 と交 渉 す る時 に利 用 す る機 能 。 権 利 保

有 者 に関 す るプ ラ イバ シ情 報 を開示 す る こ とな く、 利 用者 の 要求 を権 利 保

有 者 に送 付 し、 そ れ に対 す る権 利 保 有 者 の応 答 を利 用 者 に届 け る機 能 を提

供 す る。

また、 ゲ ー ム に関 す るバ グ情 報 や改 善 要求 の交換 のた め に も使 われ る。

(イ)必 要 に応 じて権 利処 理 す る コ ンテ ン ツを扱 う コンテ ン ツ提 供 型 シス

テム

図3-11に 、必 要 に応 じて権 利 処理 を行 う場 合 の コ ンテ ン ツ提 供 型 シ

ス テム の構 成 を示 す 。 「(ア)権 利 処 理 済 み の コンテ ンツ を扱 う コ ンテ ンツ

提供 型 シス テ ム」 との 違 い は 、権 利 処理 型 シス テ ム との イ ン ター フェ イス

を持 ち、 ゲ ー ム登 録 時 、 ゲ ー ム購 入 時 及 び交 渉時 に権利 処 理 も し くは、権

利 処理 され た結 果 を確 認 しなが ら、 シス テ ムが運 用 され る点 で あ る。 こ こ

で は、必 要 に応 じて権 利処 理 を行 うため の権 利処 理 型 シス テ ム との イ ンタ

ー フェ イス機 能 につ い て説 明 す る。
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図3-11必 要 に応 じて権 利処 理 を行 うコ ンテ ン ツ提 供 型 シス テ ム

① 権利 処 理型 システ ム との イ ン ター フェ イス機 能

権利 処 理 型 シ ス テ ムは、権利 保 持 者 が 自 らの コ ンテ ン ツ(ゲ ーム ソ フ ト)

を コ ンテ ン ツデ ー タベ ー ス に登 録 す る前 に呼 び出 され 、権 利 保 持 者 に単 純
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化 され た提供 条 件 の うち い くつ か を選択 して も ら うイ ン ター フェ イス を提

供 す る。 逆 に、利 用 者 が ゲ ー ム を購 入す る際 に は 、 そ の ゲ ー ム を利 用 す る

際 の提 示 条件 及 び利 用 料 金 を確 認 す る ため に、 呼 び 出 され 、提 示 条件 を利

用 者 に表 示す る。 権 利 保持 者 と利 用 者が 条件 に関 して交 渉 す る際 に も、現

在 登 録 され て い る条 件 を確 認 す る ため 、権 利 処 理 型 シ ス テ ムが 呼 び出 され

る。

いず れ に して も、 ユ ーザ(権 利保 持 者 や利 用 者)か らは、他 の外 部 シス

テ ム(権 利 処理 型 シス テ ム)が 呼 び出 され た こ と を意 識 させ ない こ とが 重

要 で ある。

3.4コ ピ ー マ ー ト型 シ ス テ ム

(a)概 要

コ ピー マ ー ト型 シ ス テ ム は 、 コ ピー マ ー トを 構 成 す る 権 利 マ ー ケ ッ トと

コ ピ ー マ ー ケ ッ トの2つ の デ ー タベ ー ス を含 む も の で あ り、 「1.3.1

(3)部 分 モ デ ル型 」 で 述 べ た コ ピー マ ー ト型 モ デ ル を 実 現 した もの で あ

る 。 つ ま り、 権 利 者 と利 用 者 と の 間 に存 在 しゲ ー ム ソ フ トの 権 利 処 理 を含

む 取 引 環 境 を提 供 す る も の で あ る 。

コ ピ ー マ ー ト型 シ ス テ ム の 実 装 方 法 と して は 、 部 分 シ ス テ ム で あ る カ タ

ロ グ型 シ ス テ ム 、 権 利 処 理 型 シス テ ム 、 コ ン テ ン ツ 提 供 型 シ ス テ ム

を連 結 し、 全 体 と して 一 つ の シ ス テ ム を構 成 す る 統 合 コ ピ ー マ ー ト型 シ ス

テ ム を実 装 す る 方 法 と 、 ゲ ー ム 市 場 に対 す る一 つ の コ ピ ー マ ー ト全 体 モ デ

ル を そ の ま ま実 装 す る 全 体 コ ピー マ ー ト型 シ ス テ ム を実 装 す る 方 法 が あ る 。

こ の2つ の 実 装 シ ス テ ム につ い て 、 以 下 で説 明 す る 。

(ア)全 体 コ ピ ー マ ー ト型 シ ス テ ム

全 体 コ ピー マ ー ト型 シ ス テ ム は 、 コ ピ ー マ ー トが 持 つ 全 て の 機 能 を 実 装

し て い る シ ス テ ム で 、 そ の プ レ イ ヤ ー は次 の通 りで あ る 。

・ 権 利 保 有 者(ゲ ー ム ソ フ ト権 利 保 有 者
、 権 利 管 理 事 業 体)

・ コ ピ ー マ ー ト型 事 業 者

・ コ ピ ー マ ー トパ ブ リ ッシ ャ ー

・ 利 用 者(エ ン ドユ ー ザ
、 ビ ジ ネ ス ユ ー ザ)

下 図 に 、 全 体 コ ピー マ ー ト型 シ ス テ ム の機 能 構 成 の 例 を示 す 。

全 体 コ ピー マ ー ト型 シ ス テ ム は権 利 者 と利 用 者 の 間 で 「場 」 の 提 供 を 行

う コ ン ピ ュ ー タ シ ス テ ム で あ る が 、 コ ピー マ ー トパ ブ リ ッ シ ャ ー は 、 実 際

の ビ ジ ネ ス シ ー ン に お い て 「場 」 を魅 力 的 な も の に す る た め コ ピ ー マ ー ト

型 事 業 者 を サ ポ ー トす る様 々 な サ ー ビ ス(例 え ば 、 出 版 社 の 機 能)を 提 供

す る 一 種 の 事 業 者 で あ る 。 権 利 管 理 事 業 体 や コ ピ ー マ ー トパ ブ リ ッ シ ャ ー

が コ ピ ー マ ー ト型 事 業 体 を主 宰 す る こ と もあ り う る 。
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図3-12全 体 コ ピ ー マ ー ト型 シ ス テ ム

本 シ ス テ ム は、 次 の 機 能 を提 供 す る 。

'ユ ー ザ 登 録 ・認 証

・ ゲ ー ム 登 録

・ 提 示 利 用 条 件 登 録

・ ゲ ー ム 検 索

83



権利記述付ゲーム購入

適用利用条件付加

課金

交渉

① ユ ーザ 登録 ・認 証 機 能

「3.3コ ンテ ン ツ提 供 型 シ ステ ム」で 述べ たユ ーザ 登 録 ・認 証 機 能 と

同様 の機 能 を提 供 す る。

② ゲー ム登録 機能

権利 保 有 者 は 、全 体 コ ピー マ ー ト型 シス テ ムか らの 質 問 に答 え、 自 らの

ゲ ーム を利 用者 に提 供 す る条件(提 示利 用 条 件)を 決定 す る。 提 示 利 用 条

件 と共 に ゲー ム ソ フ トを全体 コ ピーマ ー ト型 シス テ ム に送 り、 ゲ ー ム ソフ

トは コ ンテ ンツデ ー タベ ース に、提 示利 用 条 件 は提 示利 用 条 件 登 録 機 能 に

よっ て権 利 デ ー タベ ー ス に登 録 され る。

③ 提 示利 用 条件 登録 機 能

ゲ ー ム登 録 機 能 か ら提 示利 用 条件 を受 け取 り、 コ ンテ ンツ デ ー タベ ー ス

に登 録 され た ゲ ー ム ソ フ トと対 応 を付 け なが ら、権 利 デ ー タベ ース に登 録

す る。

④ ゲ ーム検索 機 能

「3.3コ ンテ ン ツ提供 型 シス テム」で述 べ たユ ーザ ゲ ー ム検索 機 能 と

同様 の機 能 を提供 す る。但 し、 検索 結 果 と して、 権 利 保有 者 が 登録 した提

示 利 用条 件 が表 示 され 、利 用 者 は複 数 の提 示 利 用 条 件 か ら自分 の利 用 目的

に合致 す る条件(適 用利 用 条件)を 選択 で きる よ うにす る。

⑤ 権利 記述 付 ゲ ー ム購 入機瀧

利用 者 は 、ゲ ー ム検 索 結 果 の 中 か ら購 入 す るゲ ー ム を選 択 す る。そ の 時 、

検 索結 果 と して表 示 され る提 示 利用 条件 の 中 か ら利 用 者 の 利 用 目的 に合 致

す る条件 の選択 を促 し、選 択 され た利 用条 件(適 用 利 用 条件)を 適 用 利 用

条件 付加 機 能 に渡 し、パ ッケ ー ジ化 されたゲ ーム ソ フ トを利 用者 に渡 す。

適 用 利 用 条件 に含 まれ る料 金 は、課 金機 能 に渡 され 、購 入 した利 用 者 か

ら料 金 を徴 収 し、購 入 され たゲ ームの権利 保有 者 に還元 す る。

⑥ 適 用利 用 条件 付 加機 能

ゲ ー ム検 索機 能 に お い て、利 用 者 が選 択 した適 用利 用 条 件 をゲ ー ム ソ フ

トにパ ッケ ー ジ化 す る機 能 を提 供 す る。

⑦ 課金機能
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「3.3コ ンテ ン ツ提 供 型 シ ス テ ム」 で述 べ たユ ー ザ 課 金 機 能 と同様 の

機 能 を提供 す る。

⑧ 交渉機 能

「3.3コ ンテ ンツ提 供 型 シ ス テム」で述べ たユ ーザ 交 渉機 能 と同様 の 機

能 を提 供 す る。 但 し、交 渉 の 対 象 とな る利 用条 件 は、 コ ンテ ンツ流 通 型 シ

ス テムで の単 純 化 され た もの と は異 な り複 雑 で詳 細 な もの とな るた め 、本

機 能 は交 渉 の 「場 」 を提 供 す る に留 ま らず 、利 用 条 件 の 内容 を理 解 し交 渉

活 動 を支援 す る もの であ る必 要 が あ る。

(イ)統 合 コ ピ ー マ ー ト型 シ ス テ ム

下 図 は 、 統 合 コ ピ ー マ ー ト型 シ ス テ ム の 構 成 を示 して い る 。 各 部 分 シ ス

テ ム で あ る カ タ ロ グ型 シ ス テ ム 、 権 利 処 理 型 シ ス テ ム 、 コ ン テ ン ツ提 供 型

シ ス テ ム は 、 「1.3.1(3)部 分 モ デ ル 型 」 で 述 べ られ た3つ の 部 分

モ デ ル で あ る カ タ ロ グ型 モ デ ル 、 権 利 処 理 型 モ デ ル 、 コ ン テ ン ツ提 供 型 モ

デ ル を実 装 した シ ス テ ム で あ り、 各 運 営 会 社(事 業 者)が 運 営 して い る も

の とす る 。

統 合 コ ピ ー マ ー ト型 シ ス テ ム は 、こ れ ら既 存 の シ ス テ ム(部 分 シ ス テ ム)

を 統 合 化 して 、 全 体 と し て コ ピ ー マ ー ト型 シ ス テ ム と して 権 利 者 や 利 用 者

に提 供 す る も の で あ る 。 各 部 分 シ ス テ ム を連 結 す る た め に 、 新 た に 開 発 す

る もの と して 、'

・ ユ ー ザ 登 録 ・認 証 シス テ ム

・ 課 金 シ ス テ ム

・ 利 用 者 イ ン タ ー フ ェ イ ス シス テ ム

・ ゲ ー ム ソ フ ト登 録 シス テ ム

・ 分 配 シ ス テ ム

が 必 要 とな る 。
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図3-13統 合 コ ピー マー ト型 シス テム

① ユ ーザ 登 録 ・認証 シス テム

権 利 保 有 者 や利 用 者 の認 証 を行 うシ ス テ ムで あ るが 、認 証 情 報 は各 部 分
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システ ムで共 通 に利 用 出来 る よ う に標準 化 してお く必 要が あ る。

ゲ ーム ソ フ トの購 入履 歴 を保存 してお き、課 金 シス テ ム か らの指 示 に よ

り、料 金徴 収 や還 元 を行 う。

② 課 金 シ ス テム

利 用者 か ら料 金 を徴 収 し、権 利 保 有 者 と部 分 システ ム運 用 事 業 者 に還 元

す る ため の シ ス テ ムで あ る。 どの利 用 者 が何 を購 入 し、 そ の支 払 い料 金 は

どれ くらい にな り、権 利保 有 者 に どの くらい還元 す るか は 、適 用 利 用 条 件

を見 れ ば分 か り、認 証 シス テム を介 して、 利 用者 か ら徴 収 し権 利 保 有 者 に

還 元 す る。

③ 利 用者 イ ンター フ ェイス シス テ ム

利 用者 が ゲ ー ム ソ フ トを検 索 し、利 用 目的 に合 致 した ゲ ー ム ソ フ トを購

入 す るため の イ ン ター フ ェ イス を与 え る。各 部分 シス テ ム か ら必 要 な情 報

を取 り出 し、全 体 を一 つ の シス テ ム に見 せ るた め に、 デ ー タ をマ ー ジ して

利 用 者 に表 示 す る だ けで な く、ゲ ー ムの宣 伝 や デモ等 広告 宣伝 を行 っ た り、

ゲ ー ムの特 徴 に応 じた分類 ・検 索 機 能 を提 供 す る。 そ の た め 、 この シス テ

ム は、 コ ピーマ ー トパ ブ リ ッシ ャーが 機 能 を決定 し、運 用 す る こ と に よっ

て付加価 値 を付 け る もの で あ る。

④ ゲー ム ソフ ト登 録 シス テ ム

権 利者 が ゲ ー ム ソ フ トと利用 者 に許 可 す る利 用 条件 を登 録 す る た め の イ

ン ター フェ イ ス を与 え る。 ゲ ー ム ソフ ト本 体 と利 用 条件 を分 離 し、利 用 す

る(利 用 契 約 を結 んだ)部 分 シス テ ム に送 信 す る こ とに よ って 、各 デ ー タ

ベ ースへ の 登 録 が遂 行 され る。

⑤ 分配 シス テム

課 金 シス テ ムか ら部分 シス テ ム の運 用 者 が 受 け取 るべ き費 用 を受 け 取 り、

各 部 分 シ ス テ ム に分 配 す る。 どの よ うな分 配 率 で分 配 す る か は、統 合 コ ピ
ーマ ー ト型 シス テ ム運 用 者 と各 部 分 シス テ ムの運 用 者 との利 用 契約 に依 存

す る ため、 自動 的 に分 配 す るた め に は、 利 用 契約 を コン ピ ュー タが 理 解 で

きる書式 で 表 現す る必 要が あ る。

各 部 分 シ ス テ ム が 既 に持 っ て い る情 報 や各 部 分 シ ス テ ム が 独 自 に集 め

た情 報 は、 各 部 シス テ ムが 所有 す る もの で あ り、 ゲ ーム ソ フ ト登録 シ ス テ

ム を通 じて登 録 され た コ ン テ ン ツは、 統 合 コ ピー マ ー ト型 シス テ ム が 所 有

す るが各 部 分 シス テ ム にそ の保 存 を依 頼 す る もの で あ る。従 って 、 こ の両

種 の情報 利 用 料 に基 づ く分 配率 は異 な っ て くる。 この よ う な場 合 の 分 配 率

も利 用契 約 で明 記 され る必 要 が あ り、統 合 コ ピー マ ー ト型 シス テ ム の 運 用

が ビジネ ス に なる か どうか の重 要 なポイ ン トで あ る。
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4.今 後 の課 題=終 わ りに代 えて

これ まで見 て きた よ う にゲ ー ム ソフ トの ビジネ スモ デ ル展 開 は一様 で は

ない。 こ れ は、 ゲ ー ム ソ フ トの権 利 処理 の複雑 性 、 利 用 形 態 の 多様 性 や 業

界 の仕 組 み等 に起 因 して い る よ うに思 わ れ る。 さ らに、1兆 を超 え る市 場

規 模 を持 つ ゲ ー ム ソ フ ト産 業 で 一元 管理 システ ム を作 る こ と 自体 に も無 理

が あ る し非 現実 的で あ ろ う。

本 報 告 書 で はか よ うな認識 か らカ タ ログ型、権 利 処 理 型 、 コ ンテ ンツ提

供 型 そ れ に コ ピーマ ー ト型 の4つ の ビジ ネスモ デ ル を提 案 した。 そ れ らの

ビジ ネス モ デ ル は、単 に 「もの」 と して のゲ ーム ソ フ トの流 通 に加 えて コ

ピーマ ー トの 要 素 を部 分 的 ・全 体 的 に備 え るこ とで 、 よ り複 雑 性 と多 様 化

が 予想 され る市 場 に対 応 す る こ とが で きる。そ れ に も増 して、 権 利 者 が 自

己 の コ ンテ ン ツの利 用 条件 を提 示 し利 用 者 との合 意 に お い て取 引 を行 うゲ
ー ム コ ピー マ ー トは、 これ までの 流通 媒 介 主導型 の ビジ ネ ス構 造 を革 新 す

る意義 もあ る。 つ ま り、 い くら良 質 の コ ンテ ン ツ を持 っ て い た と して も流

通 媒 介 を持 た な い(ア クセ スで きな い)限 り市場 に コ ンテ ン ツが 流 れ な い

構 造 で あ る。 そ こで の パ ワー は創 作 者 で はな く流 通 を支 配 す る業 者 に あ る

とい え る ので は ない だ ろ うか 。 高度 な知 的創作 が 要 求 され るゲ ー ム ソ フ ト

は そ の企 画 ・制 作 か ら利 用 にい た る までが 創作 と捉 え る こ とが で きる 。 「も

の」 を売 る とい う視 点 か らゲ ー ム ソフ トを 「ど う利 用 者 に対 して 表 現 す る

の か」 「ど う使 って も らいた いか 」 「(利 用 者 は)ど う使 い た い の か」 等 の

視 点 に シ フ トした ア プ ローチ が重 要 に なっ て きて い る。 そ の た め に は、創

作 者(開 発 者)が よ り高 い創作 意欲 を持 て、 質の 高 い作 品 を生 み 出 す こ と

が で きる イ ンセ ンテ ィブ と環境 を創 出 しな ければ な らない 。 ゲ ー ム コ ピー

マ ー トはか よ う な環 境 を提供 す る もの で あ り、 ゲ ー ム ソ フ トの権 利 保 護 と

流 通促 進 を促 す の み な らず 、 ゲ ー ム ソ フ トを介 して生 み 出 され る コ ミュニ

テ ィや文 化 を支 援 す る環境 だ とい えよ う。

4.1ゲ ー ム コ ピ ー マ ー トの 課 題

ゲ ー ム コ ピー マ ー トの事 業 化 にあ た り今 後 の課 題 を整 理 し よ う。 まず ビ

ジ ネス化 の ため の具体 的 なマ ー ケテ ィ ングやゲ ー ム コ ピーマ ー ト構 築 と運

営 の た め の事 業 計 画等 が検 討 され な けれ ば ならな いが 、 それ らは実 際 の ゲ
ー ム コ ピー マ ー トの ア プ リケ ー シ ョンの段 階で行 われ る もの で あ る

。 既 述

した よ う に、ゲ ー ム ソ フ ト業 界 の特 有性 に よ り、現段 階 で ス タ ン ダー ドな

ビ ジネ スが 展 開 す る とは思 え ない。 む しろ 、多様 性 を取 り込 ん だ ビジ ネス

展 開が 部 分 的 に進展 して ゆ く もの と推 測 され る し、 そ の 方 が 効 率 的 か つ 現

実 的 で あ る だ ろ う。将 来 的 に は ひ とつ の システ ムや ス タ ンダ ー ドで ゲ ー ム

ソ フ トが 取 引 され る 時代 が 来 るか も しれ な いが...。 しか し、多 くの 異 な る

ビジ ネス モ デル が個 々 に存 在 して いた の で は、ゲ ー ム ソ フ トの 流通 市 場 が
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形 成 さ れ に くい 。 そ こ で 、 多 様 性 を 保 ち な が ら共 通 部 分 を構 築 す る仕 組 み

を考 案 しな け れ ば な ら な い 。 コ ピ ー マ ー トの 基 本 理 論 に 基 づ い て コ ピ ー マ

ー トと して の 必 要 部 分(イ ン フ ラ部 分)の 仕 組 み を整 備 しな け れ ば な ら な

い。 つ ま り、個 々 の ビ ジ ネ ス の 展 開 の 中 で 、 コ ピー マ ー トの 基 本 要 素 と し

て の 権 利 マ ー ケ ッ トと コ ピ ー マ ー ケ ッ トを 、 ど の よ う に イ ン フ ラ と して 構

築 す る か と い う こ とが 大 項 目 と して の 課 題 に な る 。 勿 論 、 コ ピ ー マ ー トは

ゲ ー ム ソ フ ト業 界 に存 在 す る た だ 一 つ の(唯 一 の)コ ピ ー マ ー ト(The

GameCopymart)を 構i棄 し よ う と い う も の で は な い 。 ゲ ー ム コ ピー マ ー

トが 目指 す もの は 、 様 々 な ビ ジ ネ ス モ デ ル の 基 盤 的 要 素 を提 供 し よ う とす

る もの で あ り、 唯 一 の 市 場 を形 成 す る も の で は な い 。 ゲ ー ム コ ピ ー マ ー ト

は 、 ゲ ー ム ソ フ トに係 る 知 的 財 産 権 の 保 護 と ソ フ トの 流 通 を促 進 す る こ と

を 目 的 と して い る 。 そ の 一 方 で 、 知 的 財 産 権 の 処 理 や 取 引 を 含 ま な い 「も

の」 と して の ゲ ー ム市 場 は 現 在 そ して これ か ら も存 在 し続 け る だ ろ う。

と こ ろ で ゲ ー ム コ ピ ー マ ー トの 基 盤 的 要 素 の 研 究 は 次 の3つ の 分 野 に わ

た る 。

(1)法 律 分野

(2)技 術 分野

(3)ビ ジ ネス分野

本 報告 書 で は、主 に(1)法 律 分 野 と(2)技 術 分 野 につ い て整 理 と検

討 を行 って い る。法律 分 野 で は、コ ピー マ ー トコー ド、知 的財 産権 の 登録 、

利用 条件 、権 利処 理 とラ イ セ ンス 、契 約 形 態等 につ い て 、技 術 分 野 で は、

権利 情 報等 の記述 方 法 、 コ ピー マ ー トコー ドの実 装 、権 利 マ ー ケ ッ トと コ

ピーマ ーケ ッ トの デ ー タベ ー ス シス テ ム等 につ い て、 ま た、 ビ ジネ ス分 野

で は、 ゲー ム ソ フ トの価 格 構 成 、 配分 シス テム等 につ い て よ り具体 的 レベ

ルで の研 究 と開発 が必 要 で あ る。現 在 コ ピーマ ー トに関 して は、財 団法 人

比較 法 研 究 セ ンター 、財 団 法 人 国際 高 等 研 究所 、コ ピーマ ー ト名 城研 究 所 、

財 団法 人京都 高 度技 術 研 究 所 等 が 中心 に な って上 記 の研 究 と開発 を推 進 し

てお り、そ こで行 われ てい る プ ロ ジ ェ ク トの 成果 を期待 した い83。

しか し、 こ こで コ ピー マ ー トの 基 礎 的 な研 究 と開発 が な され た と して も

その ま まで 実用 化 で きる もの で は な い。 ア プ リケ ー シ ョン と しての ゲ ー ム

コ ピー マ ー トの実 装 に向 け て の具 体 的 ・個 別 的調 整 が必 要 に な る。 具体 的

なゲ ー ム コ ピー マ ー トの構 築 は、 大 手 ゲ ー ム機 器 メー カー で も小 規模 な ソ

フ トハ ウス で も構 わ ない 。 対 象 とな る ゲ ー ム ソフ トの知 的財 産権 処 理 、 契

約、利 用条 件 、料 金等 の研 究 を行 い 、 そ れ ら をシス テ ム に組 み込 み ビジ ネ

スマ ーケ ッテ ィ ング に基 づ い た シス テ ム と事 業 計 画 を決 め な けれ ば な らな

い。 その 際 、他 の ゲ ー ム コ ピー マ ー トや シス テ ム と どの よ うに イ ン ター オ

ペ ラ ビ リテ ィを計 るか を留 意 しなけ れ な らない。 これ は、 前 述 した権 利 処

理 の仕 組 み や コピー マ ー トコー ドに関連 す る。権 利 処 理 は ビジ ネス の形 態
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等 に よって 簡単 な もの か ら複雑 な もの まで その幅 は広 い 。 ひ とつ の ビジネ

ス モ デル に1つ で あ っ て もよい しテ ンプ レー トの よ う にい くつ か用 意 して

お くもの もあ っ て よい。 ゲ ー ム ソ フ トの権 利処 理 と書 籍 の権 利 処 理 は類 似

す る もの もあ るが そ うで ない もの も多 い。 要 は権 利 者 が どの よ うに利 用条

件 を設定 す るか に よる ため 個 別 に ビジ ネスモ デ ルや 事 業 体 に応 じた対 応 が

必 要 となる。 コ ピーマ ー トコー ドは、 ゲ ー ム ソ フ トに 関 す る様 々 な情 報 を

コ ー ド化 し分 類 、 識 別 、 検 索 、 管 理等 の機 能 を持 たせ た もの で あ るが 、他

種 類 の コ ンテ ンツや シス テム との イ ン ター フェ イス を可 能 にす る コー ド体

系 で もあ る。 コ ピーマ ー トコー ドの理 論 と基本 的 ス トラ ク チ ャー は既 に構

成 されて お り、 ゲ ー ム ソ フ トへ 対 応 す る作 業が課 題 と して残 る。

また 、 コ ピー マ ー ト(そ の ア プ リケ ー シ ョン と しての ゲ ー ム コ ピー マ ー

トも含 め て)に 関連 して 、 プ ラ イバ シー 、消費 者 問題 ・情 報 独 占、紛 争 解

決 モ デ ル な どの課 題 も検 討 され なけ れ ば な らない 。 プ ラ イバ シ ー問題 は 、

コ ピーマ ー ト利 用 の前 提 で は な い が情 報 社 会で 重 要 な問 題 に な っ て きて お

りコ ピー マ ー トと して無 視 す る こ とは で き ない ため 、 「コ ピー マ ー ト主 宰

者 自身が コン ピ ュー タ シス テ ム上 で そ の点 の保護i義務 を負 うが 、 コ ピーマ
ー ト契 約 条 項 で契 約 当事 者 に そ の遵 守 を促 してそ の侵 害 を防止 す る努 力 義

務 が あ る」84。 ま た、 消 費 者 保 護 ・情 報独 占 につ い て は 、 情 報 社 会 で は全

て の人 に平等 に取 引 機 会 を与 え て い る わけ で は ない た め 、 消費 者利益 の保

護 に対 して有効 な対 策 が あ る わ け で は ない 。 さ ら に、情 報競 争 や情 報 独 占

が 市 場 に及 ぼす 法 律 問題 も発 生 す る もの と思 わ れ独 禁 法 との 関係 も含 め た

検 討 と対 応 が 必 要 に な る85。 さ らに、 権利 市場 で今 後 重 要 に な る と思 わ れ

る機 能 が紛 争 解 決 方 法 で あ る。 これ につ い ては 、WIPOの オ ン ラ イ ン仲 裁

な どオ ン ラ イ ン上 で くつ か の シ ス テ ムが あ るが今 後 コ ピー マ ー トとの 関 係

につ い て検 討 が 必 要 とな るだ ろ う86。

4.2ゲ ー ム コ ピ ー マ ー トに よ る効 果

ゲ ーム コ ピーマ ー トに よる効 果 は どの よ うな ものが あ るの だ ろ うか 。期

待 を込 め なが ら整 理 を行 う こ とで本 報 告書 を締 め く く りたい 。

(1)ゲ ーム ソ フ トに係 る権 利 意 識 の向上

ゲ ー ム ソ フ トは様 々 な権 利 が錯 綜 す る コ ンテ ンツ で あ る が そ の流通 と利

用 に関 して働 く主 な権 利 は著 作 権 で あ る。 著作 権 は多 くの肢 分 権 か ら成 り

立 って お り権利 者 は利 用 者 に対 して許 諾 を与 え る こ と を分 か っ て いて も法

律 の専 門家 で ない 限 り的確 に処 理 をす る の は難 しい し、反 対 も また しか り

で あ る。 また、 制作 プ ロ ダ ク シ ョンや製 作 会社 との 関 係 の 中 で誰 の権 利 が

どの よ うに扱 わ れ て い るの か は必 ず しも明 確 に は な っ て い な い。 ゲー ム コ
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ピーマ ー トは、 ゲ ー ム ソフ トに関す る著 作 権 を厳 密 に その 内容 と帰 属 を明

確 に しよ う とす る こ と を前 提 と して い る もの で はな い。 当然 そ の よ う に し

なけ れ ば な らない コ ンテ ンツ も必 要 だ と思 わ れ るが 、権 利 を どの よ う に扱

うか は権利 者 に 自己決 定 権 が あ る。 ひ とつ ひ とつ の ゲ ー ム ソ フ トの肢 分 権

につ い て許 諾 を与 え る の も、 ゲ ー ム ソ フ トの包 括 的 な許 諾 を与 える の も権

利者 が 決 め る こ とに な る。 ゲ ー ム コ ピー マ ー トで は権 利 者 が よ り自 由か つ

フ レキ シ ブ ル に利 用 条 件 を設 定 す る こ とが で きる。知 的創 作物 は 「もの(有

体物)」 とは異 な る こ と を理 解 し、そ の利 用 は権 利 者 が基 本 的 に決 め る権 利

が あ る こ と、 また利 用 者 も権 利 を遵守 す る こ とで 双 方 の権 利 意 識 が 高 まる

こ と を期 待 した い。

(2)ゲ ー ム 業 界 で の イ ン フ ラ と して の コ ピー マ ー ト

ゲ ーム ソ フ トの 中古 問題 に対応 しゲ ー ム メー カー や業 界 団体 は 、無 許諾

の 中古 ソ フ トの販 売 に対 して撲 滅 運 動 を行 っ て きたが 、最 近 は 「許 諾 に よ

る 中古 ソ フ ト販 売 の 正 常 化 の 確立 」 に キ ャ ンペ ー ン に移 行 して きて い る。

つ ま り、権 利 者 が 許 諾 す れ ば 中古 ソ フ トの販 売 は構 わ な い とい う こ とで あ

る。権 利 者 の許 諾 が あ れ ばそ の利 用 範 囲 は大 き く拡 大 す る こ とに もな る し、

反対 に許諾 が無 け れ ば著 作 権 法 の権 利 制 限 の範 囲 に止 まる こ とに な る。 ゲ
ー ム ソフ トは消 費 財 の要 素 も強 く許諾 の範 囲 は市 場原 理 に関わ る こ とに な

るの で は な いだ ろ うか。 ゲ ー ム ソフ トと利 用条 件 が 一体 化 して流通 す る ゲ

ー ム コ ピーマ ー トで は 、.利用 者 は当該 ゲ ー ム ソ フ トの利 用 可 能 な範 囲 を確

認 す る こ とが 可 能 で あ る し、必 要 な ら権 利 者 と交 渉 す る こ と もで きる 。 か

よ うな シス テ ム は、 人材 育 成 や学 校 内 で の 利用 、素 材 と して の利 用 、他 メ

デ ィア等 で の利 用 が ス ムー ズ にかつ 迅 速 に行 わ れ る イ ンフ ラ と して ゲ ー ム

業界 で機能 し新 た な取 引 市 場 形 成 に貢献 す るだ ろ う。

(3)海 外 や他 の シス テム との イ ンター オペ ラ ビ リテ ィ

最 後 に、 ゲ ー ム コ ピー マ ー トで は海 外 との イ ンター オペ ラ ビ リテ ィが 計

れ る こ とで グ ローバ ル な ゲ ー ム ソ フ ト市 場 が生 まれ る。従 前 の独 自 に存 在

して い たゲ ー ム市 場 が ゲ ー ム コ ピー マ ー トの仕 様 に よ って他 の 異 な る シ ス

テ ム との接 続 が可 能 とな る。 そ の ため 、 ゲ ー ム ソフ トに限 らず 異 な る コ ン

テ ン ツ(映 像 、音 楽 、書 籍 等)や シス テ ム との イ ン ターオペ ラ ビ リテ ィが

可 能 とな り、メ デ ィア ミ ックス や イ ンテ グ レー シ ョンが起 こ りや す くな る 。

例 えば ひ とつ の ゲ ー ム ソ フ トをマ ルチ利 用 す る にあ た って も、 ゲ ー ム に関

す る情 報 、権利 処 理 や 契 約等 に関 して は互 換 性 が あ る ため よ り効 率 的 な管

理 が 可 能 とな る。 ま た、 コ ピー マ ー トは権 利 者 と利 用 者 との合 意 の 上 で 取

引 が な され る ため ビジ ネス 地域 は内外 を問 わず 、 グ ローバ ル な展 開 が 期 待

で きる。
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注釈

1本 報 告 書 にお い て ゲ ー ム コ ピー マ ー トは 、 部 分 モ デ ル と して の コ ピー マ
ー ト

、 全 体 モ デ ル と して の コ ピ ー マ ー トを含 ん だ広 い 意 味 で 用 い て い る 。

2任 天 堂 株 式 会 社 、 株 式 会 社 ソ ニ ー ・コ ン ピ ュ ー タエ ン タ テ イ ン メ ン ト、

株 式 会 社 セ ガ エ ン タ ー プ ラ イ ゼ ス 。

3ゲ ー ム ソ フ トは 著 作 権 の 他 に 、 特 許 、 商 標 、 不 正 競 争 防 止 法 等 の 知 的財

産 権 が 係 わ る場 合 が 多 い 。

4ゲ ー ム ソ フ トの 流 通 は 、 ゲ ー ム 機 器 メ ー カ ー に よ っ て 微 妙 に異 な っ た 仕

組 み を構 築 して い る 。 例 え ば 、 一 般 的 に ゲ ー ム は お も ち ゃ屋 で 扱 っ て い る

こ と か ら玩 具 問 屋 経 由 の 流 通 や 、 メ ー カ ー が 直 接 コ ン ビニ 等 との 販 売 ル ー

トを構 築 した り、 オ ン ラ イ ンで メ ー カ ー が 直 接 配 信 す る な ど種 々多 様 で あ

る。

5こ れ は プ ラ ッ トフ ォー ム が な くな る とい う意 味 で は な い 。 ゲ ー ム を プ レ

イす る に は な にが し らの プ ラ ッ トフ ォー ム(メ ー カ ー の専 用 機 器 、 パ ソ コ

ン環 境 等)は 必 要 で あ る が 、 まず メ ー カ ー の プ ラ ッ トフ ォー ム あ り きの ビ

ジ ネ ス展 開 は消 費 者 の 要 望 と選 択 を制 限 して い る と思 わ れ る。 複 数 の ゲ ー

ム をす る た め に各 メ ー カ ー毎 の専 用 機 器 を揃 え な け れ ば な ら な い の は不 都

合 で あ る ば か りか 小 学 生 な どの利 用 者 に と っ て は経 済 的 負 担 が 大 きい 。 今

後 、 異 な る メ ー カ ー や 機 種 の 差 異 は ソ フ トの レベ ル で 対 応 で き る よ う に な

る の で は な い だ ろ うか 。

6「 ゲ ー ム ア ー カ イ ブ ・プ ロ ジ ェ ク ト(GAP)」 は 、 立 命 館 大 学 政 策 科 学

部 細 井 浩 一 助 教 授 を 中心 とす る研 究 グ ル ー プ が 、 京 都 リサ ー チ パ ー ク株 式

会 社 の 協 力 及 び 京 都 府 の コ ー デ ィ ネ ー シ ョ ンの 基 で!998年4月 に ス タ
ー トさせ た プ ロ ジ ェ ク トで あ る

。(『 ゲ ー ム ア ー カ イ ブ プ ロ ジ ェ ク トに お け

る 著 作 権 マ ニ ュ ア ル 』(平 成11年 、 比 較 法 研 究 セ ン タ ー)よ り。

7コ ピ ー マ ー トは 、 北 川 善 太 郎 教 授 が1988年 に ロ ン ドン大 学 で始 め て

「コ ピー セ ー ル 」 と して発 表 した もの に そ の 原 型 が あ る が 、 「コ ピー マ ー

ト」 と して は1993年 に ハ ー バ ー ド大 学 で 発 表 して い る 。 本 稿 は 、 こ の

コ ピ ー マ ー ト構 想 に基 づ い て ゲ ー ム ソ フ トを対 象 した ビ ジ ネ ス モ デ ル を コ

ピ ー マ ー トア プ リケ ー シ ョ ン と して研 究 を行 う もの で あ る 。

8郵 政 省 郵 政 研 究 所 編 『徹 底 研 究 メ デ ィ ア ソ フ ト』(平 成10年 改 訂 版 、

1998年)参 照 。

9ゲ ー ム ソ フ トと 同 様 に二 次 利 用 率9の 低 い コ ンテ ン ツ と して テ レ ビ番 組

(2.3パ ー セ ン ト)が あ る 。
10著 作 権 法2条1項7の2。

11著 作 権 法30条 か ら47条 。

12勿 論 、 前 提 と な る の は 当 該 楽 曲 の権 利 者 がJASRACに 権 利 を 寄 託 して

い る 場 合 で あ る 。

13北 川 善 太 郎 『著 作 権 制 度 の 未 来 像 』 コ ピ ラ イ ト、No.465,Vol.39,2000,

6-7頁 参 照 。

14前 掲 、 北 川 『著 作 権 制 度 の 未 来 像 』、6頁 。
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15ゲ ー ム ソ フ トの ビ ジ ネ ス モ デ ル(ゲ ー ム コ ピ ー マ ー ト)は 、北 川 善 太 郎

教 授 が 考 案 した コ ピ ー マ ー トの ア プ リケ ー シ ョ ンモ デ ル で 部 分 モ デ ル と全

体 モ デ ル が あ る 。

16基 本 的 に コ ピ ー マ ー トは 権 利 者 と利 用 者 の 問 に存 在 し、著 作 権 マ ー ケ ッ

トとコ ピ ー マ ー ケ ッ トの2つ の デ ー タベ ー ス か ら構 成 さ れ る。 そ の た め 、

この どち らか の 機 能 の み を 充 足 させ る ビ ジ ネ ス 展 開 に つ い て そ れ を コ ピ ー

マ ー トと呼 べ る か ど うか 、 と い う問 題 で あ る 。

17こ こ で は主 に(注5)で 説 明 した 著 作 権 マ ー ケ ッ ト と コ ピー マ ー ケ ッ ト

の こ と を 指 す 。 これ に つ い て は 、NIRA政 策 研 究 『コ ピ ー マ ー ト 著 作 物

の 権 利 処 理 と流 通 に 関 す る 一 提 言 』(比 較 法 研 究 セ ン タ ー)第1章(北 川 善

太 郎 著)も 参 照 。

18本 報 告 書 に お い て ゲ ー ム コ ピー マ ー トは 、部 分 モ デ ル と して の コ ピ ー マ
ー ト

、 全 体 モ デ ル と して の コ ピー マ ー トを含 ん だ広 い 意 味 で 用 い て い る 。

19コ ピー マ ー トに つ い て は
、httD:〃vv・ww.copvmart.gr.ip/を 参 照

20北 川 善 太 郎 『電 子 取 引 と 知 的 財 産 権 』 特 許 研 究PatentStudiesNo .25、

1998年3月 、8頁 。

21北 川 善 太 郎 、 前 掲 『著 作 権 制 度 の 未 来 像 』6頁 参 照 。

22注13を 参 照 。

23同 じ く、郵 政 省 「放 送 番 組 の 流 通 情 報 の 提 供 の 在 り方 に 関 す る 調 査 研 究

会 」(平 成11年7月)で は 、各 放 送 局 を横 断 さ せ た 共 有 デ ー タ ベ ー ス 構 築

の た め に現 状 の ア ン ケ ー ト調 査 を行 っ た が 、 回 答 が あ っ た138社 の 内6

1社(44.2%)が デ ー タ ベ ー ス を整 備 して い な い と答 え て い る 。

24デ ー タベ ー ス が 整 備 され て い る機 関 と して はJASRACや レ コー ド協 会

や 日本 書 籍 出 版 協 会 が あ げ ら れ る 。 い ず れ も デ ー タベ ー ス で ビ ジ ネ ス を 行

っ て い る の で は な くそ れ を利 用 した 権 利 ビ ジ ネ ス の展 開 を 図 っ て い る 点 で

注 目で き よ う。

25前 掲 、 北 川 『著 作 権 制 度 の 未 来 像 』、6頁 。

26こ れ ら2つ の デ ー タベ ー ス は 同 じサ ー バ 内 に存 在 す る 必 要 も な い し、同

じ場 所 に設 置 さ れ る必 要 も な く、 ネ ッ トワ ー ク 上 で こ の2つ の デ ー タベ ー

ス が 接 続 され 効 率 的 に機 能 す れ ば よ い 。

27比 較 法 研 究 セ ン タ ー 『ゲ ー ム ア ー カ イ ブ プ ロ ジ ェ ク ト(GAP)に お け

る著 作 権 マ ニ ュ ア ル』!999年 、4-5頁 参 照 。

28ゲ ー ム ソ フ ト と類 似 した 著 作 物 で あ る 映 像 ソ フ ト も権 利 処 理(管 理)機

関 は存 在 しな い が 、1999年 度 か ら映 像 著 作 権 協 議 会(IMC:Image&Movie

Copymart、 会 長 北 川 善 太 郎 氏)が 発 足 した 。IMCの 主 な ター ゲ ッ トは

テ レ ビ番 組 、 映 画 、 ニ ュ ー ス 番 組 、 静 止 画 像 な どが あ り、 ゲ ー ム ソ フ トに

つ い て は検 討 を行 っ て い な い 。 しか し、 将 来 的 に は幅 広 い コ ンテ ン ツ を対

象 と して い る た め 本 報 告 書 で 検 討 して い る 「ゲ ー ム コ ピ ー マ ー ト」 との 接

続 も考 え られ る 。

29北 川 善 太 郎 教 授 は本 プ ロ ジ ェ ク トに お け る 研 究 会 に お い て この タ イ プ

の コ ンテ ン ツ提 供 型 ビ ジ ネ ス は ゲ ー ム 業 界 に お い て展 開 し易 い の で は な い
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か と述 べ られ て い る 。

30北 川 善 太 郎 教 授 は 、厳 密 に は コ ピ ー マ ー トで は な い が コ ピ ー マ ー トを支

援 す る サ ー ビ ス の 重 要 性 を説 か れ 「コ ピ ー マ ー トパ ブ リ ッ シ ャ ー」 は そ の

ひ とつ に あ た る 。

31北 川 善 太 郎 教 授 の 考 案 に基 づ く この 部 分 モ デ ル を統 合 した コ ピ ー マ ー

ト型 は 、ユ ニ ー ク な ビ ジ ネ ス モ デ ル と して 展 開 が で き る も の と期 待 で き る 。

32こ の 図 は北 川 善 太 郎 教 授 の 部 分 コ ピー マ ー トの ア イ デ ィ ア に基 づ い て

作 成 した もの で あ る 。
33DAWN2001(DesignfortheAdministrationofWorksusingNew

technology2001)は 、 デ ジ タル ネ ッ トワ ー ク で の 音 楽 利 用 に対 して 、著

作 権 保 護 と権 利 処 理 の た め の 新 た な著 作 権 管 理 シ ス テ ム で あ る 。

htt:〃www.・asrac.or.i/・h/dawn2001/release.htmを 参 照 。

34ソ フ トバ ン ク株 式 会 社 の100%子 会社 の ソフ トバ ンク コマ ー ス株式

会社 、 ソフ トバ ンク ・テ クノ ロ ジー株 式 会社 、 ヤ フー株式 会 社 と ミュー ジ

シ ャ ンの向谷 実氏 が1999年12月 に設立 した 「イーズ ・ミュー ジ ック

株式 会 社」 が あ る。
35東 京 地 判 昭和57年12月6日 無 体 集14巻3号796頁 〔ス ペ ース ・

イ ンベ ー ダー ・パ ー トH事 件 〕。
36た とえ ば

、東京 高 判 平 成11年3月18日 判 時1684号112頁 〔三

国志 田事 件:控 訴審 〕は 、「控 訴 人 が 既 に作 成 済 み の デ ー タ フ ァイ ル及 びユ
ーザ ー が作 成 す るデ ー タ フ ァイ ル」で あ る 「『NBDATA』 自体 は プ ログ

ラムの 著作 物 に当 た る もので は ない」 とい う。
37な お

、平 成11年 著 作 権 法 改 正 に よ り上 映 権(著 作 権 法22の2条)は

映 画 の著 作 物 だ けで な く著 作 物 一 般 に与 え られ る よ うに な っ た。この ため 、

この規 定 が施 行 され た平 成12年1月1日 以 降 にお い てテ レ ビゲー ムを公

衆 に使 用 させ る行 為 は コ ン ピュー タ プロ グラ ムの著作 物 の上 映権侵 害 にあ

たる可 能性 が ある。
38前 掲 ・東京 高 判平 成11年3月18日 〔三 国志 田事件:控 訴 審 〕

。
39上 記 判例 の ほか

、東 京 地 判 昭 和60年6月10日 判 タ567号273頁

〔ポ ー ル ・ポ ジ シ ョン事 件 〕、東 京 地 決 昭和62年2月24日 判 時1222

号134頁 、大 阪地 堺 支 判 平 成2年3月29日 判 時1357号151頁 〔ド

ンキ ー コ ン グ ・ジ ュニ ア事 件 〕、東 京 地 判平 成6年1月31日 判 時1496

号111頁 〔Chomp事 件 〕、大 阪地 判 平 成9年7月17日 知 的裁 集29巻3

号703頁 〔NEO・GEO事 件:第 一 審 〕、大 阪 地判 平 成9年11月27

日判 タ965号253頁 〔と きめ きメモ リアル事 件:第 一 審 〕、大 阪 高判 平

成10年12月21日 知 的裁 集30巻4号981頁 〔NEO・GEO事 件:

控訴 審 〕。
40大 阪 高 判平 成11年4月27日 〔ときめ きメモ リアル事 件:控 訴 審〕

。
41も ち ろん

、映 画 の著 作 物 に認 め られ る頒 布 権 につ い て も消 尽 させ る とい

う解 釈 が あ りうる。 しか しなが ら、 映画 の著作 物 に は制定 法 上 貸与 権 が認

め られ て い な い(著 作 権 法26の3条)。 したが って 、仮 に頒 布 権 を消尽 さ
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せ る と、 映 画 の 著 作 物 の 貸 与 を押 さ え られ な くな る事 態 を ま ね くこ と に な

るbも っ と も、 第 一 譲 渡 後 、 頒 布 権 の う ち譲 渡 に 関 して の み 消 尽 し、貸 与

に 関 す る 部 分 は 消 尽 しな い と解 釈 す る こ と は 可 能 とす る 見 解 も あ るが(小

倉 秀 夫 「優 越 的 地 位 な い し頒 布 権 を利 用 した ゲ ー ム ソ フ トの 中 古 販 売 規 制

の 可 否 一2つ の 中古 ゲ ー ム 訴 訟 と1つ の 排 除勧 告 一 」 中 山信 弘 編 『知 的 財

産 権 研 究IV』 〔東 京 布 井 出 版 、1999年 〕187頁 、作 花 文 雄 『詳 解 著 作

権 法 』 〔ぎ ょ うせ い 、!999年 〕233頁 参 照)、 や は りそ れ が 困 難 で あ

る こ と は 否 め な い よ うに 思 わ れ る 。
42た とえ ば

、 ア メ リカ に お け る ご く最 近 の 事 例 で は 、SONYCOMPUTER

ENTERTAINMENTvs.Connectix米 連 邦 地 裁 判 決 が あ る 。 こ れ は 、 ソ ニ ー が

プ レ イ ス テ ー シ ョンの マ ック 用 エ ミュ レー タ ソ フ トを販 売 して い た

Connectix社 を著 作 権 侵 害 で 訴 え た の に 対 し、Connectixの 行 為 は ア メ リ カ

著 作 権 法 の フ ェ ア ユ ー ス に 該 当 す る と して 、 こ の 訴 え を棄 却 した もの で あ

る(<

http://www.ce9.uscourts.gov/web/newopinions.nsf/f606ac175eOlOd6488

2566ebOO658118/06dleO893fdeell688256881006296b8?OpenDocument>を 参

照)。
43特 許 庁 『特 定 技 術 分 野 の 審 査 の 運 用 指 針 』 の 「第1章 コ ン ピ ュ ー タ ・

ソ フ トウエ ア 関 連 発 明 」 を参 照 。
44た と え ば

、 「ビ デ オ ・ゲ ー ム装 置 、 そ の 制 御 方 法 お よ び 制 御 デ ィバ イ ス 」

(特 許 番 号2794230号)が あ る 。こ れ は 、 「プ レ イ ヤ ー の 代 わ り に プ レ イ ヤ
ー ・キ ャ ラ ク タ が ビ デ オ画 面 上 で 敵 キ ャ ラ ク タ と戦 闘 を繰 返 す 形 式 の ロ ー

ル ・プ レ イ ン グ ・ゲ ー ム(RPG)を 実 現 す る た め の ビ デ オ ・ゲ ー ム 装 置 、

そ の 制 御 方 法 お よ び制 御 デ ィバ イ ス に関 す る 」 もの で あ る 。
45た と え ば

、 椙 山 敬 士 『ソ フ トウ ェ ア の 著 作 権 ・特 許 権 』(日 本 評 論 社 、

1999年)152頁 以 下 参 照 。
46た と え ば

、 「NEO・GEO」 も、 前 掲 ・大 阪 高 判 平 成10年12月2

1日 〔NEO・GEO事 件:控 訴 審 〕 の 後 、 平 成11年3月5日 に 商 標 登

録 が 完 了 して い る(商 標 登 録 番 号4245174号)。
47著 作 権 法 に お い て 「公 衆 」 と は

、 特 定 か つ 多 数 の 者 をふ くむ(著 作 権 法

2条5項)。
48い わ ゆ る ス トリー ム配 信 も こ れ に ふ く まれ る

。

49複 製 とは 、 「有 形 的 に再 製 す る こ と を い 」 う もの と さ れ る(著 作 権 法2

条1項15号)。
50と くに 、著 作 権 の 制 限 に も とつ い て 著 作 物 を利 用 す る場 合 に 、学 校 教 育

の 目 的上 、 著 作 物 の 用 字 ま た は用 語 の 変 更 そ の他 の や む を得 な い改 変 は許

され る(著 作 権 法20条2項1号)。

51も ち ろ ん 、当 初 の 契 約 に し た が っ て 、 ネ ッ トワ ー ク 配 信 に つ い て 追 加 的

に使 用 料 を支 払 う 旨取 り決 め られ て い る 場 合 も あ る 。

52も ち ろ ん 、 こ う した 原 著 作 物 の 著 作 権 につ い て も、 当 初 の ゲ ー ム ソ フ ト

制 作 契 約 の 段 階 で 、後 の ネ ッ トワ ー ク配 信 ま で をふ くめ た 契 約 が な され て
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い る よ う な 場 合 は 、 そ の 限 りで 問 題 が 生 じな い こ と に な る 。

53さ し あ た り、北 川 善 太 郎 「著 作 権 制 度 の 未 来 像 」 コ ピ ラ イ ト465号7

頁(2000年)参 照 。

54北 川 ・前 掲 「著 作 権 制 度 の 未 来 像 」7頁 参 照 。

55こ う し た 「周 辺 関 連 ビ ジ ネ ス 」 に つ い て は 、2.2.1(5)で 簡 単 に

取 り扱 うが 、 これ ら は 権 利 処 理 に直 接 的 に 関 与 す る もの で は な く、 コ ピ ー

マ ー トの 部 分 モ デ ル と明 言 で き な い 要 素 を含 ん で い る 。

56北 川 善 太 郎 編 『コ ン ピ ュ ー タ シス テ ム と取 引 法 』(三 省 堂 ,1987)35頁

以 下 参 照 。

57『 コ ン ピ ュ ー タ シ ス テ ム と取 引 法 』45頁 参 照 。

58シ ス テ ム 契 約 の 法 的 論 点 につ い て は 、 『コ ン ピ ュ ー タ シ ス テ ム と取 引

法 』44頁 以 下 な ど参 照 。

59後 述2 .2.2を 参 照 。

60『 マ ル チ メ デ ィア 時 代 に お け る 著 作 物 の 権 利 処 理 と流 通 に 関 す る 総 合 的

研 究(NIRA研 究 報 告 書No.970101)』29頁 以 下 参 照 。

61た と え ば 、 コ ン ピ ュ ー タ ソ フ トウ ェ ア倫 理 機構 の 販 売 基 準 に よ っ て 、購

入 で きる 年 齢 層 が 限 定 され て い る もの な ど。

62権 利 者 との 契 約 に 組 み 込 ま れ る か 、事 業 者 との 契 約 に組 み 込 ま れ る か は

運 営 ス タ イ ル に よ っ て 異 な る 。 権 利 者 と利 用 者 と の 契 約 に 入 れ られ る の が

通 常 で あ る が 、事 業 体 の ポ リ シ ー と して そ も そ も該 当 す る属 性 を持 た な い

利 用 者 は 場 へ の 入 場 を 許 可 しな い とい う場 合 な ど は 、 事 業 者 と利 用 者 との

契 約 で 保 障 条 項 を盛 り込 む必 要 が あ る 。

63権 利 管 理 事 業 体 に つ い て は 、 後 述(5)(a)参 照 。

64コ ピ ー マ ー トパ ブ リ ッ シ ャ ー の 概 念 につ い て は 、(5)(d)な ど を 参 照 。

65む ろ ん 出版 社 も、権 利 者 に 許 可 な く出版 を行 っ て い る わ け で は な く、 出

版 契 約 を交 わ して価 格 ・印 税 率 ・出版 部 数 な ど につ い て 権 利 者 と取 り決 め

を 行 っ て い る 。 こ れ は 、著 作 権 の 一 部 で あ る 支 分 権(複 製 権 、頒 布 権 な ど)

の 設 定 を行 っ て い る も の と評 価 さ れ る。

661 .3.1(3)部 分 モ デ ル 型 の(D)(a)(ア)を 参 照 。

67こ れ に つ い て は 、 『マ ル チ メ デ ィア 時 代 にお け る 著 作 物 の 権 利 処 理 と流

通 に 関 す る 総 合 的研 究(NIRA研 究 報 告 書No.970101)』53頁 以 下 お よ び

133頁 以 下 を参 照 。

68む ろ ん ビ ジ ネ ス で あ る か ら、売 れ る見 込 み の 有 無 な どは パ ブ リ ッシ ャ ー

が 自己 の 発 意 と責 任 で 判 断 す る こ と に な ろ う。

69http:〃www .monbu.go.jp/singi/chosaku!00000299/を 参 照 。

70こ の あ た りに つ き
、 北 川 ・前 掲 「著 作 権 制 度 の 未 来 像 」9頁 参 照 。

71も っ と も、 現 行 仲 介 業 務 法 は 、 「本 法 に於 て著 作 権 に 関 す る仲 介 業 務 と

称 す る は 著 作 物 の 出 版 、 翻 訳 、 興 行 、 放 送 、 映 画 化 、 録 音 其 の 他 の 方 法 に

依 る利 用 に 関 す る契 約 に付 著 作 権 者 の 為 に代 理 又 は 媒 介 を業 と して 為 す を

謂 う」(1条1項)と して い る 。 コ ピ ー マ ー トは 、 こ の 「媒 介 」 に も該 当 し

な い もの と論 じ られ て い る(『 マ ル チ メ デ ィ ア 時 代 に お け る著 作 物 の 権 利 処
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理 と流 通 に 関 す る 総 合 的 研 究 』 〔総 合 研 究 開発 機構 、1997年 〕29頁 参

照 〔松 田政 行 執 筆 〕)。

72も っ と も 、 コ ピ ー マ ー トの 多 様 な発 展 形 態 を考 慮 す れ ば 、 コ ピ ー マ ー ト

主 宰 者 が 権 利 管 理 団 体 を 兼 業 す る とい う可 能 性 も な い わ け で は な い で あ ろ

う。

73北 川教 授 の 著 作 で は 、実 際 に こ の コ ピ ー マ ー トコ ー ドを利 用 し て 、内 容

な どの体 系 化 が 行 わ れ て い る 。 た と え ば 、 『民 法 講 要 』 シ リ ー ズ(有 斐 閣)

や 『解 説 実 務 書 式 体 系 』 シ リ ー ズ(三 省 堂)が そ の 代 表 例 で あ る 。

74た とえ ば 、 書 籍 流 通 に お け るISBN、 消 費 者 物 流 に お け るJANコ ー ド

な どが そ の 代 表 例 で あ る 。 こ れ らで は 、 売 上 管 理 な ど に 関 す る最 低 限 の 情

報 の み が 数 値 化 され て い る。

75正 式 名 称 は
、INteroperabilityofDatainE-CommerceSystems。

76正 式 名 称 は 、Digita10bjectIdentifier。

77詳 細 に つ い て は 、INDECSの ウ ェ ブ サ イ ト(http:〃www.indecs.org)

を 参 照 の こ と。 こ こ で は オ ン ラ イ ンでINDECSの 成 果 な ど も公 開 され て

い る。なお 、INDECSは2000年 春 を も っ て プ ロ ジ ェ ク ト期 間 が 終 了 す る 。

そ の 後 の 展 開 に つ い て は ま だ 明 らか と さ れ て い な い 。

781NDECSで は メ タ デ ー タ の フ ォ ー マ ッ トと して 、W3Cに よ るXMLま

た はそ れ を基 本 とす るRDFを 考 え て い る 。 これ ら は い ず れ も、 デ ー タの

相 互 運 用 を前 提 と して 開発 さ れ た もの で あ る 。

79詳 細 に つ い て は 、 国 際DOI財 団 の ウ ェ ブ サ イ ト(http:〃www.doi.org)

を 参 照 。 そ こで は 一 部 に 会 員 限 定 の もの も あ る が 、DOIの 研 究 成 果 が 公 開

され て い る。

802 .3.1(1)の 図2-9コ ピ ー マ ー トコ ー ドの 応 用 的構 造 と対 比

す れ ば、 こ の 点 は よ り明 らか と な ろ う。

81DOIの メ タデ ー タ部 門 は 、DOI・Xと い う プ ロ ジ ェ ク ト名 で 、 コ ア と は

別 に ウ ェ ブサ イ トを立 ち 上 げ て い る 。 そ こ で は メ タ デ ー タ に 関 して か な り

技 術 面 に ウ ェ イ トを お い た研 究 が 進 め ら れ て い る。 詳 し く は

http:〃meta.doi.org/を 参 照 。

82権 利 記 述 部 門 は 、DOI-Rと い う プ ロ ジ ェ ク トに な っ て い る 。
83http:〃www .copymart.gr.jp/

84北 川 善 太 郎 、 『著 作 権 制 度 の未 来 像 』(コ ピ ラ イ トNo.465,Vol.39、2000

年)10頁 か ら。

85前 掲 、 北 川 、10頁 。

86前 掲 、 北 川 、11頁 。
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